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４．保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評価 

 

保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評価とは，「実用発電用原子炉

の設置，運転等に関する規則」第７条の５第１項第２号で規定されている，

「原子炉施設における保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価する

こと」に基づき実施した評価のことである。ここでいう保安活動とは，原子

力発電所の原子炉施設保安規定で規定している活動のことをいう。 

原子力発電所においては，実用化以降現在に至るまで，技術的な進歩等によ

り安全性，信頼性の向上に有効な多くの新しい知見が得られている。 

島根原子力発電所２号機の建設にあたっては，その当時の最新の技術的知見

を設計に反映するとともに，営業運転開始後に得られた新たな技術的知見に

ついても評価の上，設備改造等により適切に反映してきた。 

前回の定期安全レビュー報告（営業運転開始から平成13年３月まで）におい

て，島根原子力発電所２号機の建設当時の設計の考え方に加えて，営業運転

開始以降に得られた原子力施設の安全性，信頼性の向上に関連する重要な技

術的知見（以下，「最新の技術的知見」という。）の反映状況について，以

下の観点から調査し，それらを原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設

備に適切に反映していることを確認した。 

・安全研究成果 

・国内外の原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

・技術開発成果 

今回の評価対象期間においても，上記と同様に，その後の最新の技術的知見

を，原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備に適切に反映し，安全性，

信頼性の維持・向上を図っているかについて評価した。 

なお，原子力安全・保安院からの指示文書「実用発電用原子炉施設における

定期安全レビューの実施について」（平成20･08･28 原院第８号）で評価を求

められている，「未だ具体的な安全規制，規格基準等に反映されていない技

術的知見」については，技術開発成果に含め評価を行った。 

 

Ⅰ．安全研究成果の調査および評価方法 

原子力発電所の設計においては，通常運転時における設備の信頼性確保はも

とより，想定される事象に対処するために種々の設備上の対策を講じている。 

このような安全設計を実現するため，原子力施設の開発段階においては，事

故時の炉心の挙動や燃料の冷却性等の種々の安全性に関連する研究が実施さ

れてきた。 

原子力発電の実用化以降もさらに安全性の一層の向上を図るため，これらの
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研究は継続的に実施され，種々の知見が蓄積されている。 

島根原子力発電所２号機が，最新のプラントと同等の高い水準の安全性や信

頼性を維持していることを確認するためには，安全研究から得られた知見を適

切に反映していることを確認することが一つの有効な手段である。 

このため，安全研究のうち，その成果が評価対象期間において新たに安全評

価手法として整備され，安全規制に取り入れられたものについて，島根原子力

発電所２号機への反映状況を調査し，安全性，信頼性の維持・向上が図られて

いるかを評価する。 

評価対象となる安全研究成果の選別方法は以下のとおりである。 

 

（１）以下の安全研究成果を対象とする。 

・原子力安全委員会「安全審査に関する指針類」 

・社団法人 日本電気協会制定の規格類 

・社団法人 日本機械学会制定の規格類 

・社団法人 日本原子力学会制定の規格類 

 

（２）上記（１）のうち，以下の観点から調査対象とする安全研究成果を抽出す

る。ただし，単なる運用を定めたもの，技術的要素がないものは対象外とす

る。 

 

  ①原子力安全委員会決定の指針類のうち，発電用軽水型原子炉施設などに関

するもの 

  ②原子力安全委員会了承の専門部会報告書等のうち，発電用軽水型原子炉施

設などに関するもの 

③民間規格のうち，原子力安全・保安院が技術評価を行った結果，国の規制

要求を満たすものとして位置づけたもの 

④上記③以外の民間規格のうち，高い水準の安全性や信頼性の維持の観点か

ら社内マニュアルにおいて引用されているもの 

 

   また，上記①～④以外に原子力発電所の耐震安全性に係る新たな科学的・

技術的知見として「耐震安全性に係る知見反映処理手順書」に基づき収集し

た安全研究成果の島根原子力発電所２号機への反映状況についても調査する。 

 

   上記の選別方法から抽出された安全研究成果に対して，以下の方法により

評価を行った。 
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   ａ．評価対象として抽出された安全研究成果ついて現在の反映状況を調査

する。 

 

   ｂ．調査の結果，反映している安全研究成果について，知見が意図する効

果が得られているかを評価する。 

 

   ｃ．評価の結果，知見が意図する効果が得られていないことが確認された

安全研究成果がある場合には，その原因を考察した上で，必要に応じ追

加措置を抽出し，その実施計画を策定する。 

 

   ｄ．反映していない安全研究成果がある場合には，反映の必要性を検討し，

必要に応じ追加措置を抽出し，その実施計画を策定する。 

 

Ⅱ．国内外の原子力発電所の運転経験から得られた教訓の調査および評価方法 

国内外の原子力発電所の事故・故障等の情報の中には,反映すべき事項，諸

対策が含まれている。 

島根原子力発電所２号機で発生した事故・故障等の対策を行うだけではなく，

これら運転経験から得られた教訓を基に，積極的に予防処置に取り組んでいる。 

ここでは，島根原子力発電所２号機で発生した事故・故障等の発生状況およ

び再発状況を確認し，有効な是正処置（再発防止対策）が行われ，保安活動が

適切に実施されてきたかを評価する。 

また，運転経験を反映する仕組みの下，国内もしくは国外における原子力発

電所の安全性，信頼性に関連する教訓の中から，島根原子力発電所２号機に予

防処置が必要となった事象についての反映状況を調査し，安全性，信頼性の維

持・向上が図られているかを評価する。 

評価対象となる教訓の具体的な選別方法は以下のとおりである。 

 

（１）国内原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

島根原子力発電所２号機で評価対象期間に発生した事故・故障等ならびに

島根原子力発電所１号機および他社原子力発電所で評価対象期間に発生し

た事故・故障等のうち，安全性，信頼性の観点で重要な事象を対象とする。 

具体的には以下のとおりとする。 

・「電気事業法」に基づき国に報告した事象 

・「核原料物質，核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」に基づき

国に報告した事象 

・「原子力発電所における安全確保対策の強化について」（通商産業省指示
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文書：昭和52年３月３日 52資庁第2311号）に基づき国に報告1した事象 

・原子力施設情報公開ライブラリー（以下，「ＮＵＣＩＡ」という。）「保

全品質情報基準」に基づきＮＵＣＩＡに登録された事象のうち，水平展開

要とされている事象 

・島根原子力発電所１，２号機については，ＮＵＣＩＡに保全品質情報と

して登録されている全ての事象 

ただし，「島根原子力発電所 予防処置手順書」制定以前に発生した事象

については，予防処置検討を行っている「その他情報」も評価対象とする。 

 

また，原子力安全・保安院が文書で指示した調査・点検事項（以下，「保

安院指示事項」という。）に対し，原子力安全・保安院へ報告した調査結果，

点検結果に基づく措置も評価対象とする。 

 

（２）国外原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

国外の原子力発電所で，評価対象期間に発生した事故・故障等のうち，当

該国規制機関または国際機関により安全性，信頼性の観点で重要な事象とさ

れたものとする。 

具体的には以下のとおりとする。 

・米国原子力規制委員会（ＮＲＣ）指示文書「Ｂｕｌｌｅｔｉｎ」 

・ＮＲＣ指示文書「Ｇｅｎｅｒｉｃ Ｌｅｔｔｅｒ」 

・米国原子力発電運転協会（ＩＮＰＯ）重要事象評価報告書「ＳＯＥＲ」 

・世界原子力発電事業者協会（ＷＡＮＯ）重要事象評価報告書「ＳＯＥＲ」 

 

上記の選別方法により抽出された国内外原子力発電所の運転経験から得

られた教訓に対して，以下の方法により評価を行った。 

 

  ①評価対象として抽出された島根原子力発電所２号機の是正処置および島

根原子力発電所２号機以外の運転経験から得られた教訓について，予防処置

の要否を調査する。あわせて，予防処置を実施している場合はその内容を，

予防処置を不要としている場合はその理由を調査する。 

 

  ②上記①より，是正処置および予防処置を実施した教訓については，改善し

ていることおよび再発していないことを確認する。 

 

                                                   
1 平成 15年 10月の原子炉等規制法の関係規制の改正に伴い通商産業省指示による報告は廃止

され，現在は法律に基づく報告に一本化されている。 
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  ③上記②より，改善していないおよび再発している教訓がある場合は，その

理由および原因を考察した上で，必要に応じ追加措置を抽出し，その実施計

画を策定する。 

 

Ⅲ．技術開発成果の調査および評価方法 

原子力施設の安全性，信頼性の維持・向上，放射線業務従事者が受ける線量

の低減，放射性廃棄物の低減等の観点からも種々の新技術の開発が行われてお

り，これら新技術を実証・検証した上で順次取り入れている。 

ここでは，評価対象期間中に成果が得られた原子炉施設などの安全性，信頼

性に係る技術開発のうち，基盤的，あるいは事業者間で共通的なものとして実

用化された成果について，島根原子力発電所２号機の設備や運用への反映状況

を調査し，安全性，信頼性の維持・向上が図られているかを評価する。 

評価対象となる技術開発成果の選別方法は以下のとおりである。 

 

（１）以下の技術開発成果を評価対象とする。 

・電力共通研究（ＢＷＲ共通研究，ＢＷＲおよびＰＷＲ共通研究） 

・自社研究 

・経済産業省による研究開発成果 

・独立行政法人 日本原子力開発研究機構の研究開発成果 

・独立行政法人 原子力安全基盤機構の事業成果 

 

（２）上記（１）のうち，以下の観点から調査対象とする技術開発成果を抽出す

る。ただし，単なる運用を定めたもの，技術的要素がないものは対象外と

する。 

・軽水炉技術に関する研究 

・目的が「安全性向上」または「信頼性向上」である研究 

・実機へ反映しており，その状況が「実機設計改良」または「運用改善」

である研究 

 

上記の選別方法から抽出された技術開発成果に対して，以下の方法により評価

を行った。 

 

  ①評価対象として抽出された技術開発成果について現在の反映状況を調査

する。 
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  ②調査の結果，反映している技術開発成果について，知見が意図する効果が

得られているかを評価する。 

 

  ③評価の結果，知見が意図する効果が得られていないことが確認された技術

開発成果がある場合には，その原因を考察した上で，必要に応じ追加措置を

抽出し，その実施計画を策定する。 

 

  ④未反映または現在は反映していない技術開発成果がある場合には，その理

由を調査し，反映の必要性を検討して，必要に応じ追加措置を抽出し，その

実施計画を策定する。 
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４．１ 安全研究成果 

 

安全研究とは，原子力発電所の安全設計を実現するために原子力施設の開発

段階において行われた事故時の炉心の挙動や燃料の冷却性等の種々の安全性

に関連する研究および原子力発電の実用化以降において安全性の一層の向上

を図るための継続的な研究のことである。 

これらの研究結果は，原子力安全委員会が策定する安全審査に関する指針類

および三学協会2が制定する規格等に反映されている。 

この節では，まず，安全研究成果の反映の仕組みについて記載し，その後，

島根原子力発電所２号機に反映すべき安全研究成果を反映しているかについ

て評価する。 

                                                   
2 社団法人 日本電気協会，社団法人 日本機械学会および社団法人 日本原子力学会のことをいう。 
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４．１－１ 安全研究成果反映の仕組み 

 

原子力安全委員会が決定する指針類および原子力安全・保安院が国の規制要

求を満たすものとして位置付けた民間規格等の制定もしくは改訂があり，その

対応が必要な場合は，本社所管箇所が発電所側へ指示を出し，発電所側は，そ

の指示に基づき対応を行う。 
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４．１－２ 安全研究成果の反映状況 

 

安全研究成果について評価を行った結果，評価対象期間中に新たに安全評価

手法として整備され，安全規制に取り入れられたものおよび高い水準の安全性

や信頼性の維持の観点から社内マニュアルに反映されているものは51件あり，

現在反映中のものが１件あった。 

（資料４．１．２－１「安全研究成果一覧表」参照） 

また，現在反映中のもの１件については，安全研究成果の反映に向け，適切

な対応を実施中であり，追加措置は不要と判断した。 

（資料４．１．２－２「反映状況の考察および追加措置（安全研究成果） 

安全－１」参照） 

評価対象となった安全研究成果の反映状況のうち主なものを以下に示す。 

 

Ⅰ．シビアアクシデントに関する研究 

シビアアクシデントについて，事象の解明および確率論的安全評価（以下，

「ＰＳＡ」という。）に関する研究が国内外において行われており，その結果

現在までに，シビアアクシデントの諸現象，炉心損傷および原子炉格納容器損

傷に至る事故シーケンス等に関し，より詳細な把握がなされ，これらに基づく

評価手法が整備されてきた。 

シビアアクシデントに関する研究に基づき評価を実施した結果，炉心損傷頻

度が十分低いことを確認している。また，評価結果から安全上の特徴を把握す

るとともに，シビアアクシデントの防止・緩和に有効な設備のアクシデントマ

ネジメント対策を整備した結果，さらなる炉心損傷頻度の低減がなされている

ことを確認している。 

島根原子力発電所２号機で整備したアクシデントマネジメント対策は次の

とおりであり，平成14年第10回定期検査で完了している。 

 

（１）原子炉停止機能に係るアクシデントマネジメント対策 

異常時には安全保護系の信号により自動で原子炉緊急停止系を作動させ，

原子炉を緊急停止（以下，「スクラム」という。）する設計となっている。 

しかし，万一，原子炉の自動スクラムに失敗し，さらに原子炉圧力容器（以

下，「ＲＰＶ」という。）が隔離されると，大量の蒸気によりＲＰＶおよ

び原子炉格納容器（以下，「ＰＣＶ」という。）が過圧される。 

これを避けるため，以下の対策を講じた。 
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［管理面］ 

原子炉が自動スクラムしない場合の対応として，従来から次の対応を手順書

化し，教育・訓練を行っている。 

  ①手動スクラム 

   運転員が手動でスクラムさせる。 

 

  ②水位制御およびほう酸水注入系の手動操作 

   水位制御により出力を制限しつつ，ほう酸水注入系を使って原子炉を停止

させる。 

 

［設備面］ 

平成６年３月に実施したＰＳＡ等の知見から島根原子力発電所２号機の系

統構成の特徴を踏まえ，原子炉停止機能をさらに向上させるため，以下の代替

反応度制御機能を整備した。 

  ①再循環ポンプトリップ 

   現有する原子炉緊急停止系とは別に設置した計測制御系により，異常（原

子炉圧力高，原子炉水位低）を検知し，原子炉冷却材再循環ポンプを自動で

トリップさせ原子炉の出力を低下させる。 

 

  ②代替制御棒挿入 

   現有する原子炉緊急停止系とは別に設置した計測制御系により，異常（原

子炉圧力高，原子炉水位低）を検知し，制御棒駆動用の空気供給ラインに設

置した弁を自動で開放することにより，制御棒を挿入させ原子炉を停止させ

る。（資料４．１．２－３に「代替制御棒挿入構成概念図」を示す） 

 

（２）ＲＰＶおよびＰＣＶへの注水機能に係るアクシデントマネジメント対策 

ＲＰＶへの注水が必要となる異常時には，安全保護系等の信号により非常

用炉心冷却系（以下，「ＥＣＣＳ」という。）および原子炉隔離時冷却系

（以下，「ＲＣＩＣ」という。）を自動で起動させ，ＲＰＶへ注水する設

計となっている。しかし，万一，ＲＰＶへの注水にすべて失敗した場合，

炉心の冷却が不十分となり，炉心が損傷する可能性がある。さらに，ＲＰ

Ｖが高圧に維持された状態で炉心が損傷し，炉心溶融物（以下，「デブリ」

という。）によりＲＰＶが破損すると，デブリがＰＣＶ中に飛散する過程

で微粒子化し，ＰＣＶ内が直接加熱される可能性がある。 

また，ＰＣＶへの注水が必要となる異常時には，運転員が手動でＰＣＶ冷

却系を起動しＰＣＶへ注水するが，これに失敗した場合，ＰＣＶの温度上



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．１－５ 

昇およびデブリの冷却が不足する可能性がある。 

これらを避けるため，以下の対策を講じた。 

 

［管理面］ 

ＥＣＣＳ等が自動起動しない場合の対応として，従来から次の対応を手順書

化し，教育・訓練を行っている。 

  ①ＥＣＣＳ等の手動起動 

   運転員が手動でＥＣＣＳ等を起動させる。 

 

  ②原子炉の手動減圧および低圧注水操作 

   原子炉を主蒸気逃がし安全弁で手動減圧し，低圧での注水ができるように

する。 

 

  ③代替注水手段 

   給復水系や制御棒駆動水圧系等を使って炉心を冷却する。 

 

［設備面］ 

平成６年３月に実施したＰＳＡ等の知見から，ＲＰＶおよびＰＣＶへの注水

機能をさらに向上させるため，アクシデントマネジメント策として代替注水手

段および原子炉減圧の自動化を整備した。 

  ①代替注水手段 

   既設の復水輸送系（以下，「ＣＷＴ」という。）および消火系（以下，「Ｆ

Ｐ」という。）を有効活用する観点より，これらの系統から残留熱除去系（以

下，「ＲＨＲ」という。）を介してＲＰＶあるいはＰＣＶへ注水できるよう

に配管の接続等を変更し，ＲＰＶあるいはＰＣＶへの注水機能を向上させた。 

（資料４．１．２－４に「代替注水設備概念図」を示す） 

 

  ②原子炉減圧の自動化 

   過渡事象時に高圧での注水が十分ではなく，原子炉水位のみ低下していく

事象では，従来の設備では自動減圧系が自動起動しない。このため，「原子

炉水位異常低」の信号発生後，逃がし安全弁により自動でＲＰＶを減圧する

ことにより，低圧ＥＣＣＳ系等による炉心への注水が可能となるようにした。 

 

（３）ＰＣＶからの除熱機能に係るアクシデントマネジメント対策 

異常時でも原子炉が隔離されなければ，主復水器により炉心の崩壊熱の除

去ができる。主復水器が使えない場合には，ＲＨＲを手動で起動させ，Ｐ
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ＣＶから崩壊熱を除去することとしている。しかし，万一，ＰＣＶからの

除熱に失敗した場合，ＰＣＶの圧力が上昇し，またＥＣＣＳによる再循環

ができなくなる可能性がある。 

これを避けるため，以下の対策を講じた。 

 

［管理面］ 

ＰＣＶの圧力が上昇する場合の対応として，従来から次の対応を手順書化

し，教育・訓練を行っている。 

  ①ＰＣＶ冷却系の手動起動 

   ＰＣＶ冷却系を手動起動し，ＰＣＶの圧力の上昇を抑制させる。 

 

  ②窒素ガス置換系および非常用ガス処理系を通したベント 

   サプレッションプールを通したベントによりＰＣＶの圧力の上昇を抑制

させる。 

 

また，平成６年３月に実施したＰＳＡ等の知見から，ＰＣＶからの除熱機

能の更なる向上のため，アクシデントマネジメント対策としてドライウェル

冷却機，原子炉浄化系（以下，「ＣＵＷ」という。）による代替除熱手順お

よびＲＨＲの復旧手順を確立し，運転手順書等に反映した。 

  ③現有設備による代替除熱 

   ＰＣＶからの除熱が可能なドライウェル冷却機またはＲＰＶからの除熱

が可能なＣＵＷを有効活用することにより，ＰＣＶからの除熱機能を向上さ

せた。 

 

  ④ＲＨＲの復旧 

   ＰＣＶからの除熱機能が喪失する事象では，事象の進展は遅く時間的余裕

が大きいことから，この余裕時間を利用してＲＨＲの故障を復旧し，ＰＣＶ

からの除熱機能を向上させるものである。 

 

［設備面］ 

平成６年３月に実施したＰＳＡ等の知見から，ＰＣＶからの除熱機能をさ

らに向上させるため，耐圧強化ベントを整備した。 

  ①耐圧強化ベントによる代替除熱 

   非常用ガス処理系を経由することなく，窒素ガス置換系から直接排気筒あ

るいは排気管へ接続する耐圧性を強化したＰＣＶベントラインを設けるこ

とによって，ＰＣＶ過圧防止としての減圧操作の適用範囲を広げ，ＰＣＶか
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らの除熱機能を向上させるものである。 

（資料４．１．２－５に「耐圧強化ベント設備概念図」を示す） 

 

（４）安全機能のサポート機能に係るアクシデントマネジメント対策 

外部電源の喪失時には，非常用ディーゼル発電機（以下，「Ｄ／Ｇ」とい

う。），直流（以下，「ＤＣ」という。）電源設備により安全機能は確保

される設計となっている。しかしながら，万一，交流（以下，「ＡＣ」と

いう。）電源が供給できない場合の対応として以下の対策を講じた。 

 

［管理面］ 

従来から次の対応を手順書化し，教育・訓練を行っている。 

  ①外部電源の復旧およびＤ／Ｇの手動起動 

   タービン駆動のＲＣＩＣにより炉心を冷却しつつ外部電源を復旧し，Ｄ／

Ｇを手動起動させることにより電源を供給する。 

 

  ②高圧電源の融通 

   複数基立地のメリットを活かし，原子炉施設間で動力用の高圧ＡＣ電源

（6.9kV）を融通すること。 

 

また，平成６年３月に実施したＰＳＡ等の知見から，電源供給能力をさら

に向上させるため，アクシデントマネジメント対策として電源の融通，Ｄ／

Ｇの復旧手順を整備した。 

  ③電源の融通 

   複数基立地のメリットを活かして隣接原子炉施設間に低圧のＡＣ電源

（460V）のタイラインを設置し，電源融通を可能にすることで，電源供給能

力を向上させる。外部電源が喪失し，原子炉施設内のＤ／Ｇの起動にすべて

失敗して，かつＤＣ電源が喪失したとしても，本アクシデントマネジメント

対策により，低圧のＡＣ電源につながるＤＣ電源用充電器が使用可能となり，

115VのＤＣ母線を充電することができる。このため，このような場合でもＤ

／Ｇを手動起動することが可能となり，ＲＣＩＣ等の継続運転も可能となる。 

（資料４．１．２－６に「電源の融通概念図」を示す。） 

 

  ④Ｄ／Ｇの復旧 

   全てのＡＣ電源が喪失する事象では，事象の進展は遅く時間的余裕が大き

いことから，この余裕時間を利用してタービン駆動のＲＣＩＣにより炉心を

冷却しつつＤ／Ｇの故障を復旧し，電源供給能力を向上させる。 
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Ⅱ．発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の改正 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令が改正され，主に「性能規

定化と学協会規格の活用」，「体系的整備」の見直しが行われた。 

詳細については，「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令と解釈

に対する解説」が原子力安全・保安院および原子力安全基盤機構によりまとめ

られている。 

島根原子力発電所２号機においては新たに活用を求められた学協会規格に

ついて，運転管理面，検査方法などにより対応しており，第16回定期検査にお

いて適合状況が確認されている。 

 

Ⅲ．社団法人 日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法」 

（ＪＥＡＣ４２０１－２００７） 

中性子照射による関連温度移行量の予測方法を最新の研究成果に置き換え

ることにより，予測精度の向上を図る改訂が行われた。 

「３．３保守管理」において，新規程（ＪＥＡＣ４２０１－２００７）に基

づき評価を行っている。 

 

Ⅳ．社団法人 日本電気協会「原子炉発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験

方法」（ＪＥＡＣ４２０６－２００７） 

ＪＥＡＣ４２０１において中性子照射による関連温度移行量の予測方法が

改訂されたことに伴い，附属書に記載されている予測方法の改訂が行われた。 

「３．３保守管理」において，新規程（ＪＥＡＣ４２０６－２００７）に基

づき評価を行っている。 

 

Ⅴ．耐震設計審査指針類の見直し 

原子力安全委員会の安全審査指針「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針（昭和56年決定，平成13年一部改訂）」が，指針策定以降の地震学および

地震工学に関する新たな知見の蓄積ならびに発電用軽水型原子炉施設の耐震

設計技術の著しい改良および進歩を反映し，全面的に見直され，平成18年９月

に新たな耐震設計指針として決定された。 

島根原子力発電所においては原子力安全・保安院からの指示文書「『発電用

原子炉施設に関する耐震設計審査指針』等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設

の耐震安全性の評価等の実施について」を受け，耐震安全性評価を実施中であ

る。 
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Ⅵ．発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針の見直し 

（原子力安全委員会 安全審査指針） 

「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」(以下，「火災防

護審査指針」という。）が，平成13年11月に発生した浜岡原子力発電所１号機

の「配管内における水素の急速な燃焼」の防止の観点から，水素が滞留する可

能性のある箇所の監視等について，改めて注意喚起を行うことに関する解説の

改訂が平成14年９月に行われている。 

島根原子力発電所２号機においては，原子力安全・保安院からの指示文書「中

部電力株式会社浜岡原子力発電所第１号機の余熱除去系配管破断に関する再

発防止対策について」（平成14.05.13原院第３号）を受け，水素が滞留する可

能性のある類似箇所を調査した結果，該当箇所はなかった。 

また，平成19年７月に発生した新潟県中越沖地震時の柏崎刈羽原子力発電所

３号機の変圧器ダクト火災を踏まえ，火災防護審査指針が平成19年12月に改訂

され，大規模な地震時の火災を想定した事項を追加し，火災防護対策の強化が

図られた。 

さらに，総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会の下に設けられた

「自衛消防体制および情報連絡・提供に関するワーキンググループ」（以下，

「ＷＧ」という。）において，自衛消防体制の抜本的強化に向けた具体的方策

が検討され，平成20年２月に答申が発行されている。 

これらの火災防護審査指針の改訂やＷＧ答申を踏まえ，設備面の対策として，

屋外消火配管および消火用水タンク等の耐震性の確認・補強の実施，ならびに

消火設備の多様化・多重化としての化学消防車および小型動力ポンプ付水槽車

等の配備を行っている。また，運用面の対策として，初期消火活動のための体

制整備を図るため，自衛消防体制の強化等を行っている。 

また，火災防護審査指針の改訂に伴い，平成22年３月に「原子力発電所の火災

防護規程（ＪＥＡＣ４６２６－２０１０）」が制定され，本規程に基づき設備面

および運用面の対応を行っている。 

なお，火災防護対策については，今後も知見の拡充に伴い，より一層の強化

について継続して対応を行っていく。 

 

以上のとおり，安全研究成果を適切に反映しているもしくは現在反映中であ

ることを確認しており，安全研究成果の知見が意図する効果が得られていると

判断した。 

同様に，安全研究成果を反映する仕組みについても機能していると判断した。 

これらのことから，原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備に対し，

原子炉施設のより一層の安全性，信頼性の維持・向上を図っていると判断した。 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．１－１０ 

資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(1/7) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 

反映 

要否 
現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

1 

原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設に

関する安全設計審査指針 

（平成 13年 3月改訂） 

発電用軽水炉の設置許可申請

に係る安全審査における設計

の妥当性を判断する際の基礎

を示すもの。 

ICRP1990年勧告を受けて，変

更を行っている。 

〇 

具体的変更項目は，用

語のみであり，実務上

の変更はなし。 

〇 

 

2 

原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設の

安全機能の重要度分類に関

する審査指針 

（平成 18年 9月改訂） 

（平成 21年 3月改訂） 

「発電用軽水型原子炉施設に

関する安全設計審査指針」に

定める各指針の具体的な適用

に当たって，安全機能の重要

度についての判断のめやすを

与えるもの。 

耐震設計審査指針の改訂を受

けて，変更を行っている。 

また，各構造物および機器に

係る保全・運転管理の具体的

な 対 策 や 要 件 等 を 定 め る 際

に，リスク情報を活用するこ

と，などを追加している。 

〇 
改 訂 に 伴 い 評 価 を 行

っている。 
〇 

 

3 

原子力安全委員会 

発電用原子炉施設に関する

耐震設計審査指針 

（平成 18年 9月改訂） 

旧指針策定以降の地震学およ

び地震工学に関する新たな知

見の蓄積ならびに発電用軽水

型原子炉施設の耐震設計技術

の著しい改良および進歩を反

映し，旧指針を全面的に見直

したもの。 

〇 

新 指 針 に 基 づ き 計 画

的 に 評 価 を 行 っ て い

る。 

△ 

資料 4.1.2-2 

反映状況の

考察および

追 加 措 置

（安全-1） 

4 

原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設の

火災防護に関する審査指針 

（平成 14年 9月改訂） 

（平成 19年 12月改訂） 

発電用軽水炉の安全機能維持

の観点から，火災防護に関し

て考慮すべき事項を取りまと

めたもの。 

浜岡 1号機にて発生した「配

管内における水素の急速な燃

焼」の防止の観点から，水素

が滞留する可能性のある箇所

における監視等について改め

て注意喚起を行うことについ

て解説の修正を行っている。 

また，大規模な地震時の火災

を想定した事項を追加し，火

災防護対策の強化を図ってい

る。 

〇 
改 訂 に 伴 い 評 価 を 行

っている。 
○ 

 

5 

原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設に

おける事故時の放射線計測

に関する審査指針 

（平成 18年 9月改訂） 

放射線防護の観点から，原子

炉施設の事故時に必要な放射

線計測系の設計の妥当性につ

いて審査する際の指針を示し

たもの。 

耐震設計審査指針の改訂を受

けて，変更を行っている。 

〇 

具体的変更項目は，用

語のみであり，実務上

の変更はなし。 

〇 

 

6 

原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設の

安全評価に関する審査指針 

（平成 13年 3月改訂） 

発電用軽水炉の設置許可申請

に係る安全審査における設計

の妥当性を判断する際の基礎

を示すもの。 

ICRP1990年勧告を受けて，変

更を行っている。 

〇 
改 訂 に 伴 い 評 価 を 行

っている。 
〇 

 

7 

原子力安全委員会 

発電用原子炉施設の安全解

析に関する気象指針 

（平成 13年 3月改訂） 

発電用原子炉施設の線量評価

に必要な気象観測方法および

処理・解析方法を定めたもの。 

ICRP1990年勧告を受けて，変

更を行っている。 

〇 

具体的変更項目は，用

語のみであり，実務上

の変更はなし。 

〇 

 

反映要否 ； 〇：要       －：不要 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

－：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．１－１１ 

資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(2/7) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 

反映 

要否 
現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

8 

原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設周辺

の線量目標値に関する指針 

（平成 13年 3月改訂） 

発電用軽水炉からの放射性物

質の放出に伴う周辺公衆の被

ばく線量を低く保つためのも

の。 

ICRP1990年勧告を受けて，変

更を行っている。 

〇 

具体的変更項目は，用

語のみであり，実務上

の変更はなし。 

〇 

 

9 

原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設周

辺の線量目標値に対する評

価指針 

（平成 13年 3月改訂） 

原子炉施設周辺の線量を評価

するため，放射性物質の放出

量とそれによる線量評価に使

用する標準的な計算モデルお

よびパラメータ等を定めたも

の。 

ICRP1990年勧告を受けて，変

更を行っている。 

〇 
改 訂 に 伴 い 評 価 を 行

っている。 
〇 

 

10 

原子力安全委員会 

発電用軽水型原子炉施設に

おける放出放射性物質の測

定に関する指針 

（平成 13年 3月改訂） 

発電用軽水炉から環境に放出

される放射性物質の放射能量

を測定する標準的な方法を定

めたもの。 

ICRP1990年勧告を受けて，変

更を行っている。 

〇 

具体的変更項目は，用

語のみであり，実務上

の変更はなし。 

〇 

 

11 

原子力安全委員会 

「配管の破断に伴う「内部

発生飛来物に対する設計上

の考慮」について」 

（平成 18年 9月改訂） 

原子炉冷却材圧力バウンダリ

に属するオーステナイト系ス

テンレス鋼管の破損に対し原

子炉施設の安全機能を有する

施設の防護設計を行うに当た

り，想定する配管の破損の形

態の決定に LBB概念を導入す

る こ と は 問 題 な い と し て い

る。 

耐震設計審査指針の改訂を受

けて，変更を行っている。 

〇 

具体的変更項目は，用

語のみであり，実務上

の変更はなし。 

〇 

 

12 

原子力安全委員会 

「原子力発電所内の使用済

燃料の乾式キャスク貯蔵に

ついて」 

（平成 13年 3月改訂） 

（平成 18年 9月改訂） 

乾式キャスク貯蔵施設で使用

済燃料を貯蔵する場合の安全

審査に当たって確認すべき事

項について検討したもの。 

ICRP1990年勧告および耐震設

計審査指針の改訂を受けて，

変更を行っている。 

― 
島 根 原 子 力 発 電 所 ２

号機は対象外。 
― 

 

13 

原子力安全委員会 

「プルトニウムを燃料とす

る原子炉の立地評価上必要

なプルトニウムに関するめ

やす線量について」 

（平成 13年 3月改訂） 

昭和 44年の再指針を再評価し

たもの。 

ICRP1990年勧告を受けて，変

更を行っている。 
― 

島 根 原 子 力 発 電 所 ２

号 機 に つ い て は 反 映

不要。（MOX燃料の重量

割合は 33％未満の た

め め や す 線 量 を 用 い

た評価の必要がなし） 

― 

 

14 

原子力安全委員会 

「発電用軽水型原子炉施設

の安全審査における一般公

衆の線量評価について」 

（平成 13年 3月改訂） 

発電用軽水炉の安全審査に際

し，平常運転時の一般公衆に

対する線量評価の基本的な考

え方を検討したもの。 

ICRP1990年勧告を受けて，変

更を行っている。 

〇 
改 訂 に 伴 い 評 価 を 行

っている。 
〇 

 

15 

原子力安全委員会 

「被ばく計算に用いる放射

線エネルギー等について」 

（平成 13年 3月改訂） 

核分裂性希ガスおよびハロゲ

ン核種において，外部被ばく

による線量計算に必要なデー

タをまとめたもの。 

ICRP1990年勧告を受けて，変

更を行っている。 

〇 

具体的変更項目は，用

語のみであり，実務上

の変更はなし。 

〇 

 

反映要否 ； 〇：要       －：不要 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

－：対象外 

  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．１－１２ 

資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(3/7) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 

反映 

要否 
現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

16 

原子力安全委員会 

「発電用軽水型原子炉施設

におけるシビアアクシデン

ト対策としてのアクシデン

トマネジメントについて」 

（平成 4年 5月了承） 

海外の確率論的安全評価およ

び国内外のシビアアクシデン

ト研究の最新の成果などを基

礎資料として，格納容器対策

を主体とするアクシデントマ

ネジメントについて検討した

もの。 

〇 

本 報 告 書 に 基 づ く 対

策工事を平成 14年２

月に完了している。 

〇 

 

17 

原子力発電所の出力運転状

態を対象とした確率論的安

全評価に関する実施基準：

2008（レベル１ＰＳＡ編） 

AESJ-SC-P008:2008 

原子力発電所の出力運転状態

における内的起因事象により

発生する事故に関する安全性

を総合的に評価することを目

的に実施する確率論的安全評

価（PSA）のうち，炉心損傷事

故の発生頻度までを評価する

レベル 1の PSAを実施する際

の要件およびそれを満たす具

体的方法を，実施基準として

規定したもの。 

〇 

「 島 根 原 子 力 発 電 所

定 期 安 全 レ ビ ュ ー 実

施手順書」に反映し，

本 基 準 に 基 づ き 評 価

を実施している。 

〇 

 

18 

原子力発電所の出力運転状

態を対象とした確率論的安

全評価に関する実施基準：

2008（レベル２ＰＳＡ編）  

AESJ-SC-P009:2008 

原子力発電所の出力運転状態

における内的起因事象によっ

て発生する事故に関する安全

性を総合的に評価することを

目的に実施する確率論的安全

評価（PSA）のうち，放射性物

質の放出に至る事故シーケン

スの発生頻度とソースターム

までを評価するレベル 2の PSA

を実施する際の要件およびそ

れを満たす具体的方法を PSA

実施の手順を踏まえて実施基

準として規定したもの。 

〇 

「 島 根 原 子 力 発 電 所

定 期 安 全 レ ビ ュ ー 実

施手順書」に反映し，

本 基 準 に 基 づ き 評 価

を実施している。 

〇 

 

19 

原子力発電所の停止状態を

対象とした確率論的安全評

価に関する実施基準(レベ

ル１ＰＳＡ編):2002 

AESJ-SC-P001:2002 

原子力発電所の停止状態にお

ける内的事象に関する安全性

を総合的に評価することを目

的に実施する確率論的安全評

価(PSA)のうち，炉心損傷の発

生頻度までを評価するレベル

1の PSAを実施する場合の要

件およびそれを満たす具体的

な方法を実施基準として規定

したもの。 

〇 

「 島 根 原 子 力 発 電 所

定 期 安 全 レ ビ ュ ー 実

施手順書」に反映し，

本 基 準 に 基 づ き 評 価

を実施している。 

〇 

 

20 
原子力発電所の定期安全レ

ビュー実施基準：2009 

AESJ-SC-P004:2009 

発電用軽水型原子炉施設にお

いて，電気事業者が品質保証

活動の一環として実施する定

期安全レビューにおける，実

施計画の策定，調査の実施，

評価の実施，有効な追加措置

の抽出および報告書の作成の

方法を規定したもの。 

〇 

「 島 根 原 子 力 発 電 所

定 期 安 全 レ ビ ュ ー 実

施手順書」に反映し，

本 基 準 に 基 づ き 評 価

を実施している。 

〇 

 

21 
原子力発電所の高経年化対

策実施基準：2008 

AESJ-SC-P005:2008 

運転初期から，10年ごと，運

転開始 30年以降のそれぞれの

段階に応じた高経年化対策の

実施内容を取りまとめ，規定

化したもの。 

〇 

「 島 根 原 子 力 発 電 所

高 経 年 化 対 策 実 施 手

順書」に反映し，本基

準 に 基 づ き 評 価 を 実

施している。 

〇 

 

反映要否 ； 〇：要       －：不要 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

－：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．１－１３ 

資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(4/7) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 

反映 

要否 
現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

22 
原子力発電所における安全

のための品質保証規程 

JEAC 4111-2009 

核原料物質，核燃料物質およ

び原子炉の規制に関する法律

に基づき規定される原子力発

電所の保安活動における品質

保証に関する要求事項を具体

化したもの。 

〇 

「実用発電用原子炉

の設置，運転等に関す

る規則」の改正に伴

い，「原子炉施設保安

規定」を変更した。 

〇  

23 
原子炉構造材の監視試験方法 

JEAC 4201-2007 

発電用軽水炉原子炉圧力容器

用鋼材の中性子照射による機

械的性質の変化を定期的に調

査し，評価するための監視試

験方法について規定したも

の。 

〇 

原子炉圧力容器鋼材

監視試験片の取扱い

については，本規程に

基づき実施している。 

〇  

24 
原子炉格納容器の漏えい率

試験規程 

JEAC 4203-2008 

熱出力 100MW以上の軽水型原

子力発電所に施設する原子炉

格納容器バウンダリの漏えい

試験について定めたもの。 

〇 

原子炉格納容器の漏

えい率試験について，

本規程に基づき実施

している。 

〇  

25 
原子力発電所用機器に対す

る破壊靭性の確認試験方法 

JEAC 4206-2007 

原子力発電所に設置する機器

を構成する材料の破壊靱性の

妥当性を確認する範囲，試験

方法および合格基準を規定し

たもの。 

〇 

原子炉圧力容器鋼材

監視試験片の破壊靱

性の妥当性確認につ

いては，本規程に基づ

き実施している。 

〇  

26 

軽水型原子力発電所用機器

の供用期間中検査における

超音波探傷試験規程 

JEAC 4207-2008 

維持規格 2008年版（JSME S 

NA1-2008）に用いる超音波探

傷試験についてその要領を示

したもの。 

〇 

保守点検について，本

規程に基づき実施し

ている。 

〇  

27 
原子力発電所の保守管理規程 

JEAC 4209-2007 

原子力発電所を構成する構築

物，系統および機器の信頼性を

確保するため，供用期間中に事

業者が実施すべき保守管理の

基本的要件を定めたもの。 

〇 

「実用発電用原子炉

の設置，運転等に関す

る規則」の改正に伴

い，「原子炉施設保安

規定」を変更した。 

〇  

28 
原子力発電所の保守管理指針 

JEAG 4210-2007 

保守管理規程をガイドするこ

とを目的とし，解説，例示，

具体例などにより，保守管理

規程の適用に当たっての理解

を深め，より充実した保守管

理が行われることを目標に制

定されたもの。 

〇 

保守点検について，本

指針に基づき実施し

ている。 

〇  

29 

原子力発電所の設備診断に

関する技術指針－回転機械

振動診断技術 

JEAG 4221-2007 

設備診断技術を適用する際の

基本的要求事項や，振動診断

技術を適用する際の具体的な

内容を示したもの。 

〇 

保守点検について，本

指針に基づき実施し

ている。 

〇  

30 

原子力発電所の設備診断に

関する技術指針－潤滑油診

断技術 

JEAG 4222-2008 

設備診断技術を適用する際の

基本的要求事項や，潤滑油診

断技術を適用する際の具体的

な内容を示したもの。 

〇 

保守点検について，本

指針に基づき実施し

ている。 

〇  

31 

原子力発電所の設備診断に

関する技術指針－赤外線サ

ーモグラフィー診断技術 

JEAG 4223-2008 

設備診断技術を適用する際の

基本的要求事項や，赤外線サ

ーモグラフィー診断技術を適

用する際の具体的な内容を示

したもの。 

〇 

保守点検について，本

指針に基づき実施し

ている。 

〇  

32 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ，原子炉格納容器バウン

ダリの範囲を定める規程 

JEAC 4602-2004 

放射性物質の外部への漏えい

に対する障壁となる原子炉冷

却材圧力バウンダリおよび原

子炉格納容器バウンダリの範

囲について定義したもの。 

〇 

保守点検について，本

規程に基づき実施し

ている。 

〇  

反映要否 ； 〇：要       －：不要 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

－：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．１－１４ 

資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(5/7) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 

反映 

要否 
現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

33 

原子力発電所工学的安全施

設およびその関連施設の範

囲を定める規程 

JEAC 4605-2004 

原子炉設備の破損等に起因す

る燃料の破損等による多量の

放射性物質の放散を抑制また

は防止するための機能を備え

るよう設計された工学的安全

施設，およびその関連施設に

ついての範囲および分類を定

義したもの。 

〇 

保守点検について，本

規程に基づき実施し

ている。 

〇  

34 

ディジタル安全保護系の検

証および妥当性確認に関す

る指針 

JEAG 4609-2008 

ディジタル安全保護系のソフ

トウェアの設計，製作，試験，

変更の各過程において，安全

保護上要求される機能が正し

く確実に実現されていること

を保証する活動に関して，検

証と妥当性確認に対する基本

的事項を定めたもの。 

― 
島根原子力発電所２

号機は対象外。 
― 

 

35 
原子力発電所放射線遮へい

設計規程 

JEAC 4615-2003 

原子力発電所の設計段階なら

びに運転段階において，放射

線遮へい壁の設置および放射

線管理区域の設定に関する現

行の遮へい設計の概要を示し

たもの。 

〇 

保守点検について，本

規 程 に 基 づ き 実 施 し

ている。 

〇 

 

36 
安全保護系へのディジタル

計算機の適用に関する規程 

JEAC 4620-2008 

ディジタル計算機を適用した

原子力発電所の安全保護系に

対し，その性能および信頼度

の面から必要とされる要求事

項について，国内外の関連規

格・基準を参考の上，新たに

制定するもの。 

― 
島 根 原 子 力 発 電 所 ２

号機は対象外。 
― 

 

37 
安全保護系計器のドリフト

評価指針 

JEAG 4621-2007 

安全保護系計器の校正間隔を

変更する時に生じるドリフト

を統計的手法によって推定す

る方法を示したもの。 

〇 

保守点検について，本

指 針 に 基 づ き 実 施 し

ている。 

〇 

 

38 
原子力発電所の火災防護規程 

JEAC 4626-2010 

原子力発電所において，火災

による原子炉の安全性を損な

うことのないよう，適切な防

護措置を施すため，設計上考

慮すべき事項を定めたもの。 

なお，JEAG 4607-1999は，新

たに JEAC 4626-2010と JEAG 

4607-2010の構成となってい

る。 

〇 

保守点検について，本

規程に基づき実施し

ている。 

○ 

 

39 
原子力発電所運転員の教

育・訓練指針 

JEAG 4802-2002 

軽水型原子力発電所運転員の

教育訓練等における基本的事

項（方針，教育・訓練の具体

的な項目，ならびに教育・訓

練計画の策定，実施，効果の

確認および適宜見直し）につ

いて規定したもの。 

〇 

「運転員教育訓練手

順書」に反映し，運転

員の教育訓練を実施

している。 

〇 

 

40 
配管の高サイクル熱疲労に

関する評価指針 

S017-2003 

配管に高サイクル熱疲労を誘

起する熱流動現象（高低温水合

流部の温度揺らぎおよび閉塞

分岐配管滞留部の熱成層化現

象）が作用する場合の構造健全

性の評価方法を定めたもの。 

〇 

保守点検について，本

指針に基づき実施し

ている。 

〇  

反映要否 ； 〇：要       －：不要 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

－：対象外 
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４．１－１５ 

資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(6/7) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 

反映 

要否 
現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

41 

発電用設備規格  

配管減肉管理に関する規格

（2005年版）（増訂版） 

JSME S CA1-2005 

平成 16年８月に相次いで発生

した原子力・火力の発電用設

備の配管系の減肉による破断

事故を契機に，流れ加速腐食

やエロージョンなどによる配

管の減肉事象による配管の健

全性を維持する運用管理に関

する規格を定めたもの。 

〇 

「配管肉厚管理手引書」

に反映し，配管減肉管理

を実施している。 

〇  

42 
発電用原子力設備規格  

維持規格（2008年版） 

JSME S NA1-2008 

運転開始後における軽水減速

水冷却型の発電用原子力設備

の維持のための技術的諸規定

を定めたもの。 

〇 

保守点検について，本

規 格 に 基 づ き 実 施 し

ている。 

〇 

 

43 
発電用原子力設備規格 溶

接規格（2007年版） 

JSME S NB1-2007 

原子力発電設備の溶接に関す

る技術的諸規定を定めたも

の。 

〇 

保守点検について，本

規 格 に 基 づ き 実 施 し

ている。 

〇  

 

44 

発電用原子力設備規格 設

計・建設規格（2005年版，

2007年追補版） 第Ⅰ編 

軽水炉規格 

JSME S NC1-2005, 2007 

軽水型原子力発電設備の設計

および製造に適用する技術的

諸規定を定めたもの。 

〇 

保守点検について，本

規格に基づき実施し

ている。 

〇  

45 

発電用原子力設備規格 コ

ンクリート製原子炉格納容

器規格（2003年版） 

JSME S NE1-2003 

発電用原子力設備のコンクリ

ート製原子炉格納容器の材料

および設計に関する技術的諸

規定を定めたもの。 

〇 

保守点検について，本

規格に基づき実施し

ている。 

〇  

46 

発電用原子力設備規格 沸

騰水型原子力発電所配管減

肉管理に関する技術規格

（2006年版） 

JSME S NH1-2006 

「日本機械学会 発電用設備

規格 配管減肉管理に関する

規格（JSME S CA1-2005）」に

照らして，沸騰水型原子力発

電所の配管減肉管理を行うに

あたっての要求事項を明確化

したものであり，設備管理者

が自らの責任で配管内面減肉

事象の管理を適切に行うため

の管理指針に要求される事項

を具体的に示したもの。 

〇 

「配管肉厚管理手引書」

に反映し，配管減肉管理

を実施している。 

〇  

47 

発電用原子力設備規格 維

持規格 事例規格 周方向

欠陥に対する許容欠陥角度

制限の代替規定 

JSME S NA-CC-002 

「日本機械学会 発電用原子

力設備規格 維持規格 2002

年改訂版（JSME S NA1-2002）」

に関する事例規格として，ク

ラス１配管の周方向欠陥に対

する許容欠陥角度制限の代替

規定について規定したもの。 

〇 

保守点検について，本

規格に基づき実施し

ている。 

〇  

48 

発電用原子力設備規格 設

計・建設規格 事例規格 

過圧防護に関する規定 

JSME S NC-CC-001 

「日本機械学会 発電用原子

力設備規格 設計・建設規格

2001年版（JSME S NC1-2001）」

および「設計・建設規格 2005

年改訂版第Ⅰ編（JSME S 

NC1-2005）」に関する事例規格

として，発電用原子力設備の過

圧防護について規定したもの。 

〇 

保守点検について，本

規格に基づき実施し

ている。 

〇  

反映要否 ； 〇：要       －：不要 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

－：対象外 
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資料４．１．２－１ 安全研究成果一覧表 

(7/7) 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 

反映 

要否 
現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

49 

発電用原子力設備規格 設

計・建設規格 事例規格 

発電用原子力設備における

「応力腐食割れ発生の抑制

に対する考慮」 

JSME S NC-CC-002 

「日本機械学会 発電用原子

力設備規格 設計・建設規格 

2001年版（JSME S NC1-2001)」

および「設計・建設規格 2005

年版第Ⅰ編（JSME S 

NC1-2005）」に関する事例規格

として，発電用原子力設備の

応力腐食割れ（SCC）発生の抑

制に対する考慮について規定

したもの。 

〇 

保守点検について，本

規格に基づき実施し

ている。 

〇  

50 

発電用原子力設備規格 設

計・建設規格 事例規格 

設計・建設規格 2005年版「管

の設計」（管継手，フランジ）

の JIS規格年版の読替規定 

JSME S NC-CC-003 

「日本機械学会 発電用原子

力設備規格 設計・建設規格 

2005年版第Ⅰ編（JSME S 

NC1-2005）」に関する事例規格

として，管継手，フランジの

JIS規格年版の読み替えにつ

いて規定したもの。 

〇 

保守点検について，本

規格に基づき実施し

ている。 

〇  

51 

発電用原子力設備規格 設

計・建設規格 事例規格 

設計・建設規格 2005年版付

録材料図表の JIS規格年版

の読替規定 

JSME S NC-CC-004 

「日本機械学会 発電用原子

力設備規格 設計・建設規格 

2005年版第Ⅰ編（JSME S 

NC1-2005)」に関する事例規格

として，付録材料図表の JIS

規格年版の読み替えについて

規定したもの。 

〇 

保守点検について，本

規格に基づき実施し

ている。 

〇  

反映要否 ； 〇：要       －：不要 

確認結果 ； 〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

－：対象外 
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４．１－１７ 

資料４．１．２－２ 反映状況の考察および追加措置（安全研究成果） 

（安全－１） 

 

１．管理番号：（安全－１） 

 

２．「安全研究成果一覧表」の通し番号： No.３ 

 

３．知見の出典： 

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針 

 

４．成果の概要： 

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和56年決定，平成13年

一部改訂）」が，指針策定以降の地震学および地震工学に関する新たな知見

の蓄積ならびに発電用軽水型原子炉施設の耐震設計技術の著しい改良および

進歩を反映し，全面的に見直され，平成18年９月に新たな耐震設計指針とし

て改訂された。 

 

５．現在の反映状況： 

原子力安全・保安院に耐震安全性評価実施計画書を提出するとともに，現

在，既設プラントに対する安全性評価を行っていることから「反映中」とし

た。 

なお，平成19年７月における新潟県中越沖地震の発生を踏まえ，耐震安全

性評価実施計画書を見直し，これまでの地質調査を更に補完し，知見を拡充

するため，島根原子力発電所の周辺海域，周辺陸域および敷地内の調査を行

い，中間報告として平成20年３月に原子力安全・保安院へ提出した。 

中間報告については，平成20年12月には原子力安全・保安院が妥当である

と判断，平成22年３月には原子力安全委員会が原子力安全・保安院の評価は

基本的に問題ないと判断している。 

 

６．現在の反映状況に対する考察： 

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に対する評価を計画的に

実施しており，更なる追加措置は必要ないと判断した。 

 

７．追加措置案：なし 

 

８．その他：なし 
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原子炉圧力 

制御棒挿入 
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作動回路 

スクラムパイロット弁 
排気 

排気 

ＮＤ 

ＮＤ 
ＮＤ 

ＮＤ ＮＤ 

排気 

排気 

ＡＲＩ用電磁弁構成図 

原子炉緊急停止系作動回路 

ＮＥ 

ＮＥ：常時励磁 

ＮＤ：常時無励磁 

排気 

他の水圧制御ユニットへ 

排気 

他の水圧制御ユニットへ 

計装空気ライン 

より供給 

注１：  はアクシデントマネジメント策に係る工事範囲を示す。 

注２：弁の開閉状態は通常運転状態を示す。 

後備緊急停止弁 

資料4.1.2-3 代替制御棒挿入構成概念図 
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D/G D/G 

遮断器（Ｍ／Ｃ） 

変圧器 

遮断器（Ｃ／Ｃ） 

起動変圧器 

常用母線（６．９ｋＶ） 

非常用母線（６．９ｋＶ） 

非常用母線（４６０Ｖ） 

非常用母線（４６０Ｖ） 

予備充電器 予備充電器 専用充電器 専用充電器 

１号炉 

１号炉 ２号炉 

２号炉 １１５ＶＤＣ母線 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ａ）ルート：６．９ｋＶのＡＣ電源を融通する。 

       （ＤＣ電源が使用出来る場合のみＭ／Ｃ操作可） 

（Ｂ）ルート：４６０ＶのＡＣ電源を融通する。 

       （遮断器を手動操作） 

     注：   はアクシデントマネジメント策に係わる工事範囲を示す。 

資料4.1.2-6 電源の融通概念図 
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４．２－１ 

４．２ 国内外の原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

 

原子力発電所の安全・安定運転を確保し，より安全性・信頼性を向上させる

ためには，厳正な運転管理・保守管理等を行うことはもとより，島根原子力発

電所２号機の事故・故障等の経験および島根原子力発電所２号機以外の事故・

故障等の情報をもとにした設備および管理の継続的な改善活動が不可欠であ

る。 

これらの事故・故障等の情報の中には島根原子力発電所２号機に反映すべき

有益な教訓，諸対策が含まれていることから，積極的に予防処置を図り，事故・

故障等の発生防止に取り組んできている。 

この節では，まず，国内外の事故・故障情報等の経験を反映する仕組みにつ

いて記載し，その後，島根原子力発電所２号機に反映すべき事故・故障情報を

反映しているかについて評価する。 
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４．２－２ 

４．２－１ 国内外の原子力発電所の運転経験を反映する仕組みについて 

Ⅰ．島根原子力発電所で発生した事故・故障等を反映する仕組み 

島根原子力発電所で発生した事故・故障等の対応は，「異常事象発生時の対

応要領」に基づき実施している。（島根原子力発電所で発生した事故・故障等

発生時の対応の仕組みについては「３．７．１ 事故・故障等発生時の対応」

参照） 

また，事故・故障等のうちプラントトラブル時はトラブル対応会議を設置し，

原因究明および再発防止対策（是正処置：再発を防止するためにとる処置）に

ついて検討している。  
設備等の不適合事象が発生した場合は，上記の対応をとったうえで別に定め

る「島根原子力発電所不適合管理・是正処置手順書」に基づき対応するととも

に，島根原子力発電所１号機のトラブルで島根原子力発電所２号機への水平展

開（予防処置：発生を未然に防止するためにとる処置）が必要なものは「島根

原子力発電所予防処置手順書」に基づき対応している。 

 

Ⅱ．国内外の原子力発電所で発生した事故・故障等を反映する仕組み 

国内外の原子力発電所で発生した事故・故障等については，本社を介し，一

般社団法人 日本原子力技術協会（ＪＡＮＴＩ：Japan Nuclear Technology 

Institute），ＢＷＲ事業者協議会（ＪＢＯＧ：Japan BWR Owners Group）お

よび世界原子力発電事業者協会（ＷＡＮＯ：World Association of Nuclear 

Operators）等より情報を入手し，島根原子力発電所２号機へ水平展開が必要

なものは「島根原子力発電所予防処置手順書」に基づき対応している。 
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４．２－３ 

４．２－２ 国内外の原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

Ⅰ．国内原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

島根原子力発電所２号機で評価対象期間中に発生した事故・故障等は19件あ

った。 

また，島根原子力発電所１号機および他社原子力発電所で評価対象期間に発

生した事故・故障等のうち予防処置の観点から島根原子力発電所２号機への水

平展開が必要と判断された教訓は152件あった。このうち予防処置の実施済み

が115件，計画済みまたは実施中が37件あった。 

なお，是正処置および予防処置を実施したものについて再発しているものが

３件あった。 

（資料４．２．２－１「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照） 

計画済みもしくは実施中のもの37件ついては，適切な予防処置計画が策定さ

れているまたは処置内容について検討を実施中であることから，追加処置は不要

と判断した。 

再発しているもの３件については，是正処置の結果，同様の事象が再発して

いないことから，追加措置は不要と判断した。 

（資料４．２．２－２「反映状況の考察および追加措置（国内）国内－１～３」

参照） 

なお，平成19年７月16日に発生した新潟県中越沖地震および平成23年３月11

日に発生した東北地方太平洋沖地震への対応については，「４．２－３ 新潟

県中越沖地震への対応について」および「４．２－４ 東北地方太平洋沖地震

を踏まえた対応について」で述べる。 

島根原子力発電所２号機において実施した是正処置および予防処置のうち，

主なものを以下に示す。 

 

（１）炉心シュラウドのひび（平成 15年４月 29日発生） 

島根原子力発電所２号機（資料４．２．２－１ （１）Ｎｏ.６）  
［事象概要］  
第 11回定期検査において，平成 15年４月 25日から炉心シュラウドの水中

カメラによる目視点検を実施していたところ，４月 28日に炉心シュラウド中

間部胴内側溶接線（Ｈ４内側）近傍（330度付近）において，１箇所に指示模

様を認めたため，４月 29日に当該箇所の表面みがきを実施後，再度水中カメ

ラで調査した結果，縦約 10ｍｍ，横約 26ｍｍのひびがあることを確認した。 

 なお，炉心シュラウドの目視点検は，当初計画していた４本の溶接線（Ｈ３

内側，Ｈ４内側，Ｈ４外側，Ｈ７外側）に加え，次回定期検査で予定していた

４本（Ｈ１内側，Ｈ３外側，Ｈ６ｂ内側，Ｈ７内側）を前倒しして行うととも
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に，前回定期検査で点検した４本（Ｈ１外側，Ｈ２外側，Ｈ６ａ外側，Ｈ６ｂ

内側）のビデオ記録を再確認した。 

 その結果，Ｈ４内側で認められたひびを除き，異常のないことを確認した。 
（資料４．２．２－３に「炉心シュラウドひびの確認状況および溶接線目視

点検結果」を示す） 

 
［原因］  
シュラウド材料であるステンレス鋼（ＳＵＳ316Ｌ）は，応力腐食割れが発

生しにくい材料であるが，材料条件，環境条件，応力条件が重なることにより

応力腐食割れに至ったものと推定した。  
 
［処置］  
Ｈ４内側において確認されたひびの進展評価を行った結果，５年後において

もシュラウドの健全性を有するという結果が得られたことから，現時点におい

て補修は必要ないと判断した。  
 また，予防処置の観点から以下の対応を行った。  

 
  ①ひびは進展し続ける可能性があることから，十分な構造強度を有するうち

に補修を行うこととし，第 12回定期検査において，研削加工によりひびを

除去した。  
 
  ②研削加工面に対してウォータジェットピーニング（以下，「ＷＪＰ3」と

いう。）により応力改善を実施した。  
 

（２）原子炉給水ポンプ駆動用タービン軸封蒸気排気配管の損傷  
（平成 16年 12月 10日発生）  
島根原子力発電所２号機（資料４．２．２－１ （１）Ｎｏ.15）  

［事象概要］  
運転中の復水器への空気流入量がやや高めに推移していたことから，第 12

回定期検査期間中に復水器への空気流入調査を行っていたところ，ＡおよびＢ

－原子炉給水ポンプ駆動用タービン軸封蒸気排気配管（以下，「排気配管」と

いう。）のオリフィス下流のエルボ背側に貫通穴があることが確認された。  
 

                                                   
3 水中で高圧水を噴射して発生させたキャビテーション気泡を利用して，原子炉内部構造物の

溶接部などに存在する引張残留応力を圧縮残留応力に転換し，「応力因子」を排除することによ

り，応力腐食割れを防止する保全技術。 
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［原因］  
損傷の原因は，走査型電子顕微鏡観察で確認された上流側に突き出たのこぎ

り歯状の微小な凸凹から，本事象はタービン軸封蒸気に含まれる凝縮水による

浸食（エロージョン）が支配的であると推定される。 

 排気配管当該部およびその近傍他の点検結果より，事象発生のメカニズムは

以下のとおりと推定される。 

 

  ①原子炉給水ポンプを駆動するタービンの軸封は，駆動蒸気が漏れないように

別系統の蒸気を軸の隙間に供給することにより行なわれている。今回不具合が

見つかった排気配管は，軸封をし終えた蒸気を復水器へ戻すラインである。 

 

  ②この蒸気はオリフィスで絞られ，オリフィス出口へ高速（音速程度）で噴

出される。 

 

  ③オリフィス穴の形状はフラットであり，また，その口径は配管内径の１／

２程度で比較的絞りが少ない構造である。このため，オリフィスを出た蒸気

は，高速流の広がりが小さく，中心部が高速流，配管内表面部が低速流の状

態でオリフィス出口直後の配管を通過した後エルボ部に衝突し，蒸気に含ま

れる凝縮水がエルボ背側内面に浸食を発生させたと推定される。 

 

［処置］  
  ①当該定期検査において同一仕様の配管に取替えた。  
   また，できるだけ減肉を抑えることが望ましいとの是正処置の観点から，

第 15回定期検査において材質，設置箇所の見直しを行った。  
 

  ②当該箇所については，第 13回定期検査で肉厚測定を実施し減肉傾向を確

認した。また，配管減肉管理計画書に反映し，減肉管理の対象箇所として定

期的に肉厚測定を行うことにより，適切に管理を行うようにした。  
 
（３）高圧炉心スプレイ系スパージャノズル不具合（平成 18年３月 13日発生） 

島根原子力発電所２号機（資料４．２．２－１ （１）Ｎｏ.25）  
［事象概要］  
第 13回定期検査において，炉心シュラウド予防保全工事前の原子炉内目視

点検を行っていたところ，平成 18年３月 13日に上部格子板上に異物があるこ

とを確認した。 

異物は高圧または低圧炉心スプレイ系スパージャノズルのデフレクタである
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と推測されたため，高圧および低圧炉心スプレイ系スパージャのデフレクタ付ノ

ズル全数（108個）を確認したところ，高圧炉心スプレイ系スパージャノズルの

デフレクタの一部（７個）が脱落していることを確認した。 

その後，水中カメラにより原子炉内の探索を行った結果，同日，上部格子板上

に１個，上部格子板と炉心シュラウドの間に３個，炉心支持板と炉心シュラウド

の間に３個あることを確認し，３月 19日までにすべて回収した。 

デフレクタが脱落していたノズル内部を観察したところ，貫通穴は認められず

デフレクタが破断していることを確認した。 

また，デフレクタが脱落していたノズルのうち，廻り止め溶接が外れ，回転し

ていたもの１箇所（７Ｃノズル）を確認した。 

炉心スプレイ系スパージャノズルの廻り止め溶接部を点検したところ，高圧炉

心スプレイ系スパージャノズル 18箇所（回転していたものを含む）において，

廻り止め溶接が外れていることを確認した。 

なお，プラント運転中によう素濃度および排ガスモニタ指示値について有意な

変化がなかったこと，また，原子炉停止時のよう素濃度について有意な増加がな

かったことから，脱落したデフレクタによる燃料への影響はなかったと考えられ

る。 

 

［原因］ 

  ①デフレクタ脱落の推定原因  
   原因調査の結果より，デフレクタが脱落した原因は，以下のとおりと推定

される。 

   ａ．デフレクタ取付け溶接部の形状から，デフレクタに何らかの曲げ荷重

が加わった場合には，谷側の発生応力が大きくなる。 

 

   ｂ．建設時における高圧炉心スプレイ試験による流体振動によってデフレ

クタに繰り返し荷重が発生し，当該デフレクタの取付け溶接部近傍（谷

側）に存在したと考えられる微細な切欠きあるいは加工キズからき裂が

生じた。 

 

   ｃ．第 12回定期検査時において高圧炉心スプレイ系スパージャ近傍に実

施したＷＪＰの振動によって，デフレクタ取付け溶接部近傍のき裂が進

展し，破断した。 

 

  ②廻り止め溶接外れの推定原因  
   原因調査の結果より，廻り止め溶接が外れた原因は，以下のとおりである
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と推定される。 

   ａ．廻り止め溶接部の溶け込みにばらつきが存在した。 

 

   ｂ．第 12回定期検査時において高圧炉心スプレイ系スパージャ近傍に実

施したＷＪＰの振動によって，廻り止め溶接の外れが発生した。 

     なお，建設時における高圧炉心スプレイ試験による流体振動は小さく，

廻り止め溶接部への影響は小さかったと考えられる。 

 

  ③７Ｃノズル回転の推定原因  
   原因調査の結果より，７Ｃノズルが回転した原因は，以下のとおりと推定

される。 

   ａ．上記②の原因により，第 12回定期検査時に廻り止め溶接の外れが発

生した。 

 

   ｂ．第 12回定期検査時において実施したＷＪＰの振動等，または，機器

の接触等による過大荷重によりノズルが回転した。 

 
［処置］  
是正処置として以下の対応を行った。  

  ①高圧炉心スプレイ系スパージャデフレクタの残り 46本について，偏心回

転曲げ切断工法により除去した。  
 
  ②高圧炉心スプレイ系スパージャノズル廻り止め溶接部（第 13回定期検査

で外れを確認した 18箇所）の補修溶接を実施した。 

 

  ③工事実施前の検討および評価・検証の充実を図るため，工事管理品質保証

要領（現在の工事業務管理手順書），工事管理仕様書，工事施工管理手順書

および設計管理手順書を改正した。  
 

（４）調整運転中における原子炉の手動停止について（気体廃棄物処理系の水素

濃度上昇）（平成20年12月30日発生） 

浜岡発電所５号機 （資料４．２．２－１ （２）Ｎｏ.102） 

［事象概要］ 

平成20年12月27日に原子炉を起動後，平成20年12月29日に除湿冷却器出口水

素濃度が約0.3％から緩やかに上昇を始め，翌30日に「排ガス除湿冷却器出口

水素濃度高」の警報が点灯した。このため，排ガス再結合器の機能が低下して
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いると考え，気体廃棄物処理系を隔離し原子炉を手動停止した。 

 

［原因］ 

排ガス再結合器の触媒製造工程において脱塩素処理工程の温水洗浄時間が

延長されており，触媒の担体であるアルミナがベーマイトの結晶形態に変化し，

触媒活性が低下した。 

また，低圧タービンの液状パッキンに含まれている触媒毒のシロキサンが触

媒表面に付着し，触媒の活性が低下した。 

上記触媒活性の低下により，再結合反応が起こりにくい状態となり，水素濃

度が増加した。 

 

［処置］ 

第16回定期検査時において排ガス再結合器の触媒を500℃で再加熱処理し，

ベーマイトの割合を少なくした触媒に取替えるとともに，低圧タービンの液状

パッキンを亜麻仁油に変更した。 

排ガス除湿冷却器における水素濃度の計測時間の遅れを改善するため，サン

プリング配管の口径を変更した。 

 

また，評価対象期間における経済産業省および原子力安全・保安院からの指

示事項は92件で，このうち島根原子力発電所２号機へ反映すべき指示は71件あ

り，反映すべき措置が完了していないものは９件あった。 

（資料４．２．２－４「保安院指示事項一覧表」参照） 

また，完了していないもの９件については，指示事項に対し，適切な対応を

実施中であり，追加措置は不要と判断した。 

（資料４．２．２－５「反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

指示－１～６」参照） 

原子力安全・保安院からの指示事項について対応したもののうち，主なもの

を以下に示す。 

 

（１）原子力発電所の配管肉厚管理に対する要求事項について 

（資料４．２．２－４ Ｎｏ.20，22） 

平成16年８月に運転中の美浜原子力発電所３号機においてタービン建屋

２階の天井付近で復水配管に破口が発生し，高温水が噴出，蒸気となって同

建屋２階が蒸気で充満した。原子炉は自動停止，続いてタービンが自動停止

した。  
発生直後，タービン建屋内に蒸気が充満したことにより定期検査の準備作
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業に従事していた協力会社作業員11名が被災（熱傷）した。11名のうち，５

名が亡くなり，６名が熱傷のため入院した。  
破口は，ＰＷＲ管理指針に則った管理が行われていなかった当該部位にお

いて，エロージョン／コロージョン（流れの乱れによる減肉現象）によって

当該の配管肉厚が薄くなり，内圧によって破損したものと推定された。  
当社においては，平成16年８月および平成17年２月の原子力安全・保安院

からの指示を受け，配管減肉の点検計画に漏れがないこと，および点検が計

画どおり適切に実施されているか調査を行い，管理方法が適切であること，

また管理対象箇所に抽出漏れのないことを確認するとともに，配管肉厚検査

を的確に実施するため，社内規定を新規制定し，同規定に基づき点検および

検査等を実施している。  
 

（２）原子炉停止期間中の制御棒引き抜け事象について 

（資料４．２．２－４ Ｎｏ.40，41） 

平成11年６月に定期検査期間中の志賀原子力発電所１号機において臨界

に係る事故が発生したことに鑑み，平成19年３月に原子力安全・保安院から，

十分な防護対策の実施および管理手順を確実に実行する措置の実施につい

て指示を受けた。  
当社においては，原子力安全・保安院からの指示を受け，制御棒ドリフト

等の警報発生時の対応について運転手順書に反映するとともに，制御棒駆動

機構冷却水差圧高高による制御棒駆動水ポンプ停止インターロックを採用

している。  
 

以上のとおり，島根原子力発電所２号機で発生した事故・故障の是正処置が

行われていること，国内の原子力発電所の運転経験から得られた教訓のうち反

映が必要なものについては，実施されているもしくは実施が計画されているこ

とを確認しており，原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備に対し，原

子炉施設の安全性，信頼性の維持・向上が図られていると判断した。 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１０ 

Ⅱ．国外原子力発電所の運転経験から得られた教訓 

国外原子力発電所の運転経験の評価を行った結果，評価対象期間中に国外原

子力発電所の運転経験から得られた教訓は44件あった。このうち予防処置の観

点から島根原子力発電所２号機への水平展開が必要と判断された教訓は３件

あり，予防処置の実施済みが１件，計画済みまたは実施中が２件あった。 

（資料４．２．２－６「運転経験から得られた教訓一覧表（国外）」参照） 

また，実施中の２件については，適切な予防処置計画が策定されているまた

は予防処置内容について検討を実施中であることから，追加措置は不要と判断

した。 

（資料４．２．２－７「反映状況の考察および追加措置（国外）国外－１，２」

参照） 

反映が望ましいと判断された教訓は，中央制御室の気密性に関する情報，非

常用炉心冷却系ストレーナの閉塞に関する情報および原子炉本体等と安全系

配管接合部における空気・溶存ガスの蓄積に関する情報である。中央制御室の

気密性については，国内において，中央制御室のリーク試験および被ばく評価

の実施が要求されており，島根原子力発電所２号機においては，中央制御室の

リーク試験を平成22年12月に実施するとともに，同試験結果に基づく被ばく評

価を実施中であり，将来的な定期事業者検査への適用に向け対応中である。  
非常用炉心冷却系ストレーナの閉塞に対しては，恒久対策としてストレーナ

を大容量化している。 

本件については経済産業省の報告徴収を受け，原子炉格納容器内の保温材調

査および非常用炉心冷却系のストレーナの有効性評価を実施した。また，スト

レーナ閉塞時に備えた運転訓練および運転手順書への反映を実施した。  
原子炉本体等と安全系配管接合部における空気・溶存ガスの蓄積に関する情

報に対しては，安全系のハイポイント部へのベント弁の設置およびベント操作

の実施等について，既運用により適切に対応がなされていることを確認済であ

り，現在，原子炉本体等と安全系配管の接合部に関し，配管構成と熱源からの

影響を考慮した蒸気相生成の可能性を確認するための手法に係る検討を実施

中である。 

 

以上のとおり，国外の原子力発電所の運転経験から得られた教訓のうち反映

が必要なものについては，実施されていることを確認しており，原子炉施設の

安全性を確保する上で重要な設備に対し，原子炉施設の安全性，信頼性の維

持・向上が図られていると判断した。 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１１ 

 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

 

（１）島根原子力発電所１，２号機                      （1/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

1 
保全 

品質 
H13.4.18 

島根２号機 

タービン建物内における局所排風機

フィルタの火災について 

タービン建物３階に仮設した作業ハ

ウス 内で,島根１ 号機シ ュラ ウド取

替工事で使用した機材の切断作業中

に,ハ ウスの換気 用に設 置した 局所

排風機からの発煙を作業関係者が発

見し,直ちに消火した。その後,局所

排風機を分解して鎮火を確認した。

なお ,松江地 区広域 行政組 合消 防本

部の現場調査により鎮火が再確認さ

れた。 

 

○ 

「安全対策仕様書」に以下(1)

～(7)の対策を規定し，当社社

員 お よ び 協 力 会 社 社 員に 周 知

徹底した。 

(1)溶断作業で局所排風機を使

用する場合は，局所排風機吸込

口 に 溶 断 時の 鉄 粉 が 入ら な い

よう，飛火防護用金属板を取り

付ける。 

(2)溶断作業で局所排風機を使

用する場合は，作業前に，局所

排 風 機 吸 込 口 へ の 溶 断 鉄 粉 の

流入がないことを確認する。 

(3)溶断作業で局所排風機を使

用する場合は，局所排風機のフ

ィルタは，仮に燃焼物が飛んで

きても燃焼しないよう，金属製

のフィルタを使用する。 

(4)溶断作業用ハウスを設置す

る場合は，作業用ハウス材料は

可 燃 性 の シ ー ト か ら 難 燃 性 シ

ートに変更する。 

(5)溶断作業用ハウスを設置す

る場合は，作業用ハウスは延焼

の 可 能 性 の な い 場 所 に設 置 す

ることを徹底する。 

(6)溶断作業用ハウスを設置す

る場合は，火災が発生した場合

の 早 期 発 見お よ び 作 業 用 ハ ウ

ス 内 作 業 者の 早 期 対 応が 可 能

となるよう，局所排風機付近に

火災報知器を設置する。また，

パトロールを強化する。 

(7)溶断作業用ハウスを設置す

る場合は，塗装除去のためのグ

ラ イ ン ダ 作 業 と 溶 断 作 業 を 別

の作業用ハウスで行い，発火源

と燃焼物を区別する。 

○ ○ 

 

2 
保全 

品質 
H13.4.26 

島根１号機 

低圧注水系試験可能逆止弁動作表示

ランプ不調 

低圧注水系試験可能逆止弁（ＬＰＣ

Ｉ ＴＣＶ）の予備的な作動試験を実

施したところ，中央制御室のディス

ク開表示赤Ｒランプが点灯しなかっ

たが，当該Ｒランプが点灯するよう

弁制御回路を変更し，その状態で次

の定期検査まで月例の定期作動試験

を続けた。 

 

― 

本事案は固有の事象であり，島

根２号機を含む他設備で同様の

事象はなかったことから，島根

２号機への対策は不要と判断し

た。 

― ― 

 

3 
保全 

品質 
H13.6.15 

島根１号機 

高圧注水系主塞止弁の不調 

高圧注水系定期試験時に主塞止弁の

動作状態が不良であったため，弁に

ショックを与えたところ全開となっ

た。 

 

― 

島根２号機については当該設備

が な い た め 対 策 不 要 と 判 断 し

た。 

― ― 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１２ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（2/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

4 
保全 

品質 
H14.5.24 

島根２号機 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機の待機

除外について 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機手動起

動試験において,ターニング運転準備

のためにディーゼル機関の操作スイ

ッチを「自動」位置から「引保持」位

置にしたところ,「Ｂ－ディーゼルト

リップ」警報(中央盤),「過速度」警

報(現地盤)等が発報した。 

○ 

恒久対策として，第 11回定期検

査時に，当該ＢおよびＡ，ＨＰ

ＣＳ－非常用ディーゼル発電機

について以下を実施した。 

(1)レバーとリミットスイッチ

アームが物理的に接触しないよ

う，リミットスイッチの取付け

位置を変更した。 

(2)レバーの復元力を助ける方

法として，ねじりコイルバネの

代わりにアンバランスレバーを

採用した。 

定期検査時に，リミットスイッ

チローラーとスピンドルの隙間

について寸法検査を実施してい

る。 

 

○ ○ 

 

5 
保全 

品質 
H15.1.5 

島根１号機 
Ｂ－原子炉給水ポンプメカニカルシ
ールの点検結果について 

Ｂ－原子炉給水ポンプ(Ｂ－ＲＦＰ)

のカップリング側メカニカルシール

からの漏えいが認められたため,継続

して監視を行っていた。 

１月５日午前中までの漏えい量は,多

少の変動はあるものの安定した状態

で推移(最大漏えい量:約 700cc/h)し

ていたが,１月５日夕方に点検基準値

(4,000cc/h)を超える 18,600cc/hま

で急激に上昇したため,同日予備機と

して待機していたＡ号機への切り替

え作業を行った。 

 

― 

島根２号機については当該設備

が異なりメカニカルシールを使

用していないため対策不要と判

断した。 

― ― 

 

6 
保全 

品質 
H15.4.29 

島根２号機 
炉心シュラウドのひび 
第 11回定期検査において，炉心シュ
ラウドの水中カメラによる目視点検
を実施していたところ，炉心シュラウ
ド中間部胴内側溶接線(Ｈ４内側)近
傍(330度付近)において，1箇所に指
示模様を認めたため，当該箇所の表面
みがきを実施後,再度水中カメラで調
査した結果，縦約 10mm,横約 26mmの
ひびがあることを確認した。 
なお，炉心シュラウドの目視点検は，
Ｈ４内側で認められたひびを除き，異
常のないことを確認した。 

○ 

ひびは進展し続ける可能性があ

ることから，十分な構造強度を

有するうちに補修を行うことと

し，第 12回定期検査において，

研 削 加 工 に よ り ひ び を 除 去 し

た。 

なお，研削加工面に対してはウ

ォータジェットピーニングによ

り応力改善を実施した。 

○ ○ 

 

7 
保全 

品質 
H15.6.1 

島根 
補助ボイラー用重油タンク胴体上部
の腐食 
900K 重油タンク外面塗装修理工事の

ケレン作業において，胴体上部（北西

付近）に１箇所腐食が認められたが，

肉厚測定等を行なわず，そのまま防錆

塗装を行なった。 

○ 

(1)重油貯蔵タンク外観点検周

期を短縮し（１回／10年→１回

／５年）点検計画・点検計画表

に追記した。 

(2)点検計画表について点検箇

所，点検内容を明確に記載した。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 

 

 

 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１３ 

 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（3/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

8 
保全 

品質 
H15.6.26 

島根１号機 
Ｂ－非常用ディーゼル発電機の待機
除外について 
「Ｂ－ディーゼル設備」（中央制御室
908盤），「空気圧力低」（現地盤）〔設
定値 2.16MPa〕が発報した。 
現場調査の結果，Ｂ－非常用ディー
ゼル発電機（以下「Ｂ－ＤＧ」とい
う）の停止用電磁弁（ＳＶ303Ｂ）の
排気側および本体上部から空気漏れ
が発生していることを確認するとと
もに，起動用空気槽圧力は 2.43MPa
で，運転上の制限（1.96MPa以上）は
逸脱していないことを確認した。ま
た，起動用空気圧縮機の起動・停止
間隔が通常に比べ短くなっているこ
とも確認した。 
この状態であってもＢ－ＤＧは動作
可能であり，運転上の制限を満足し
ているが，空気漏れ量が増加する懸
念があることから，保安規定第 59条
に 基 づ く 運 転 上 の 制 限 外 に 移 行 し
（ＬＣＯ逸脱），当該電磁弁を取替え
ることとした。 
当直長はＢ－ＤＧを待機除外として
運転上の制限外への移行を宣言後，
直ちに電磁弁の取替作業を開始する
とともに，残り１台のＡ－非常用デ
ィーゼル発電機および原子炉隔離時
冷却系の検査を行い，動作可能であ
ることを確認した。 

○ 

島根２号機における当該電磁弁

の点検（取替）周期を５サイク

ルと定めた。 

○ ○ 

 

9 
保全 

品質 
H15.10.8 

島根１号機 

高圧注水ポンプ駆動用タービンの不

具合 
定 期検査 中,高 圧注水 ポン プ駆 動用
タービン(ＨＰＣＩタービン)の分解
点 検を実 施したと ころ,ケ ーシング
に取り付けられている案内羽根の一
部(８個×２段,全 16個のうち No.9
ポ ンプ側の １枚)が欠 損し ていると
と もに,当該 案内 羽根固 定ボル ト１
本およびボルト回り止め用ワッシャ
の一部が脱落していることを確認し
た。 
 

― 

島根２号機については当該設備

が な い た め 対 策 不 要 と 判 断 し

た。 

― ― 

 

10 
保全 

品質 
H15.10.14 

島根１号機 

照射済燃料集合体のスペーサ位置ず

れ 
定 期検査 中,燃 料集合 体の外観 検査
のため照射済の高燃焼度８×８燃料
集合体(ＳＮＵ24)のチャンネルボッ
ク スを取り 外した ところ ,スペ ーサ
が正規の位置からずれていることを
確認した。 
詳 細点検の 結果,７個 あるスペ ーサ
のうち,上側から５個のスペーサ(第
１ ～第５ス ペーサ )が 全て上方 にず
れており,また,スペーサの軸方向の
位置を固定するための架橋板が各ス
ペーサから脱落していることを確認
した。 

○ 

チャンネルボックスとの干渉防

止について以下の対策を行う。 

(1)短期的な対策 

a.当面の間７サイクル目の燃料

は使用しない運用とした。 

b.チ ャ ン ネ ル ボ ッ ク ス 取 り 外

し・取り付け時，荷重計を用い

た荷重管理を実施した。 

(2)中長期的な対策 

a.スペーサとチャンネルボック

スの初期間隙確保のため製造公

差を小さくする等，設計・製造

面の対策を検討中。 

b.高サイクルでの燃料の使用に

当たっては，炉心中央領域，周

辺領域の滞在期間を考慮した燃

料配置計画等，運用面の対策を

検討中。 

 

△ － 

資料 4.2.2-2 

反映状況

の考察お

よび追加

措置 

（国内-1） 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１４ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（4/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

11 
保全 

品質 
H16.1.27 

島根２号機 

原子炉給水ポンプＢ号機駆動用ター

ビン制御装置の点検補修について 

中央制 御室 の運転 監視装 置にて,Ｂ

－原子炉給水ポンプ駆動用タービン

(Ｂ－ＲＦＰ・Ｔ)の回転数制御に用

いてい るモータ ギア ユニッ ト(ＭＧ

Ｕ)の位置指示が,Ａ号機に比べて変

動していないことを確認した。 

また,現場確認の結果,Ｂ－ＭＧＵ内

のガバナモータは良好に動作してい

るが,Ｂ－ＲＦＰ・Ｔの蒸気加減弁を

動かすためのリンク機構に駆動力が

伝達さ れず,リン ク機構 が動作して

いないことを確認した。 

 

○ 

(1)「定期点検実施基準」にスピ

ンドルネジ部のグリース取替周

期を，ＭＧＵの分解点検周期に

あわせて８年毎から４年毎に変

更する旨追記した。 

(2)復水給水設備点検（ＲＦＰ－

Ｔ）作業要領書に定期検査毎に

実施しているＭＧＵ全体のトル

ク確認に加え，ＭＧＵ分解後の

組立時にはクラッチ単体のトル

ク確認を実施する旨追記した。 

(3)Ａ－ＭＧＵについては，発生

直後の第 12回定期検査時に分

解点検を実施した。 

○ ○ 

 

12 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H16.3.17 

島根２号機 

原子炉格納容器内ドライウェル冷却

機凝縮水量および床ドレン量の増加

に伴う原子炉手動停止 

平成 16年２月 22日から原子炉格納

容器内に設置している冷却機の凝縮

水量に僅かな増加傾向が認められた

ため,関 連す るパ ラメー タの監視を

強化していたが,２月 24日には通常

値まで戻っていた。 

その後 ,３月 ９日 から再 び凝縮水量

が増加し,３月 17日より格納容器床

ドレン 量の 増加が見 られた ため,安

全 上 問 題 と な る も の で は な か っ た

が,念の ため原子 炉を停 止して点検

を行うこととした。 

 

○ 

(1)当該を含め４ヶ所のフラン

ジについては，締付方法を設計

どおりトルク管理にて締め付け

た。 

(2)ガスケットについてもより

高い性能を有する膨張黒鉛仕様

に変更した。 

(3)「工事管理仕様書」に，フラ

ンジ組立における「ギャップ管

理およびトルク管理」の項目を

追加した。 

なお，上記(1)(2)については，

当該フランジを撤去したため，

現在は該当せず。） 

○ ○  

13 
保全 

品質 
H16.8.9 

島根２号機 

廃棄物処理建物ランドリー室内での

火災 

廃棄物処理建物３階ランドリー室の

「火災警報」が発生した。ただちに

自 衛 消 防 隊 に よ り 消 火 す る と と も

に,消防署へ通報を行った。 

なお,燃焼物は軍手で,被災者はなか

った。 

 

○ 

(1)「ホットランドリ業務（洗濯

業務）作業手順書」に以下を追

記した。 

a.加熱乾燥した洗濯物は，乾燥

後に乾燥機内で冷却する。 

b.上記冷却を行った洗濯物を保

管する場合は，多重に重ねない

ようにする。 

(2)防火教育を当社および協力

会社に対し実施し，火災防止を

徹底した。 

○ ○ 

 

14 
保全 

品質 
H16.9.17 

島根２号機 

原子炉再循環系配管のひび 

定期検査において，原子炉再循環系

配管等の溶接継手部について点検を

実施した結果，２箇所でひびを確認

した。 

○ 

当該継手部は，第 12回定期検査

期間中に同一材料の配管に取り

替えた。なお，取り替えを行う

ことにより生じる新しい溶接線

については，応力腐食割れ対策

として水冷溶接による応力緩和

措置を行った。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１５ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（5/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

15 
保全 

品質 
H16.12.10 

島根２号機 

原子炉給水ポンプ駆動用タービン軸

封蒸気排気配管の損傷 

運転中の復水器への空気流入量がや

や高め に推 移して いたこ とか ら,定

期 検 査 に お い て 調 査 を 行 っ た と こ

ろ,原子 炉給水ポ ンプ駆 動用タービ

ン軸封蒸気排気配管のＡ系統に直径

２mm程度の穴が１箇所,Ｂ系統に直

径 10mm程度の穴および長さ 10mm程

度の線状の穴が各１箇所あるのを確

認した。 

○ 

(1)当該箇所を同一仕様の配管

に取り替えた。なお，できるだ

け減肉を抑えることが望ましい

との観点から，材質，設置箇所

の見直しを行った。 

(2)当該箇所については，第 13

回定期検査で肉厚測定を実施し

減肉傾向を確認した。また，配

管減肉管理計画書に反映し，減

肉管理の対象箇所として定期的

に肉厚測定を行うことにより，

適切に管理を行うようにした。 

○ ○ 

 

16 
保全 

品質 
H17.3.5 

島根１号機 
原子炉再循環系配管のひび 
定期検査において，原子炉再循環系

配管等の溶接継手部について点検を

実施した結果，２箇所でひびを確認

した。 

― 

当該継手部は第 25回定期検査

期間中に同一材料の配管に取り

替えたことにより是正処置を不

要としているため，島根２号機

への対策は不要と判断した。 

― ― 

 

17 
保全 

品質 
H17.3.25 

島根２号機 
原子炉再循環ポンプ(Ｂ号機)メカニ
カルシールの不具合に伴う原子炉手
動停止 
原子炉再循環ポンプ(Ｂ号機)メカニ

カルシール(軸封部)のシール機能の

低下に 関するパ ラメ ータ(メカニカ

ルシー ル水出口 流量)の わずか な変

化を確認した。 

直ちに原子炉再循環ポンプの運転に

支障を 与えるも ので はない が,念の

ため原子炉を停止して当該メカニカ

ルシールを取り替えることとした。 

○ 

従来から実施している異物混入

防止対策を引き続き実施し，異

物混入の防止に努める。 

○ × 

資料 4.2.2-2 

反映状況

の考察お

よび追加

措置 

（国内－2） 

18 
保全 

品質 
H17.4.2 

島根２号機 
主蒸気逃がし安全弁の排気管温度上
昇 
Ｂ－原子炉再循環ポンプメカニカル

シ ー ル 取 替 後 の 出 力 上 昇 中 の と こ

ろ，Ｄ－主蒸気逃がし安全弁排気管

温度が約 45℃から約 120℃に上昇し

た後，排気管温度は徐々に低下し，

約 110℃で安定した。これ以外のプラ

ントパラメータに有意な変化は認め

られなかった。 

原子炉格納容器内の雰囲気温度，原

子炉圧力等を変化させることにより

改善を試みたが，排気管温度の低下

は見られなかった。 

このため，発電機出力を降下し，当

該主蒸気逃がし安全弁の開閉操作を

行うこととした。 

○ 

定期検査毎に全数分解検査を引

き続き実施する。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１６ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（6/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

19 
保全 

品質 
H17.6.18 

島根２号機 
原子炉再循環ポンプ(Ｂ号機)メカニ
カルシールの不具合に伴う原子炉手
動停止 
平成 17年３月 17日より，Ｂ－原子
炉再循環ポンプ（以下「ＰＬＲポン
プ」という。）第１段メカニカルシー
ルに関するパラメータ（第２段シー
ル圧力，コントロールブリードオフ
流量等）に変化が認められ，急変す
る兆候は無かったものの，３月 26日，
念のため原子炉を停止してメカニカ
ルシールを取り替え，３月 30日に原
子炉の運転を再開した。 
その後，平成 17年５月 29日より，
同じＢ－ＰＬＲポンプ第１段メカニ
カルシールに関するパラメータに同
様な変化が認められた。その後，急
変する兆候は無く状況を監視しなが
ら運転を継続していたが，念のため
原子炉を停止しメカニカルシールを
取り替えるとともに点検調査を実施
することとし，６月 18日より発電機
出力降下を開始，19日に原子炉を停
止した。 
 

○ 

(1)シートリングと静止環の摩

擦力を低減するため，シートリ

ングと静止環の間にグリースを

塗布して組み立てる。 

(2)シール摺動面の安定性に対

し比較的裕度のある従来ＳｉＣ

型回転リングを使用する。 

(3)従来から実施している異物

混入防止対策を引き続き実施

し，異物混入の防止に努める。 

 
○ ○ 

 

20 
保全 

品質 
H17.7.1 

島根１号機 
原子炉再循環ポンプ（Ａ号機）メカ
ニカルシールの不具合に伴う原子炉
手動停止 
第 25回定期検査中において，発電再
開に向けて準備中ところＡ－原子炉
再循環ポンプのメカニカルシール機
能に関するパラメータ（第２段シー
ル圧力，コントロールブリードオフ
流量）にハンチング状の変動が認め
られため，原子炉を停止し，当該メ
カニカルシールを取り替えることと
した。 
 

― 

異物混入対策については既に工

事施工管理手順書に反映してい

るため，島根２号機への対策は

不要と判断した。 

― ― 

 

21 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H17.7.6 

島根１号機 
ドライウェル真空破壊弁閉表示不具
合による手動停止 
第 25回定期検査中において，調整運
転のため発電機を並列し出力上昇中
の 格 納 容 器 の 窒 素 ガ ス 置 換 作 業 中
に，全閉であるべき８弁のドライウ
ェル真空破壊弁のうち１弁（ＡＶ88
－１Ｅ）について，全閉を示すラン
プが消灯していることを確認した。 
 

○ 

(1)リミットスイッチの二重化

を図った。 

(2)ドライウェル真空破壊装置

点検要領書にリミットスイッチ

の取り付け，取り外し手順を明

記した。 

○ ○ 

 

22 
保全 

品質 
H17.9.22 

島根１号機 
高圧注水系タービン駆動蒸気ドレン
配管の損傷 
定期試験のため高圧注水ポンプを起
動したところ，当該ポンプの蒸気タ
ービン駆動蒸気ドレン配管付近から
わずかなモヤを確認した。当該配管
の目視点検を行ったところ，微小な
貫通穴のあることを確認した。 

－ 

島根２号機については当該設備

がないため対策不要と判断した。 

－ ― 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１７ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（7/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

23 
保全 

品質 
H18.2.28 

島根２号機 
非常用炉心冷却系起動用水位計に関
する警報発生 
定期検査のため原子炉を停止し，原

子炉の冷却操作を実施中のところ，

非常用炉心冷却系起動用原子炉水位

計に関する異常を示す「ＳIIトリッ

プ設定器不作動」の警報が発生した

ため，保安規定で規定する運転上の

制限を満足していない状態であると

判断した。 
○ 

以下の要領書の記載内容を見直
した。 
(1)「島根１，２号機発電所起動
停止運転要領書」 
原子炉冷却開始時の手順に以下
を追加した。 
「冷温停止になるまでは炉水位
は 83cm（島根１号機：94cm）を
維持すること，および原子炉冷
却の過程で炉水の密度上昇のた
め，広域水位計は狭域水位計よ
り高い指示値を示す。｣ 
 
(2)「島根１，２号機設備別運転
要領書」別冊 警報発生時の措
置 
 ｢警報発生時の措置｣の処置欄
に以下の主旨の記載を追記し
た。 
警報発生時の対応フロー図とＦ

ＡＩＬ（入力信号異常）ランプ

点灯時に原子炉水位が高い場合

は，水位調整をする。 

○ ○ 

 

24 
保全 

品質 
H18.3.1 

島根２号機 
定期検査中の炉心増倍率測定試験時
の不具合 
定期検査中において，炉心増倍率測

定試験のため制御棒全挿入状態から

順次制御棒を引抜き，10本目の制御

棒をポジション“10”で中性子束上

昇率を中性子源領域計装（ＳＲＭ）

により測定していたところ，中間領

域計装（ＩＲＭ）１チャンネルの指

示のみが急上昇し，「ＩＲＭ異常高」

の信号により制御棒（10本）が自動

で全挿入した。 

－ 

評価の根拠・不具合原因となっ

たＩＲＭ検出器（Ch15）を取り

替えるため，是正処置は不要と

した。 

－ ― 

 

25 
保全 

品質 
H18.3.13 

島根２号機 

高圧炉心スプレイ系スパージャノズ

ル不具合 

第 13回定期検査において，炉心シュ

ラウド予防保全工事（ウォータジェ

ットピーニング；ＷＪＰ）前の原子

炉内目視点検を行っていたところ，

上部格子板上に異物があることを確

認した。 

異物は高圧または低圧炉心スプレイ

系スパージャノズルのデフレクタで

あると推測されたため，高圧および

低圧炉心スプレイ系スパージャのデ

フレクタ付ノズル全数（108個）を確

認したところ，高圧炉心スプレイ系

スパージャノズルのデフレクタの一

部（７個）が脱落していることを確

認した。 

○ 

(1)高圧炉心スプレイ系スパー

ジャデフレクタの残り 46本に

ついて，偏心回転曲げ切断工法

により，除去した。 

(2)高圧炉心スプレイ系スパー

ジャノズル廻り止め溶接部（第

13回定期検査で外れを確認し

た 18箇所）の補修溶接を実施し

た。 

(3) 「工事管理品質保証要領」，

「工事管理仕様書」，「工事施工

管理手順書」，「設計管理手順書」

を工事実施前の検討および評

価・検証の充実を図るため改正

した。 

○ ○ 

 

26 
保全 

品質 
H18.10.13 

島根２号機 

主蒸気圧力検出器の点検において 

原子炉圧力と原子炉熱出力の変化を

運転員が確認した。 

現場を確認した結果，タービン建物

２階の主油タンク室床面に水溜り

と，Ｃ－主蒸気圧力検出器付近から

の水の漏えいを確認したため，当該

検出器の元弁を閉止したところ，漏

えいは停止した。 

○ 

(1)Ａ～Ｃ主蒸気圧力発信器に

使用しているブルドン管を国産

品に取替えた。 

(2)Ｃ－主蒸気圧力検出配管の

一部を取替修理した。（主蒸気配

管からの検出座の短管を 125mm

長くし，以降壁貫通部までの配

管レベルを 50mm下げた配管経

路とする） 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１８ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（8/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

27 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H18.10.13 

島根１号機 

復水貯蔵タンクにおける腐食 
第 26回定期検査において，復水貯蔵
タンク（以下「ＣＳＴ」という。）の
点検中，過去に補修塗装を実施して
いたＣＳＴ胴板外面の水位計配管取
付け部について，塗料･腐食の除去お
よび再塗装を行い当該箇所の肉厚測
定を実施したところ，一部に技術基
準における必要な厚さ（9.9mm）を下
回る部分があることが判明した。な
お，タンク内面の腐食は認められな
かった。 

― 

「工事施工管理手順書」，「工事
管理仕様書」改正により，塗装
により外面腐食防止を図ってい
る容器について，保温材被覆箇
所，高所・狭隘箇所および高湿
度環境となる箇所も外観点検範
囲に含めることを所内標準化し
ていることから，島根２号機へ
の更なる対策は不要と判断し
た。 

― ― 

 

28 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H18.11.9 

島根１号機 

復水フィルタ出口ヘッダー配管にお

ける減肉について 
第 26回定期検査において，復水フィ
ルタ出口ヘッダー配管とＡ～Ｆ塔復
水フィルタ出口配管との合流部（以
下，それぞれ「Ａ部」～「Ｆ部」と
いう。）のうちＢ部およびＣ部につい
て，技術基準における必要最小肉厚
（6.37mm）を下回る部位のあること
を確認した。 
  

― 

「配管肉厚検査対象範囲のうち
サンプル検査対象箇所全てにつ
いて，余寿命が 10年未満になっ
た場合は代表箇所による検査対
象とする。」「配管肉厚検査対象
範囲のうち水系（連続運転）で
炭素鋼を使用しているサンプル
検査対象箇所全てについて，今
後 10年間全数検査を行う。」と
いった内容を「配管肉厚管理手
引書」に追加することで減肉管
理の明確化を図ったことから，
島根２号機への更なる対策は不
要と判断した。 

― ― 

 

29 保全 

品質 
H19.4.27 

島根１号機 

Ｃ－原子炉格納容器冷却機出口逆止

ダンパの不調 
原子炉格納容器冷却機の定期補機切
替のため，Ｃ－原子炉格納容器冷却
機を起動したところ，電動機の電流
値が通常運転時の約半分であったこ
とから，当該冷却機不調の原因究明
を行うこととし，定期補機切替を中
止した。 

― 

島根２号機については，ドライ
ウェル冷却機に対して既に対策
済みであるため，更なる対策は
不要と判断した。  

― ― 

 

30 
保全 

品質 
H19.5.1 

島根１号機 

Ｃ－復水昇圧ポンプメカニカルシー

ルからの漏水について 
第 27サイクルにおいて，連続運転中
のＣ－復水昇圧ポンプ（以下「ＣＢ
Ｐ」という）のカップリング側メカ
ニカルシールから僅かな漏えいを確
認し監視を行っていたが，５月初旬
よ り 漏 え い 量 が 徐 々 に 増 加 し た た
め，５月 28日にＣＢＰの切替え操作
（Ｂ・Ｃ号機運転からＡ・Ｂ号機運
転）を行った後，当該メカニカルシ
ールの分解・取り替えを行った。 

― 

異物混入対策については既に工
事施工管理手順書に反映してい
るため，島根２号機への更なる
対策は不要と判断した。 

― ― 

 

31 
保全 

品質 
H19.5.24 

島根２号機 

ドライチューブ落下について 
第 14回定期点検中の局部出力領域モ
ニタ検出器およびドライチューブ取
り付け作業において，中性子源領域
モニタ用ドライチューブが燃料取替
機に取り付けたインコア取扱具（Ｉ
ＨＴ）から外れて炉心内に落下し，
制御棒（Ｄ09）上部および制御棒案
内管に接触した。当時炉心内は全燃
料取り出し状態であった。 

○ 

ＩＨＴがドライチューブを確実
に掴んだことが確認できるよう
正常に掴んだ場合のＩＨＴの爪
（スライド刃および固定刃）の
位置にマーキングし，取り外し，
取り付け作業においてマーキン
グ位置を確認することをＬＲＲ
Ｍ検出器・ドライチューブ取替
作業要領書および作業管理シー
トへ追記するとともに同要領書
を遵守し，ＩＨＴがＬＰＲＭ検
出器またはドライチューブを確
実に掴んでいることを確認して
いる。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－１９ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（9/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

32 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.11.21 

島根１号機 
燃料取替装置 燃料把握機の変形に
ついて 
燃料取替装置に取付けられている位
置検出器が当該装置の位置情報を正
確に取込んでいるかどうかを確認す
る試験のため，燃料プール（以下，「Ｓ
ＦＰ」という。）上から原子炉上へ燃
料 取 替 装 置 を 移 動 さ せ て い た と こ
ろ，燃料取替装置の燃料把握機部分
がＳＦＰゲート上部の手摺りに接触
し，燃料把握機が変形した。 
 

― 

１号機の事象を受けて，直ぐ島
根２号機燃料取替装置へも同様
なインターロック等の対策を展
開していることから，島根２号
機への更なる対策は不要と判断
した。 ― ― 

 

33 
保全 

品質 
H19.12.18 

島根１号機 
作業従事者の被災について 
原子炉建物２階（管理区域内）原子
炉浄化系熱交換器室入口通路付近
で，配管の切断位置確認のために使
用する薬品（硝酸，エタノール混合
液）の入ったペットボトルが破裂し，
当該薬品が飛散した。 

本事象により，作業員５名（当社社

員１名，協力会社作業員４名）が飛

沫を浴びる等により被災した。被災

した作業員５名は直ちに救急車で病

院へ搬送し，診察・処置を受けた。 

 

― 

「安全対策仕様書」において薬

品の取扱いを明確化し，所内標

準化されていることから，島根

２号機への更なる対策は不要と

判断した。 

 

― ― 

 

34 
保全 

品質 
H20.1.8 

島根１号機 
制御棒のひびについて 

第 27回定期検査において，制御棒（使

用済みの制御棒 12本の内３本（ボロ

ン・カーバイド型制御棒１本および

ハフニウム棒型制御棒２本））の外観

点検作業を実施していたところ，ハ

フニウム棒型制御棒１本（炉内装荷

位置Ｂ－05）について，ハンドルガ

イドローラ部にひびを確認した。な

お，他の２本の制御棒に異常はなか

った。 

 

― 

炉内に装荷されている全ての同

型制御棒のハンドルガイドロー

ラ部には，照射誘起型応力腐食

割れ対策が実施されており，ひ

び発生の可能性の低減が図られ

ていることから，島根２号機へ

の更なる対策は不要と判断し

た。 

― ― 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２０ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 
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No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

35 
保全 

品質 
H20.4.10 

島根１号機，２号機 
配管設計の応力解析における不備へ
の対応について 
新潟県中越沖地震を踏まえて，東京
電力(株)が柏崎刈羽原子力発電所７
号 機 の 各 設 備 を 対 象 に 実 施 し た 点
検・評価において，配管の構造強度
評価結果の一部が誤っていることが
確認された。 
構造強度評価結果が誤っていた原因
は，分岐部を含む配管応力解析に係
る解析メーカの計算機プログラムの
一部に問題があったことから，当該
計算機プログラムを使用している島
根原子力発電所１，２号機について，
プログラムのデータ処理を修正した
うえで配管の構造強度を再評価した
結果，誤りの影響は小さく許容値を
満 足 し て い る こ と を 取 り 急 ぎ 確 認
し，４月 10日，原子力安全・保安院
（以下，保安院という。）へ報告した。 
当該事象を踏まえ，同日保安院から，
問題のあった計算機プログラムを使
用して応力解析を行った配管分岐部
に対して，修正した計算機プログラ
ムを使用して再評価を実施して報告
すること，および根本的な原因究明
と再発防止対策について併せて報告
することとの指示文書を受領した。 

― 

誤記があったものは比較のため

に試算したプログラム修正前の

値であり，配管の構造強度再評

価値の変更が無い軽微なもので

あることから，是正処置は不要

とした。 
「調達管理基本要領」に原子力
施設における許認可申請等に係
る解析業務の品質向上ガイドラ
イン（電事連品質保証検討委員
会）の要求事項を追加したこと
に伴い，設計・調達管理手順書
にも本ガイドラインに関する内
容を反映したことから，島根２
号機への更なる対策は不要と判
断した。 

― ― 

 

36 
保全 

品質 
H20.4.17 

島根１号機 

原子炉格納容器線量当量率計の動作

不良 
原子炉を起動し，原子炉圧力の上昇
操作中のところ，Ａ－原子炉格納容
器線量当量率計検出系の不具合によ
り「格納容器放射線高」の警報が発
生したため，原子炉施設保安規定で
規定する運転上の制限を満足してい
ない状態であると判断し，当該検出
系一式を予備品に取替え，運転上の
制限を満足する状態に復帰した。 
引き続き，起動試験を行っていたと
ころ，Ｂ－原子炉格納容器線量当量
率計の「格納容器放射線高」の警報
が発生したことから関連するパラメ
ータを確認したところ，当該線量当
量率計の動作不良と判断し，原子炉
施設保安規定で規定する運転上の制
限を満足していない状態と判断し
た。 

― 

「島根原子力発電所工事業務管

理手順書」に，工事・購入仕様

書にソフトウェアの妥当性の検

証を実施する事を要求・確認す

るよう，明記し，所内標準化を

図ったことから，島根２号機へ

の 更 な る 対 策 は 不 要 と 判 断 し

た。 

― ― 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２１ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 
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No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

37 
保全 

品質 
H20.7.11 

島根１号機 

高圧注水系の待機除外について 
タービン駆動の高圧注水系（以下，
「ＨＰＣＩ」という。）ポンプ手動起
動試験のため，ＨＰＣＩポンプの起
動操作を実施したところ，ＨＰＣＩ
の「蒸気管破断」，「自動隔離信号」，
「タービントリップ」警報が発生し，
高圧注水系駆動用タービン，高圧注
水ポンプが自動停止した。 
このため，当直長は，原子炉施設保
安規定で定める運転上の制限を満足
していない状態であると判断し，運
転上の制限からの逸脱（以下，「ＬＣ
Ｏ逸脱」という。）を宣言した。 
原因調査を行った後，ＨＰＣＩポン
プを再度起動したところ，運転状況
に異常はなく，正常に機能の確認が
できたことから，当直長は，ＬＣＯ
逸脱状態からの復帰を宣言した。 

○ 

No.39の中で対応 

○ ○ 

 

38 
保全 

品質 
H20.7.12 

島根１号機 

原子炉隔離時冷却系の待機除外につ

いて 

原子炉隔離時冷却系（以下，「ＲＣＩ

Ｃ」という。）の「蒸気管破断」，「自

動隔離信号」，「タービントリップ」

警報が発生し，待機中のＲＣＩＣが

自動隔離（隔離弁閉止）したため，

当直長は，原子炉施設保安規定で定

める運転上の制限を満足していない

状態であると判断し，ＬＣＯ逸脱を

宣言した。 

点検の結果，アナログトリップモジ

ュール（ｄＰＳ21－１Ｂ－２）のト

リップ出力が，ＯＮ－ＯＦＦを繰り

返すことが確認されたことから当該

アナログトリップモジュールを予備

品に取替え，健全性が確認できたこ

とから，当直長はＬＣＯ逸脱状態か

らの復帰を宣言した。 

 

○ 

No.39の中で対応 

○ ○ 

 

39 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H20.8.5 

島根１号機 
高圧注水系の運転上の制限の逸脱に
ついて 
タ ービン駆 動の高 圧注水 系（以 下，
「ＨＰＣＩ」という。）ポンプ手動起
動試験のため，ＨＰＣＩポンプの起
動操作を実施したところ，「蒸気管破
断」，「自動隔離信号」，「タービント
リップ」警報が発生し，ＨＰＣＩタ
ービン，ＨＰＣＩポンプが自動停止
した。このため，当直長は，原子炉
施設保安規定で定める運転上の制限
を満足していない状態であると判断
した。 ○ 

根本原因分析結果により以下の

是正・予防処置を実施した。 

(1)安全上重要な設備の機器付

きの弁について点検計画表作成

プロセスを見直す。 

(2)安全上重要な設備の時定数

の設定理由記録プロセスの導入 

(3)技術的な知見，不具合事例情

報データベースの構築，管理体

制の整備を行う。 

(4)トラブル対応会議活動プロ

セスを見直す。 

(5)トラブル対応会議解散後の

対応の整備を行う。 

(6)技術継承を考慮した教育カ

リキュラムの検討（技術継承シ

ステムの改善）をする。 

(7)安全上重要な設備について，

その機能が喪失した場合その原

因追求が可能な情報を記録でき

るよう設備対応の検討をする。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２２ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（12/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

40 
保全 

品質 
H20.9.7 

島根２号機 
「Ｄ－主蒸気管モニタ」（低）警報発
報に伴う運転上の制限からの逸脱に
ついて 
原子炉停止後の原子炉冷却操作中の
ところ，｢Ｄ－主蒸気管モニタ｣（低）
の警報が頻繁に発生したため，原子
炉施設保安規定に定める運転上の制
限を満足しない状態であると判断し
た。 
 

○ 

(1)Ｄ－主蒸気管モニタについ

て計測ループ一式(検出器～プ

リアンプ～対数線量当量率計)

を予備品と交換した。 

(2)Ａ～Ｄ－主蒸気管モニタ検

出器コネクタを交換した。 

(3)主蒸気管モニタについて，検

出器コネクタの目視による異物

確認等の周期・方法を点検計画

表に反映した。 

○ ○  

41 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H21.3.26 

島根１号機 
制御棒誤挿入について 
原子炉保護系ハーフスクラム試験
（１箇月に１回）を実施したところ，
制御棒１本（Ｊ－10）が全引抜きか
ら全挿入となり，発電機出力が 46万
９千 KWから 46万４千 KWまで低下し
た。 
 

○ 

２号機第 16回定期検査で安全

上重要な機器のうち，選定フロ

ーにより抽出された機器につい

て端子の緩み確認を実施し，健

全性の確認を行った。 
○ ○  

42 
保全 

品質 
H21.7.25 

島根１号機 
中央制御室継電器盤の盤内配線の焼
損について 
第 28回定期検査中において，「主蒸
気逃し弁（以下，「ＲＶ」という。）
機能確認」を開始していたところ，
Ｂ－ＲＶを開させる信号投入を行っ
た際，当該弁が開動作すべきところ
開動作しない事象が発生した。 
直ちに当該試験を中断し，原因調査
を行っていたところ，中央制御室内
にある「ＲＣＩＣ・ＡＤＳ継電器盤」
内に焦げ跡（横 10cm縦８cm）がある
ことを発見した。（ＲＣＩＣ：原子炉
隔離時冷却系，ＡＤＳ：自動減圧系） 
 

― 

工事施工管理手順書および工事

管理仕様書を改正し所内標準化

されていることから，島根２号

機への更なる対策は不要と判断

した。 

― ―  

43 
保全 

品質 
H22.1.22 

島根１号機，２号機 
島根原子力発電所の保守管理の不備
等について 
「島根原子力発電所不適合管理検討
会」において，「点検計画表」では島
根１号機第 26回定期検査で点検した
こととなっていた「高圧注水系蒸気
外側隔離弁駆動用電動機」が，実際
には点検されておらず，点検期間を
超過して使用していたことが報告さ
れた。 
他にも同様の事象がないか，島根原
子力発電所１，２号機の機器のうち，
重要度の高いものについて至近の点
検実績を調査したところ，弁の分解
やヒューズの取替えなど，当該電動
機も含め合計 123件（１号機 74件，
２号機 49件）の機器について，自ら
定めた点検計画どおりに点検されて
いないことを確認した。 
その後，総点検を行い最終的に点検
周期を超過している機器が 511機器
あったことを確認した。 

○ 

「島根原子力発電所の保守管理
ならびに定期事業者検査に係る
調査報告（最終）」（平成 22年６
月３日）にて策定した，以下の
再発防止対策を実施した。 
(1)保全計画の策定プロセスの
改善 
保安運営委員会の審議が終了し
ていることを確認できることお
よび判断基準を明確にするよ
う，「点検計画・点検計画表策
定・変更書」の様式を見直す。 
(2)保全計画書の作成プロセス
の改善 
「点検計画表」から保全計画へ
転記をする際には，ダブルチェ
ックをし，見落としを防止する
旨「工事業務管理手順書」に追
記する。 
(3) 「工事業務管理手順書」に
保全の実施プロセスの改善 

物品検収時に行う，受入検査完

了の押印，納品書の受領および

物品検収報告書の作成に落ちが

ないようチェックシートにより

確認する旨追記する。 

 

○ ○  

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２３ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（13/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

44 
保全 

品質 
H22.5.24 

島根１号機 
放射線管理区域内での警報付ポケッ
ト線量計の未着用について 
当社社員１名がパトロールのため，
飛び地の放射線管理区域（補助サー
ジタンク室）に入域する際，個人線
量計のうち，警報付ポケット線量計
の着用を失念し，当該線量計を未着
用のまま約３分間入室するという事
象が発生した。 
 

― 

島根２号機についても既に是正

処置により対策を実施している

ことから，更なる対策は不要と

判断した。 

 
― ―  

45 
保全 

品質 
H22.5.28 

島根 
放射線管理区域への不用意な再入域
について 
放射線管理区域内で作業を終えた協
力会社作業員１名が，放射線管理区
域用衣服を脱衣し，退域手続きをし
ていたところ，直前まで着用してい
た放射線管理区域用衣服のポケット
の中に，警報付ポケット線量計を忘
れたことに気付き，同線量計を回収
するため，放射線管理区域用衣服を
着用していない状態で再度放射線管
理区域に入域するという事象が発生
した。 
 

○ 

(1)事例を周知して注意喚起す

るとともに，チェックポイント

に注意喚起の表示を掲示した。 

(2)チェックポイントのレイア

ウトを，本事象のようなヒュー

マンエラーを防止する構造に変

更した。 ○ ○  

46 
保全 

品質 
H22.10.1 

島根１号機 

供用期間中検査（ＩＳＩ）の管理状

況に関する調査結果について 

当社は，他社の原子力発電所におい

て，定期検査および定期事業者検査

の一環として実施している供用期間

中検査の計画に含まれていない溶接

箇所が確認された事象について，原

子力安全・保安院からの指示に基づ

き，同様の事象がないか調査を行っ

てきた。  

調査の結果，当社においても，島根

原子力発電所１号機でこれまで供用

期間中検査の計画に含まれていなか

った溶接箇所があることを確認し

た。 

なお，島根原子力発電所２号機では，

同様の事象は確認されなかった。 

また，内側および外側主蒸気隔離弁

の「弁短管と配管の溶接箇所」を検

査する際に，弁箱に近接し構造不連

続な溶接箇所である「弁箱と弁短管

の溶接箇所」を検査し，結果として

「弁短管と配管の溶接箇所」を検査

していなかったことを確認した。 

供用期間中検査の計画に含まれてい

なかったポンプおよび弁の溶接箇所

については，製造時の検査記録，過

去に実施した分解点検や定期検査毎

に実施している漏えい検査等により

異常がないことを確認しており，健

全性は確保されていると評価した。 

 

― 

以下の手引書作成により所内標

準化されていることから，島根

２号機への更なる対策は不要と

判断した。 

(1)「ＩＳＩ計画管理手引書」を

制定・施行し，ＩＳＩ計画（ア

イソメ図含む）の策定・変更方

法 等 に つ い て ル ー ル 化 を 行 っ

た。 

(2)「ＩＳＩ定期事業者検査要領

書」を改正し，検査対象機器確

認チェックシートの様式に，配

管溶接継手の特定方法を追加し

た。 

― ―  

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２４ 

 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（14/14） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置 

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

47 
保全 

品質 
H23.1.18 

島根１号機 

原子炉冷却材再循環系配管のひびに

ついて 

原子炉再循環系配管等溶接部 69箇所

について，超音波探傷検査による点

検を実施していたところ，Ａ－原子

炉再循環ポンプ出口弁下流側配管溶

接継手部１箇所，Ａ－原子炉再循環

ポンプ入口弁上流側配管溶接継手部

１箇所のひびを確認した。 

 

― 

原子炉再循環系配管等溶接部の

超音波探傷検査による点検は，

１回／５年の頻度で全箇所を実

施しているため，島根２号機へ

の対策は不要と判断した。 

― ―  

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２５ 

 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（２）島根原子力発電所１，２号機以外                     （1/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

1 
保全 

品質 
H13.5.14 

柏崎刈羽－１ 

タービン建屋における工事用仮設分

電盤からの発煙について 

定期検査中，中央制御室の火災報知

盤で警報が発生したため，現場確認

を行った結果，工事用仮設分電盤か

らの発煙であることが確認された。 

○ 

「工事管理仕様書」および「工

事施工管理手順書」の「工事用電

力使用上の遵守事項」に「電気機

器の仕様の確認」を追記した。 ○ ○ 

 

2 
保全 

品質 
H13.5.24 

柏崎刈羽－１ 

定期検査中における非常用ガス処理

系の自動起動について 

定期検査中，「燃料取替エリア排気放

射能高」警報が発生し，これにより，

原子炉建屋常用換気空調系が自動停

止し，非常用ガス処理系Ａ系および

中央制御室再循環送風機Ａ系が自動

起動する事象（いずれも正常動作）

が発生した。 

○ 

制御棒取替・移動作業で「取出

した制御棒，燃料サポートを予め

ワイヤーに取り付けられたマー

キングにより水面下約２ｍまで

吊り上げた状態で線量当量率の

測定（吊り上げの都度）後，燃料

交換機を使用済燃料プールの制

御棒ラック上部まで移動する。」

を作業要領書に追記した。 

○ ○ 

 

3 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H13.6.18 

柏崎刈羽－６ 

原子炉格納容器内の原子炉補機冷却

水の漏えいに伴う原子炉手動停止に

ついて 

定格出力運転中，原子炉格納容器内

の高電導度廃液（ＨＣＷドレン）の

発生量と，原子炉格納容器冷却器ド

レン流量が通常より増加傾向にある

ことが確認された。 

○ 

原子炉格納容器内については，

点検弁も含め全てのグランド部

について，起動時に規定トルク

により締め付けを実施してい

る。 

当該プラントの排水口プレート

詰まりに鑑み，同様な事象を発

生させないため，作業要領書の

項目へ「床ドレンファンネルの

点検」を追加した。 

また，点検手順書の点検項目に

「機器ドレンファンネルの点

検」を記載しチェックしている。 

○ ○ 

 

4 
保全 

品質 
H13.7.4 

福島第一 

固体廃棄物貯蔵庫シャッター操作用

スイッチからの発煙について 

固体廃棄物貯蔵庫の火災報知器の警

報が発生したため，現場を確認した

ところ，固体廃棄物貯蔵庫第８棟地

下２階の No.2，3シャッター操作用

スイッチ箱より発煙が発生している

ことを確認し，ただちに消防署に連

絡した。 

○ 

電気回路に地絡電流が発生した

場合，電源回路を遮断できるよ

う，漏電遮断器を設置していなか

った固体廃棄物貯蔵所Ａ棟シャ

ッターへ追設した。 
○ ○ 

 

5 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H13.7.6 

福島第二－３ 

シュラウド下部リングのひびについ

て 

定期検査中，炉内清掃状況のビデオ

確認を行っていたところ，ひびらし

きものが見えたことから水中テレビ

カメラにより目視点検を実施した結

果，シュラウド下部リングの周方向

溶接部の下側のほぼ全周にひびが発

見された。 

○ 

炉心シュラウド自主点検とし

て，第 10回定期検査においてリ

ング溶接線外側の点検を実施し，

健全であることを確認した。第

11回定期検査においてリング溶

接線内側でひびがあることが確

認された。そのため，当該部以外

の全ての周溶接線も点検を実施

し，健全であることを確認した。

第 12回定期検査において切削加

工によりひびを除去し，切削面は

ウォータジェットピーニングに

より応力改善を実施した。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２６ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（2/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

6 
保全 

品質 
H13.7.8 

柏崎刈羽－５ 

制御棒手動操作系の不具合について 

定格出力運転中，「制御棒ドリフト」，

「制御棒手動操作系動作不良」等の

警報が中央制御室に発生した。状況

を確認したところ，制御棒１本 26－

03が，全引抜位置にあるべきところ

44ポジションにあることが確認され

た。 

○ 

制御棒手動操作系・位置指示系の

当該ＩＣ基板およびトランスポ

ンダ基板全数の交換，主要な制御

装置のＩＣ基板の調査・交換を第

10回定期検査において実施した。 ○ ○ 

 

7 
保全 

品質 
H13.7.11 

敦賀－２ 

主タービン保安装置スラスト軸受摩

耗テスト用電磁弁不具合について 

定格出力運転中，タービン保安装置

に係る定期試験において，スラスト

軸受摩耗トリップのチャンネル１に

ついて試験中，試験のため開状態と

した電磁弁の閉操作を実施したが，

同チャンネルの油圧が下がらず，ト

リップ状態のままとなった。 

○ 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タ

ービン制御装置点検要領書に点

検記録シート（異物混入防止確認

記録）を追加した。                            

また，電磁弁の分解点検作業要領

書の作業管理チェックシートに

「組立前の異物確認」を追記し

た。 

○ ○  

8 
保全 

品質 
H13.8.15 

敦賀－２ 

主タービンＥＨガバナ油漏れについ

て 

中央制御室に「ＥＨガバナ油系統注

意」警報が発報したため，現場補助

盤を確認したところ，「ＥＨガバナ油

タンク油面低」であった。計器ラッ

ク内において，圧力スイッチと元弁

との接続部から油漏れを確認した。 

○ 

(1)危急しゃ断油圧スイッチを第

10回定期検査において調査（Ｏリ

ング取替を含む）を行い，異常の

ないことを確認した。 

(2)作業要領書に，「ユニオン組立

チェックシート」により施工管理

を行う旨追記した。 

○ ○  

9 その他 H13.8.22 

伊方－１，２ 

原水タンクからの供給配管の漏水に

ついて 

純水装置エリアの通路部からの湧水

を作業員が発見したため，当該部周

辺の掘削を行ったところ，原水タン

クから所内用水等を供給している原

水供給配管のフランジパッキンから

水が漏えいしていることが確認され

た。 

○ 

ろ過水・消火系配管は，腐食・点

検を考慮して埋設部をなくし，ト

レンチ内施工とした。 

 

○ ○  

10 
保全 

品質 
H13.9.7 

柏崎刈羽－４ 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器伝

熱管損傷について 

第６回定期検査中のところ，平成 13

年９月７日に原子炉冷却材浄化系の

点検終了に伴う系統復旧のため，再

生熱交換器の管側の水張り作業を実

施していたが，３胴ある熱交換器の

うち１胴(再生熱交換器Ｂ)において

器内での漏水が確認された。 

○ 

第 10回定期検査において，原子

炉冷却材浄化系再生熱交換器の

管側を加圧（胴側水抜き状態のま

ま運転圧力で加圧）し，管側から

漏れのないことを確認した。 
○ ○  

11 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H13.11.1 

福島第二－２ 

中間領域モニタ（ＩＲＭ）中性子束

高による原子炉自動停止について 

計画停止後の起動中，制御棒の引抜

操作を実施していたところ，制御棒

（30－43）を 00ポジション（全挿入

位置）から 06ポジションまで引抜操

作を行った際，「ＩＲＭ Ａ系高高／

機器動作不能」および「ＩＲＭ Ｂ

系高高／機器動作不能」の信号が発

生し，原子炉が自動停止した。 

○ 

中性子源領域モニタ（ＳＲＭ）記

録計の確認は行っているが，「起

動停止運転要領書」に記載がなか

ったことから，「起動停止運転要

領書」にＳＲＭ記録計を確認する

旨を追記した。 ○ ○  

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２７ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（3/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

12 
保全 

品質 
H13.11.14 

柏崎刈羽－４ 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービ

ンの点検について 

第６回定期検査を実施中，平成 13年

11月 11日から調整運転を開始し定格

出力で運転中のところ，11月 14日，

タービン駆動原子炉給水ポンプＡ号

機の低圧蒸気加減弁開度が通常より

10％程度大きいことがわかった。 

○ 

第 10回定期検査より，作業要領

書に本事象の対策として，低圧蒸

気加減弁の分解・組立時に弁リフ

ト量を測定後，弁体取付けピンの

カシメ状況を確認することを追

記するとともに，寸法検査記録に

も反映した。 

○ ○  

13 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H13.12.10 

東海第二 

原子炉給水ポンプ切替時における発

電機出力の低下について 

定格出力運転中,タービン駆動原子炉

給水ポンプ(TDRFP)(Ａ)封水配管の点

検補修のため,TDRFP(Ａ)から電動機

駆動原子炉給水ポンプ(MDRFP)(Ａ，

Ｂ)へ切替操作を開始した。TDRFP(Ａ)

の手動トリップ操作直後,MDRFPラン

アウト防止回路作動警報および

TDRFPランアウト防止回路作動警報

が発報し,原子炉給水流量が減少し,

原子炉水位が低下した。 

○ 

原子炉給水ポンプ切替時は，原子

炉出力を 75％まで降下させ,実施

する旨「設備別運転要領書 ター

ビン設備」に追記した。 

○ ○  

14 その他 H14.2.4 

伊方－２ 

主給水ポンプ２Ａミニマムフロー弁

駆動用空気配管からの漏えいについ

て 

定格出力にて運転中，運転員がパトロ

ール中に主給水ポンプ２Ａのミニマ

ムフロー弁駆動用空気配管から空気

が漏れていることを発見した。 

○ 

(1)定期点検実施基準および作

業要領書の該当箇所に,制御用

空気配管および継手部の亀裂・

損傷等について点検する旨追記

した。 

(2)原子炉浄化系について，第 11

回定期検査においてフレア継手

からくい込み継手に取替えた。 

○ ○  

15 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H14.3.7 

女川－２ 

復水流量計配管付け根部からの水漏

れについて 

社員がタービン建屋地下１階をパト

ロール中，復水給水系の浄化運転中に

復水流量計付近から水漏れ（数 /min

程度)を発見した。 

○ 

(1)第 11回定期検査において類似

箇所のフローノズルピン溶接部

のＵＴを実施し,異常のないこと

を確認した。 

(2)「工事管理仕様書」および「工

事施工管理手順書」に溶接作業

時の注意事項を追記した。 

○ ○  

16 
保全 

品質 
H14.3.8 

福島第二－２ 

非常用ディーゼル発電機２Ａガバナ

内部電線の不具合について 

定格出力運転中，定例サーベランスに

て，非常用ディーゼル発電機２Ａを起

動した。並列準備としてディーゼル発

電機周波数調整のためガバナを下降

操作したが，周波数（回転数）が下が

らなかった。上昇操作を試みたとこ

ろ，周波数は問題なく上昇したため，

再度下降操作を試みたが，周波数を下

降することができなかった。このた

め，運転上の制限外への移行を宣言

し，当該装置の点検を実施することと

した。 

○ 

作業要領書等に，端子箱内の配

線修理等において端子のゆるみ

が発生するものと考えられるこ

とから，今後同修理が発生した

場合を考慮し，注意事項を追記

した。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２８ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（4/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

17 
保全 

品質 
H14.4.2 

女川－２ 

湿分分離ドレンタンク水位調節弁ボ

ンネット部からのにじみについて 

定期検査で調整運転中，パトロール

中の社員がタービン建屋地下２階の

湿分分離ドレンタンク水位調節弁ボ

ンネット部からのにじみを発見し

た。 

○ 

作業要領書に，ヒートアップ時の

増締め実施の記載がないため，該

当調節弁について再度規定トル

クにて増締めを実施する旨追記

した。 
○ ○ 

 

18 
保全 

品質 
H14.5.7 

女川－２ 

高圧炉心スプレイ系復水タンク側ミ

ニマムフロー第一弁の開閉状態表示

の不具合について 

高圧炉心スプレイ系ポンプ手動起動

試験において，高圧炉心スプレイ系

復水タンク側ミニマムフロー第一弁

が全閉となる流量となっても，中央

制御室における当該弁の開閉状態表

示灯が全閉状態を示さない状況が確

認された。 

○ 

作業要領書に，トルクスイッチで

停止する弁については，トルクス

イッチ動作前にリミットスイッ

チが動作するよう余裕を持たせ

た調整を行う旨追記した。 

○ ○ 

 

19 その他 H14.6.17 

敦賀－２ 

第 12回定期検査中における燃料取扱

棟での人災について 

定期検査中，燃料取扱棟において燃

料取出に従事していた協力会社社員

が，当該棟内の使用済燃料ピットク

レーンレール上で，電工ドラムへの

テーブルタップの整理作業中，移動

してきた使用済燃料ピットクレーン

とピットクレーンストッパーの間に

腰を挟まれ，腹部を打撲した。 

○ 

(1)燃料取替機の西側に２灯，サ

イトバンカ作業用台車に４灯パ

トライトを設置し，走行時に回

転灯が動作するようにした。 

(2)「安全対策仕様書」および「工

事における安全管理手順書」に

以下の２項目を追記した。 

a. 燃料取替機移動時は，レール

上に人, 障害物のないこと。 

b. 干渉物等で死角ができる場

合は，補助者（運転者以外）が

確認する。 

(3)「設備別運転要領書 原子炉設

備」に，燃料取替機の稼働範囲内

に人がいないことを確認するこ

とを追記した。 

(4)作業時,作業区画が更に明確

となるようコーンおよびガード

バーを設置した。 

○ ○ 

 

20 
保全 

品質 
H14.7.17 

敦賀－２ 

タービン動主給水ポンプＡ号機駆動

用タービン低圧蒸気加減弁制御用サ

ーボ弁からの油にじみについて 

第 12回定期検査終了後の調整運転を

開始し,定格熱出力一定運転中,ター

ビン建屋１階にあるタービン動主給

水ポンプＡ号機 (Ａ)の駆動用ター

ビン低圧蒸気加減弁の制御用サーボ

弁取付部に,微量な油のにじみを発

見した。 

○ 

サ ーボ 弁 は タ ー ビ ン制 御 （Ｅ Ｈ

Ｃ）に使用しており以下を作業要

領書に反映した。 

(1)多数のＯリングが入ったケー

スから取り出し装着する手順を，

１ 台分 の 必 要 数を 確 認 し て 専 用

ケ ース に 入 れ 取り 出 す 手 順に 変

更する。 

(2)「組立手順書」に装着後の 確

認を追記する。 

(3)油漏れを確実に確認できる

ように耐圧漏えい試験時間を３

分間から 10分間に延長する。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－２９ 

 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（5/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

21 
保全 

品質 
H14.7.25 

敦賀－１ 

原子炉保護系チャンネルＡスクラム

について 

定格出力運転中，主蒸気隔離弁（Ｍ

ＳＩＶ）５%閉試験(電力自主試験:１

回/週)のため,中央制御室において

ＭＳＩＶ １Ａのテストボタンを押

し,試験を開始した。ＭＳＩＶ １Ａ

が徐々に閉まり,開閉表示灯が赤ラ

ンプ表示から赤・緑ランプ両点表示

(５％閉)となった時点でテストボタ

ンを離すべきところ,離すタイミン

グが２～３秒遅れた。この結果, Ｍ

ＳＩＶ １Ａが 90％開度近くまで閉

まり,中央制御室に「MAIN STEAM 

ISOLVALVE NOT FULLY OPEN」および

「REACTOR CH A SCRAM」警報が発報

し,原子炉保護系チャンネルＡがス

クラムした。 

○ 

主 蒸気 隔 離 弁(Ｍ Ｓ ＩＶ )10％ 閉

試験の手順に，原子炉保護系リレ

ー 状態 表 示 灯 の確 認 を 試 験前 お

よ び試 験 中 に 実施 す る 旨 追記 し

た。 

○ ○ 

 

22 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H14.9.2 

福島第二－２ 
主排気筒放射線モニタ指示の上昇に
伴う原子炉手動停止について 
定格熱出力運転中，「排ガス減衰管入
口放射能高」等の警報が発生した。
その後，主排気筒放射線モニタの指
示値が上昇し，湿分分離器(Ｂ)区域
の「ダスト放射線モニタ異常」の警
報が発生した。その後も漏えいが継
続していることなどから原子炉を手
動停止した。 

燃料集合体から漏えいした微少な放

射性物質が，湿分分離器（Ｂ）レベ

ルスイッチテスト弁グランド部およ

び排ガス減衰管バイアルサンプラ電

磁弁ユニオン部からタービン建屋内

に漏えいし，タービン建屋換気空調

系を経由して主排気筒に移行したと

推定される。 

○ 

作業要領書に，ユニオンのあるも

のについては，その締め付け確認

について記載するとともに，点検

記録にその記録を残す旨追記し

た。 

○ ○ 

 

23 その他 H14.11.15 

当社火力発電所 
主変圧器損傷事故 

当該変圧器は，平成 12年 10月の油

中ガス分析において微量のアセチレ

ンガスが確認されたので傾向監視を

継続してきた。また，平成 13年 12

月の油中ガス分析において，エチレ

ンガス，アセチレンガス等の可燃性

ガス量の増加を確認したが，「異常レ

ベル」を「要注意レベル」と誤判断

し，傾向監視を継続していた。平成

14年 11月の油中ガス分析で可燃性

ガスの顕著な増加が確認されたた

め，ユニットを停止して点検を実施

することとした。 

○ 

絶縁油のガス分析結果について，

「要注意レベル」と比較したトレ

ンド管理を今後とも継続して実

施するとともに，電気主任技術者

も含めた評価体制にした。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３０ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（6/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

24 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H14.12.12 

敦賀－２ 
高圧タービン No.2軸受付近の保温材
からの発火に伴う原子炉手動停止に
ついて 
定格熱出力一定運転中，主油タンクの
ガス抽出機軸封部から微少な油漏え
いがあったため，ガス抽出機を停止
し，予備機であるエアエゼクタによる
主油タンクガス抽出に切り替え，軸封
部の修理を行った。この修理作業中
に，No.2軸受部等から油のにじみお
よび滴下が認められたため，漏れた油
のふき取り作業を実施していたとこ
ろ，高圧タービン No.2軸受側ケーシ
ング付近からの発煙を発見した。 

○ 

油タンクのＵシール部の詰まり

の有無について，第 11回定期検

査にあわせ，配管の点検を実施し

異常のないことを確認した。 

また，日々のパトロールでタンク

内が負圧に保たれていることを

確認している。 

なお，ガス抽出機の予備機がない

ため，第 12回定期検査において

主タービン用１台，原子炉給水ポ

ンプ用２台を設置した。 

○ ○ 

 

25 
保全 

品質 
H15.2.28 

大飯－３ 
Ｂ－余熱除去ポンプメカニカルシー
ル水冷却用の冷却水サイトフローか
らの僅かな水漏れについて 
定期検査の調整運転中，巡回点検中の
運転員がＢ－余熱除去ポンプ原子炉
補機冷却水側サイトフローのガラス
にヒビが入り，僅かに水漏れ(約５ 
/h)しているのを発見した。 

○ 

作業要領書に，サイトフロー分解

点検時にガラスのエッジ部にキ

ズのないことを確認するととも

に，キズを付けないよう注意する

ことを追記した。 
○ ○ 

 

26 
保全 

品質 
H15.2.28 

福島第一－３ 
保安規定第 67条（原子炉停止中の制
御棒１本の引抜き）運転上の制限逸脱
について 
定期検査中，制御棒スクラム機能検査
の社内検査に伴い，１本制御棒引き抜
きインターロックの確認を実施した
ところ，当該インターロックが除外さ
れていたことが確認された。このた
め，当直長は，保安規定第 67条で定
められた運転上の制限を満足してい
ないと判断し，運転上の制限逸脱を宣
言した。 

○ 

(1)作業開始前に，インターロッ

クが除外されていないことを「定

期検査作業に関する記録管理手

順書」のチェックシートに追記し

た。                                                

(2)目的に応じたジスタ端子の処

置を明確にし，リストを作成・周

知するとともに現場掲示した。 

○ ○ 

 

27 
保全 

品質 
H15.3.5 

伊方－２ 

加圧器補助スプレイライン逆止弁の

不具合 
定期検査にあわせて実施中であった
１次系配管取替工事において，配管取
替後の耐圧・漏えい検査終了後，配管
とともに取り替えた逆止弁（新品）の
液体浸透探傷検査を実施したところ，
弁座に線状指示が認められた。 

○ 

「工事施工管理手順書」および

「工事管理仕様書」に，弁座の

ステライト盛金溶接時には，盛

金部の内部に凝固割れが発生し

ないよう，溶接作業を中断しな

い旨追記した。 

○ ○ 

 

28 その他 H15.3.30 

福島第一－３ 

制御棒駆動機構の点検状況について 

第 19回定期検査中において，制御棒
駆動水圧系（ホ）項使用前検査の準備
のための社内検査を行っていたとこ
ろ，原子炉運転圧力におけるスクラム
時間測定終了後の常駆動時間測定中
に，全制御棒 137本のうち１本 06-39
が全挿入状態から引抜くことができ
なかった。 

○ 

「保修管理要領」，「工事施工管

理手順書」および「工事管理仕

様書」にワイヤーブラシ等の健

全性確認事項を反映し，異物混

入対策の徹底を図った。 ○ ○ 

 

29 
保全 

品質 
H15.5.28 

東海第二 

制御棒１本の挿入について 

定格熱出力一定運転中，定期試験で制
御棒１ノッチ作動試験を行っていた。
全引抜状態であった座標 42-15の制
御棒を 48ポジションから 46ポジショ
ンに１ノッチ挿入操作をしていたと
ころ，警報「RODDRIFT」が発報した。
その後，当該制御棒が全挿入位置まで
挿入され，電気出力が 1,103MWから
1,072MWまで 低下し，1,080MWで安定
していることを確認した。 

○ 

作業要領書に，マニホールド部

の最終締付前にワンダーガン

（エアによる吸引器具）による

異物除去作業に関する事項を追

記した。 
○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３１ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（7/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

30 
保全 

品質 
H15.6.14 

福島第二－３ 

燃料装荷作業手順の誤りについて 

燃料装荷作業中，燃料を装荷したセ

ル（燃料集合体４体と制御棒１本が

収まる格子）のうち１ケ所に，制御

棒が挿入されていないことを確認し

たことから，燃料装荷作業を中断し，

当該制御棒を挿入した。 

○ 

「燃料取替作業実施手順書」に

以下を反映した。 

(1)制御棒動作の現場確認およ

び中央制御室への連絡を追記し

た。 

(2)注意事項として一連の操作が

完了した後に引継ぐ旨追記した。

○ ○ 

 

31 その他 H15.11.18 

福島第二 

１，２号機廃棄物処理建屋内洗濯廃

液ろ過器フィルタ交換作業における

負傷者の発生 

被災者は，作業予定であった洗濯廃

液ろ過器フィルタ交換作業のため，

当該ろ過器フィルタタンクＡの蓋の

開操作を実施した。蓋を開けると同

時に，床に置いてあった使用済みフ

ィルタを入れる容器を取るため蓋か

ら目を離したところ，強く開けた蓋

が戻ってきて，右手薬指先端が蓋と

タンクの間に挟まれ負傷した。 

○ 

(1)機器ドレン脱塩器および凝縮

水脱塩器の作業要領書に蓋の開

閉時に関する注意事項を追記し，

作業着手前打合せ等で周知徹底

した。 

(2)第 15回定期検査工事の作業

要領書に，開放したら，ロープで

マンホールを固縛する旨追記し

た。 

○ ○ 

 

32 
保全 

品質 
H16.2.3 

柏崎刈羽－７ 
７号機原子炉隔離時冷却系に関する
運転上の制限からの逸脱について 

第５回定期検査で調整運転中，原子

炉隔離時冷却系機能検査のうち，運

転性能検査のデータ採取が終了し，

原子炉隔離時冷却系（以下，「ＲＣＩ

Ｃ」という）の機器の復旧操作を実

施していた際，ＲＣＩＣタービン蒸

気加減弁が通常全開であるべきとこ

ろ，中間開度であることを確認した。

このため，ＲＣＩＣが正常な待機状

態であるとの確認ができないことか

ら，保安規定第 39条第１項に定める

ＲＣＩＣに関する運転上の制限を満

足できないと判断した。 

○ 

点検計画表の改定を行い，ＲＣＩ

Ｃは１回/６定期検査，ＨＰＣＩ

は１回/３定期検査の周期でアク

チュエータおよびリモートサー

ボ点検を追加した。 

○ ○ 

 

33 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H16.6.21 

柏崎刈羽－１ 

復水器真空度低下に伴う出力制限に

ついて 

定格熱出力一定運転中のところ，平成

16年６月 21日 15時 45分頃，運転員

が給水系への水素流量を「低流量」か

ら「通常流量」に切替操作を行ったと

ころ，同日 15時 53分に「水素・酸素

注入設備異常」及び「気体廃棄物処理

系故障」警報が発生した。 

直ちにプラント運転状態を確認した

ところ，復水器真空度が低下（約 6.4 

kPa abs→ 約 13.0 kPa abs）し，発電

機出力も約 1,117MWeから約 1,018MWe

へ低下していることを確認した。 

〇 

事後保全となっているバックア

ップ酸素注入設備の流量計につ

いて，点検周期を設定し，点検計

画・点検計画表へ反映するととも

に，第 17回定期検査で点検を実

施する。 

△ － 

資料4.2.2-2 

反映状況の 

考察および 

追加措置

(国内-1) 

34 
保全 

品質 
H16.7.18 

福島第一－５ 
作業用仮設ケーブルの火災について 

５号機中央制御室にて火災警報が発

生したため，当直員が現場に急行し

たところ，14時 22分頃，タービン建

屋地下１階の電源設備に接続されて

いる仮設電源用ケーブルから出火を

確認した。速やかに消防署に連絡す

るとともに，消火器による初期消火

を実施し，消防署にて 14時 45分鎮

火を確認した。 

○ 

「工事施工管理手順書」に仮設電

源供給時の運用について追記し

た。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３２ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（8/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

35 
保全 

品質 
H16.9.16 

美浜－１ 
Ｂ余熱除去クーラ下部からのほう酸
析出について 
点検停止中，運転員の巡回点検にお
いて，補助建屋内地下 1階にある２
台(Ａ，Ｂ)の余熱除去クーラのうち，
Ｂ余熱除去クーラ下部保温材にほう
酸の析出があり，下部床面には５cm
四方程度の水たまり跡を確認した。 

保温材を取り外して当該クーラの点

検を行ったところ，当該クーラ下部

フランジ部の隙間に，ほう酸の析出

および水のにじみが認められた。 

○ 

「工事管理仕様書」および「工事

施工管理手順書」に，ガスケット

の種別によってギャップ管理（締

付管理および隙間管理）またはト

ルク管理を行うため，締付管理の

方法をフランジ毎に明確にした。

なお，ポンプ（タービン）ケーシ

ン グ部 に つ い て は明 確 に 定 ま っ

ていないため，フランジ組立作業

の管理方法にポンプ（タービン）

ケーシング部の記載を追記した。

○ ○ 

 

36 
保全 

品質 
H16.10.12 

福島第一－３ 

原子炉建屋からの放射線測定器の誤

搬出について 

搬出物品の測定に用いていた放射線

測定器を，測定終了後に誤ってトラ

ッ ク と と も に 管 理 区 域 外 に 搬 出 し

た。 
○ 

(1)「放射線作業管理手順書」に
以下を追記した。 
a.搬出測定終了後の搬出物品一
品毎の員数確認 
b.放射線測定器の員数確認 
c.搬出予定物品以外の物品が搬
出された場合の対応 

(2)車両への放射線測定器の置き

忘れ防止のため，各大物搬入口内

に放射線測定器の仮置場所を設置

するとともに注意喚起を促す表示

を取付けた。 

○ ○ 

 

37 
保全 

品質 
H16.10.17 

福島第二－４ 

原子炉隔離時冷却系における運転上

の制限の逸脱 

第 12回定期検査後の原子炉起動中の

ところ，原子炉圧力約 7.0MPa到達後

の平成 16年 10月 17日７時７分頃，

原子炉隔離時冷却系（以下，「ＲＣＩ

Ｃ」という）の運転確認試験を実施

し運転状態が良好であることを確認

した後，ＲＣＩＣを停止した際，Ｒ

ＣＩＣタービン蒸気加減弁が，通常

全開状態であるべきところ，中間開

度 で 停 止 し て い る こ と が 確 認 さ れ

た。このため，ＲＣＩＣが動作可能

な状態であることの確認ができない

ことから，保安規定第 41条第１項の

「運転上の制限を満足していない」

と判断し，当該弁の点検調査を実施

することとした。 

○ 

(1)ＲＣＩＣタービン蒸気加減
弁の分解点検において，カーボ
ンパッキンの取替に伴うブッシ
ュのカシメが適切に行われてい
ることの目視点検を点検計画表
に追記した。 
(2)外側ブッシュのカシメ状況
は第 15回定期検査において確認
した。 

(3)内部ブッシュのカシメ状況に

ついては，第 16回定期検査におい

てタービン蒸気加減弁の分解を行

い，カシメを確実に実施するとと

もに，ゆるみ防止ブッシュへの構

造変更を行った。 

○ ○ 

 

38 
保全 

品質 
H16.11.15 

浜岡－４ 

低圧第３給水加熱器（Ａ）ドレンレベ

ルスイッチの部品破損について 

定期点検中，低圧第３給水加熱器 (Ａ) 

ドレンレベルスイッチ（高高用）点検に

おいて，部品(フロート)の変形を確認し

た。また，低圧第３給水加熱器 (Ａ) ド

レンレベルスイッチ（高用）点検におい

て，同様にドレンレベルスイッチ部品

(フロート)の変形を確認した。 

○ 

該当する箇所について，計装配
管に勾配を設け，水素の滞留を
防止する対策を実施した。 

○ ○ 

 

39 
保全 

品質 
H17.1.29 

福島第一－３ 

残留熱除去系弁の不具合について 

定期検査中，平成 17年 1月 29日０時

20分頃，原子炉水の温度調整のため，

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）入口弁（電

動弁）を全開から全閉へ操作したとこ

ろ，閉動作の途中で停止した。 

その後，当該電動弁を手動に切り替

え動作確認を行ったが，３時 35分，

操作できないことが確認された。 

○ 

作業エリアの近傍および金属粉
等が飛散するエリア内にある電
動弁，空気作動弁等の駆動部（ス
テム部）に異物混入防止用の養
生シート等を確実に行うことを
関係会社に再徹底した。 ○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３３ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（9/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

40 
保全 

品質 
H17.2.18 

浜岡－５ 

復水器水室（Ｃ）出口弁の修理に

ついて 

定格熱出力一定運転中，復水器の

逆洗後の復水器水室（Ｃ）出口弁

の開度が，通常運転中の開度より

も大きい（通常開度設定 63％のと

ころ，開度が約 77％であった）こ

とを運転員が確認した。通常より

も開いた状態になっているので運

転中の開度に戻そうとしたとこ

ろ，当該弁を開閉させる電動機は

動くものの，弁は動かなかった。 

○ 

運転開始から類似弁のグリース

不足による不具合事象は発生し

ていない。また，定期的にグリー

スの取替を実施しているが，念の

ために，第 13回定期検査におい

て類似弁のグリース劣化状況等

を目視点検により異常のないこ

とを確認した。 

○ ○ 

 

41 その他 H17.3.18 

東京工業大 

放射性同位元素実験室のフード内

における火災について 

平成 17年３月 18日，原子炉工学

研究所において，放射性同位元素

実験室の火災報知器が吹鳴した。

このため，同大学の警備員２名が

当該実験室に行ったところ，当該

実験室に設置してあるフード内の

ホットプレートの底部の温度調整

部のプラスチック部分が燃えてい

たため，消火器で消火を行い，鎮

火した。 

○ 

｢放射性気体・液体廃棄物管理手

順書｣に以下の事項を追加した。 

(1)電気品の点検について半年に

１回以上点検を行なう。 

(2)電気品使用後は，コンセント

を抜く。 

○ ○ 

 

42 
保全 

品質 
H17.7.20 

高浜－４ 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機の過

速度トリップについて 

定格熱出力一定運転中のところ，

平成 17年７月 20日，Ｂ－非常用

ディーゼル発電機（以下「Ｂ－Ｄ

／Ｇ」）の，定例の起動試験のため，

Ｄ／Ｇを起動したところ，10時 22

分に中央制御室で「Ｂ－Ｄ／Ｇト

リップ」警報が発信，現地で「過

速度トリップ」警報が発信し，Ｂ

－Ｄ／Ｇが自動停止した。これに

より，保安規定の運転上の制限を

満足しない状態となった。 

○ 

下記を｢点検計画表｣に反映した。 

(1)ピーク回転数の最大値に標準

偏差の３倍を加えた値が過速度

トリップ設定値の下限値を上回

らないことを確認する。 

(2)定期試験時にピーク回転数を

測定し，ピーク回転数管理値を上

回らないことを確認する。 

 

○ ○ 

 

43 
保全 

品質 
H17.8.5 

美浜－３ 

格納容器排気ダクト等の損傷につ

いて 

Ａ格納容器排気ファン出口のピト

ー管がダクトから外れていた。そ

の他に補助建屋排気ダクト溶接部

の割れも確認した。 

○ 

第 14回定期検査において該当す

るダクト溶接部の外観点検を実

施した。 

○ ○ 

 

44 
保全 

品質 
H17.9.10 

敦賀－１ 

制御棒水圧制御ユニットの充填プ

ラグ取替えについて 

電気出力約 15万ｋＷで運転中の平

成 17年９月 10日，制御棒を駆動

させる制御棒水圧制御ユニット

（73体）の１体（制御棒 10－35水

圧制御ユニット）において，制御

棒スクラム・アキュームレータに

窒素を充填する際に使用する充填

プラグのネジ山に不具合が確認さ

れた。 

○ 

「設備別運転要領書 原子炉設

備」に以下を反映すると共に運転

員に周知した。 

(1)充填プラグへの補給用ホース

およびキャップ取り付けの際は

充填プラグに対し水平に取り付

ける。 

(2)ホース継ぎ手またはキャップ

がスムーズに操作できない場合

は一旦外し水平を再確認する。

(3)補給用ホース，キャップと充

填プラグ側のネジ部に異物（ゴミ

等）がないことを確認する。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３４ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（10/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

45 その他 H17.9.22 

大飯―１ 

循環水管点検準備に伴う運転員の負傷

について 

循環水管内の点検準備として，運転員

が循環水管の水抜弁（ブロー弁）を開

放するため，タービン建屋１階面から

恒設のモンキータラップ（垂直梯子）

を使って循環水管フロアーまで降りよ

うとしたところ，モンキータラップの

上部手すりが折れ，約３m下の床面に

落下し，臀部を強打した。 

○ 

(1)垂直梯子について 調査を 行

い腐食のあった垂直梯子につい

ては修理を行った。 

(2)作業手順書および 定検工事

仕様書に垂直梯子で腐食してい

る箇所がないかを事前に確認す

る旨追記した。 

○ ○ 

 

46 
保全 

品質 
H17.10.13 

敦賀－２ 

非常用ディーゼル発電機Ｂ号機の待機

除外について 

定格熱出力一定運転中の平成 17年 10

月 13日，非常用ディーゼル発電機Ｂ号

機の起動試験（毎月１回実施）を行う

ため，同発電機を起動したところ，中

央制御室に「Ｂ Ｄ／Ｇ故障」警報が

発報し，同発電機が自動停止した。 

○ 

(1)「点検工事作業要領書」およ

び「日常保守点検手入工事作業

要領書」に油さし等の使用方法

および保管方法に関する記載を

追記した。 

(2)「日常保守点検手入工事作業

要領書」に油小出槽に潤滑油を

補給した後，小出槽内に水がな

いことを確認することを追記し

た。 

○ ○ 

 

47 
保全 

品質 
H17.12.22 

浜岡－１ 

放射線管理区域入域時における個人線

量計の未着用について 

屋外に設置されている復水タンク廻り

（放射性物質による汚染の恐れのない

放射線管理区域）の配管・弁室で点検

作業を行っていた協力会社作業員２名

が，個人線量計を着用せずに同区域へ

入域した。 

○ 

(1)｢放射線管理要領｣に屋外タ

ンク等の飛地管理区域へ入域す

る場合にＡＰＤ等個人線量計の

着用を確認する旨追記し，具体

的な出入手順を｢放射線作業管

理手順書｣に定めた。 

(2)放射線管理 要領等の改正 内

容を関係者に周知した。 

○ × 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

（国内-3） 

48 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H18.1.26 

志賀－２ 

原子炉隔離時冷却系の蒸気供給隔離弁

点検のための原子炉停止について 

原子炉起動中，ＲＣＩＣ蒸気供給隔離

弁開閉試験を実施していたところ，外

側隔離弁が全閉できなかった。 運転上

の制限を満足しない状態であると判断

した。その後，当該弁は正常に閉動作

することを確認したが，当該弁を点検

するため原子炉を停止した。 

○ 

(1)当該電磁接 触器と 同型の も
のは，第 13回定期検査において
点検を行った。 
(2)作業要領書に清掃 後にス プ
リングの位置を確認する旨追記
した。 ○ ○ 

 

49 その他 H18.2.14 

ＮＩＳＡ指示文書 

個人被ばく線量評価用ガラスバッジの

感度補正の誤りについて 

平成 17年８月から 12月における個人

被ばく線量評価用ガラスバッジによる

被ばく線量評価の一部に感度補正の誤

りがあった。 

○ 

「放射性同位元素取扱要領」に
記録値の単位に誤りがないこと
を確認する旨追記した。 

○ ○ 

 

50 
保全 

品質 
H18.3.19 

福島第一－３ 

原子炉内における異物の回収について

点検停止中のところ，原子炉シュラウ

ド外周部において，平成 18年３月 19

日棒状の金属（直径約 13mm，長さ約

80mm）を回収した。 

○ 

「工事管理仕様書」にテールガ
イド型電動弁および操作用減速
機付き弁について，二分解を行
う場合は芯出しジグを使用し，
テールガイドが確実に弁箱内所
定の位置へ挿入されることの確
認を行う旨追記した。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３５ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（11/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

51 その他 H18.3.27 

志賀－１ 

復水器真空度測定用配管の溶接部のひ

びについて 

定期検査中，タービン建屋内にある復

水器蒸気側の内部を点検していたとこ

ろ，平成 18年３月 27日に復水器真空

度測定用配管 16本のうち，１本の溶接

部１箇所にひびを確認した。他の 15

本については外観目視点検を行い，異

常がないことを確認した。 

○ 

第 14回定期検査において対象
となる継ぎ手溶接部に対して以
下の点検を行った。 

真空度測定用配管，バスケット

溶接部についてＰＴ検査を実施

した結果，異常はなかった。 ○ ○ 

 

52 
保全 

品質 
H18.5.16 

美浜－３ 

格納容器内での水漏れについて 

定期検査中，中央制御室で格納容器サ

ンプの水位の上昇を示す「格納容器サ

ンプ水位上昇率高」の警報が発信し，

確認したところ，仮設のキャビティ浄

化装置のホースからキャビティ水の漏

えいを確認した。 

○ 

「工事施工管理手順書」，「工事

管理仕様書」に仮設備（浄化装

置，水中ポンプ等）を設置した

場合には，運転状態が容易に識

別できるよう表示を取付ける旨

追記した。 

○ ○ 

 

53 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H18.6.7 

福島第二－１ 

残留熱除去系(Ａ)停止時冷却注入弁の

損傷について 

原子炉停止時冷却モードの流量増加操

作のため流量調節用の停止時冷却注入

弁の開操作を開始したところ，系統流量

の指示値約 450m3/hから０m3/hに低下

した。当該弁を分解し点検した結果，弁

棒が折損していることを確認した。 

○ 

「 工 事 施 工 管 理 手 順 書 」 に 弁

棒・弁体の点検，取替えにあた

っては専用の治具・工具を使用

して確実に締め付ける旨追記し

た。 ○ ○ 

 

54 その他 H18.6.26 

泊－２ 

２Ａ,Ｂ－ＳＧ水位偏差大警報発信の

起因となった２Ａ－主給水ポンプミニ

マムフロー制御弁の動作不調について 

２Ａ－主給水ポンプミニマムフロー制

御弁が全開となり，一時的に主給水流

量が減少したことによりＳＧ水位が低

下し，「２Ａ，Ｂ－ＳＧ水位偏差大」警

報が発信した。 

○ 

ガ ス ケ ッ ト の 材 質 が ゴ ム の 場

合，時間経過により緩みが発生

する場合があることから，作業

要領書に，パイロットリレー取

り付け後再度増し締めを行い，

リークチェックを行う旨追記し

た。 

○ ○ 

 

55 その他 H18.7.10 

ＪＡＮＴＩ 

周辺土壌への液体放射性物質流出によ

る地下水汚染防止 

米国発電所において，公衆の健康に影

響を及ぼさない濃度ではあるものの，

トリチウム等の液体放射性物質が所定

の放出経路を経由せずに周辺土壌へ流

出したことに鑑み，信頼性確保の観点

から必要な対応措置を検討するよう電

気事業者へ通知する。 

○ 

放 射 性 物 質 が 直 接 土 壌 に 流 出
する可能性がある設備として，
主 排 気 筒 の ド レ ン 管 が あ る た
め，点検計画及び点検計画表に，
ドレン管の点検（１回／10年）
を追記した。 ○ ○ 

 

56 
保全 

品質 
H18.8.1 

浜岡－３ 

定期検査作業における作業員の管理線

量超過について 

圧力抑制プール内面除染作業に従事し

ていた協力会社作業員 1名に社内基準

を超える被ばくがあった。 

○ 

「放射線管理要領」および「放

射線管理仕様書」に管理区域立

入者の遵守事項の項目を追加す

るとともに関係者に周知した。 

 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３６ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（12/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

57 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H18.8.11 

福島第一－４ 

管理区域外へのトリチウムの放出に

ついて 

定格電気出力にて運転中のところ，

平成 18年７月 31日に，前日の純水

補給水 系の 使用量と その供 給先の

使用量 に不 整合が確 認され たこと

から，原因を調査していたところ，

平成 18年８月５日に，復水補給水

系と純 水系 の境界と なる除 染純水

入口弁（以下，「当該弁」という）

が全開（通常は全閉）となっている

ことを確認し，直ちに当該弁を全閉

状態とした。 

○ 

「作業票取扱手順書」および「系

統構成台帳」等へ以下の事項を追

加した。 

(1)ラック内の放射性と非放射性

の境界弁（止め弁）を運転部門の

管理とし，境界弁に識別表示を行

う。 

(2)操作にあたっては作業票によ

るタグ管理とする。 

 

○ ○ 

 

58 
保全 

品質 
H18.10.5 

浜岡 

放射線 管理 区域に おけ る個 人線量

計の未着用について 

廃棄物減容処理装置建屋において，

協力会社作業員１名が，警報付個人

線量計 を持 たずに放 射線管 理区域

に入域した。 

○ 

(1)｢放射線管理要領｣に屋外タン

ク等の飛地管理区域へ入域する

場合にＡＰＤ等個人線量計の着

用を確認する旨追記し，具体的な

出入手順を｢放射線作業管理手順

書｣に定めた。 

(2)放射線管理要領等の改正内容

を関係者に周知した。 

○ × 

資料 4.2.2-2

反映状況の

考察および

追加措置 

（国内-3） 

59 
保全 

品質 
H18.11.20 

東海第二 

原子炉 停止 時冷却 系停 止に 伴う運

転上の制限逸脱について 

定期検査中，「停止時冷却系入口流

量大」を示す警報が発報し，残留熱

除去系（Ａ）が停止した。原子炉停

止時冷 却系 につい て運転上 の制限

逸脱を宣言した。 

○ 

(1)「作業票取扱手順書」に，同

一作業票内に点検許可期間が異

なる点検機器がある場合，作業担

当者に修正依頼および安全処置

修正依頼をする旨追記した。 

(2)ヒヤリハット事例集により，

当直員に周知した。 

○ ○ 

 

60 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.7.16 

柏崎刈羽－６ 
【新潟県中越沖地震】６号機の放射
性物質の漏えいについて 

平成 19年 7月 16日 10時 13分頃発

生した新潟県中越沖地震に伴うパト

ロールにおいて，12時 50分頃，６

号機原子炉建屋３階および原子炉建

屋中３階（３階と４階の中間階）の

非管 理区 域に おい て水 溜り を確認

し，また原子炉建屋中３階（非管理

区域）上部空調ダクト吹出口付近か

ら水が滴下していることを確認した

ため，試料を採取の上，放射能の測

定を行ったところ，18時 20分，漏

えい水中に放射性物質が含まれてい

ることを確認した。漏えい量は，原

子炉建屋３階（非管理区域）におい

ては約 0.6 ，原子炉建屋中３階（非

管理区域）においては約 0.9 ，放射

能量はそれぞれ約 2.8×102ベクレ

ル，約 1.6×104ベクレルであった。 

○ 

原子炉建屋オペフロ大物搬入

口，階段室，新燃料貯蔵ピット

等の開口部について溢水対策

（防水堰設置，防水化等）を実

施した。 

 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３７ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（13/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

61 
保全 

品質 
H19.7.16 

柏崎刈羽 7号機 

制御室建屋２階 中央制御室天井の

地震による脱落・ひび割れ・非常灯

ずれ・点検口開放 

中央制御室において，飾り照明の落

下，天井化粧板の脱落・ひび，非常

灯ズレ，点検口開放を確認した。地

震の震動により落下，脱落等が発生

したものと推定される。 
○ 

(1)中央制御室内天井の点検口
扉については，落下防止用チェ
ーンを取り付け，落下防止を実
施した。 
(2)核物質防護用の監視カメラ
については，取付は壁面に支持
金 具と ボ ー ドア ン カーで 固 定
している。施工会社で荷重計算
を行った結果，強度に約 3倍の
余 裕が あ る こと が判 明し た た
め，対策不要と判断した。 
(3)中央制御室の照明設備につ
いては，脱落防止対策を既に実
施 済 み で あ る た め対 策 不 要 と
判断した。 

(4)中央制御室空調換気系ダクト

については，耐震重要度分類Ａク

ラスで設計されており，容易に落

下することはなく対策不要と判

断した。 

○ ○ 

 

62 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅱ．地震発生時の各安全機能等の確
保４．教訓と課題（１）運転員の訓
練 
（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告
書）今回の地震発生対応は適切であ
ったものの，従来のシミュレータ訓
練では，地震発生後のスクラム対応
として，単発のトラブルが発生し，
それを保全グループに電話で対応依
頼をすれば終了という単純な訓練で
あった。これに対し，今回の地震時
には，様々なトラブルが発生し，短
時間の間にどれを優先するのかの判
断に迫られている。今後，こうした
訓練とのギャップを埋める工夫とし
て，今回の地震により発生した多重
故障（地震発生，原子炉スクラム，
所内ボイラトリップ）を分析し，地
震を起因とする多重故障への対応を
シミュレータ訓練だけでなく机上訓
練も踏まえ，具体化する必要がある。
さらに，今後，このような事象が発
生した場合の中央制御室における対
応について分析を行い，知見を蓄積
していくことが必要である。 

○ 

平成 20年５月から各班共通に作

成した多重事故発生時の訓練シ

ナリオに基づき訓練を開始した。

○ ○ 

 

63 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅱ．地震発生時の各安全機能等の確
保４．教訓と課題（２）体制の整備・
強化 
（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告
書）今回のような地震を想定した場
合，中央制御室における冷温停止に
向けた操作と現場確認を併行して行
うのは，関係者からのインタビュー
から通常の当直体制の人員では対応
が厳しい面もある。今後は，火災の
対応体制等も含め，総合的な評価を
もとに緊急対策要員も含めた体制の
整備・強化を行う必要がある。 

○ 

 

「異常事象発生時の対応要領」で

規定している地震発生時におけ

る保安確認等一覧表，地震発生後

発電所設備保安確認チェックシ

ートの見直しを行うとともに， 

各班１名増員した。 ○ 

 

○ 

 

 

64 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅲ,４,（２）中越地震発生時の作業
員の管理区域からの退域について 
（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告
書）地震発生等により，作業員を管
理区域から退避させる場合の避難場
所，避難後の作業員に対する表面汚
染密度の測定および避難訓練等の緊
急時の対応について検討し整備する
必要がある。 

○ 

「放射線管理手順書」について人

の流れがワンスルーになるよう

待機エリア，汚染検査エリア，汚

染検査手順等を見直すとともに，

関係者に周知した。 ○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３８ 

 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（14/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

65 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅲ,４,（３）燃料集合体の原子炉内
装荷時における着座について（３．
（２）④燃料取替機荷重異常発生） 

（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告

書）５号機において原子炉内から使

用済燃料プールへ燃料を取り出す作

業を実施していた際，原子炉内燃料

座標 03－06の燃料下部が燃料支持

金具から外れていることが確認され

た。 

○ 

(1)燃料装荷時の燃料着座位置

（Ｚ軸指示値）の目標範囲を設

定し管理を実施した。 

(2)燃料装荷時のＺ軸指示値の 目

標範囲は，定期検査の都度，燃料

取出時のＺ軸指示値実績を検討し

適切に設定した。 

○ ○ 

 

66 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅲ．地震発生に伴い発生した不適合
事象４．教訓と課題（１）ホウ酸水
注入系配管保温材の損傷について 
（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告
書）定期検査の際に使用する仮置き
物品等については，地震により，安
全重要度の高い機器等に損傷を与え
ないよう適切に固縛を行う等，対策
を行う必要がある。 

○ 

「本館建物内仮置き物品の地震対

策について」により，現場への仮

置き物品の地震対策を策定し，作

業安全管理部会にて協力会社に周

知した。 ○ ○ 

 

67 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 
Ⅳ．４．（２）運転員の訓練カリキュ
ラム作成プロセスにおける根本原因 

（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告

書）通常使用出来るグランド蒸気俳

風機の自動化機能が使用出来なかっ

たため手動操作で対応していたが，

グランド蒸気排風機の停止操作に関

する手動操作の訓練が実施されてい

なかったため，グランド蒸気排風機

停止の認識が薄く停止操作が適切に

実施されなかった。今後，通常使用

する設備，機能が地震災害等により

使用できない状況を想定した運転員

の訓練カリキュラムが作成されるよ

うに訓練カリキュラム作成プロセス

を改善する必要がある。 

○ 

「原子力運転研修手順書」の研修

計画作成の項に，中越沖地震事象

の反映として行う教育訓練等につ

いて，教育計画に反映する旨追記

した。 

○ ○ 

 

68 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽 

Ⅳ．４．（４）管理区域に隣接する非

管理区域への放射性物質を含む漏え

いのリスクを考慮しない放射線管理

プロセスの問題 

（平成 19年 12月 19日関村ＷＧ報告

書）管理区域に隣接する非管理区域

における放射性物質を含む漏水のサ

ンプリング手法が定められていなか

ったため，漏水の分析が遅れ放射性

物質を含む水を系外に放出した。今

後，管理区域に隣接する非管理区域

の管理のプロセスを構築し，通常時

の管理および地震等災害時の管理に

ついて明確にしておく必要がある。 

○ 

(1)「放射線管理手順書」に，地震

等により管理区域の内外において

漏えい水等が複数箇所で発生した

場合は，管理区域外の漏えい水等

を優先して分析する旨追記した。
(2)「非常時災害対策手順書（プラ
ント監視班）」に流出防止の処置チ
ェックシートを作成し管理する旨
追記した。 
(3)「放射線管理手順書」の漏えい
水の対応について，サンプリング
手法および役割分担を明確にし
た。 

○ ○ 

 

69 その他 H19.7.16 

柏崎刈羽－４，６，７ 

使用済み燃料貯蔵プール内の水中作

業台の外れ 

地震後のパトロールにおいて，使用

済燃料貯蔵プール内に取り付けられ

ている水中作業台が外れ，使用済燃

料 上 に 落 下し て い る こ と を 確 認 し

た。 

○ 

(1)「工事施工管理手順書」およ

び「工事管理仕様書」へ使用済

燃料プール，原子炉内で使用す

る機材の落下防止について明記

した。 
(2)水中作業台に ついては作業 で
必要な時のみ取り付ける運用とし
た。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－３９ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（15/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 
予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

70 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.7.16 

柏崎刈羽－６ 

原子炉建屋３階，中３階の非管理区

域への放射能含む水の漏えい・海へ

の放射能放出 

平成 19年 7月 16日 10時 13分頃発

生した新潟県中越沖地震に伴うパト

ロールにおいて，12時 50分頃，６号

機原子炉建屋３階および原子炉建屋

中３階（３階と４階の中間階）の非

管理区域において水溜りを確認し，

また原子炉建屋中３階（非管理区域）

上部空調ダクト吹出口付近から水が

滴下していることを確認したため，

試料を採取の上，放射能の測定を行

ったところ，18時 20分，漏えい水中

に放射性物質が含まれていることを

確認した。 

○ 

原子炉建屋オペフロ大物搬入口，

階段室，新燃料貯蔵ピット等の開

口部について溢水対策（防水堰設

置，防水化等）を実施した。 

 

○ ○ 

 

71 
保全 

品質 
H19.7.16 

柏崎刈羽－３ 

原子炉建屋ブローアウトパネル破損 

平成 19年７月 16日 15時 37分，原

子炉建屋ブローアウトパネルが外れ

たため，原子炉建屋の負圧を維持で

きないおそれがあるものと判断した

ことから，運転上の制限からの逸脱

を宣言した。その後，同日 23時７分，

原子炉が冷温停止（炉水温度が 100℃

未満）状態となり，原子炉建屋の負

圧を維持することが要求されない状

態となったため，同時刻に運転上の

制限内への復帰を宣言した。なお，

当 該 ブ ロ ー ア ウ ト パ ネ ル に つ い て

は，７月 21日に仮復旧を行った。ま

た，同号機及び２号機のタービン建

屋についても，ブローアウトパネル

が外れていたことから，７月 20日に

仮復旧を行った。 

・タービン建屋ブローアウトパネル

破損 

・タービン建屋海側・山側ブローア

ウトパネル外れ・脱落 

72 
保全 

品質 
H19.7.16 

柏崎刈羽－２ 

タービン建屋ブローアウトパネル破

損 

73 
保全 

品質 
H19.7.16 

柏崎刈羽－３ 

タービン建屋海側・山側ブローアウ

トパネル外れ・脱落 

○ 

(1)早期に復旧できるようチェー

ンブ ロック吊り 下げ用のフッ ク

を取付けた。 
(2)ブローアウトパネルが地震に
より外れた場合の予備のクリッ
プを準備した。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４０ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（16/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

74 
保全 

品質 
H19.7.16 

柏崎刈羽－１，２，３，４，５，６，７ 
中越沖地震各サービス建屋退域モニ
タ故障について 
平成 19年 7月 16日発生の新潟県中
越沖地震により，各サービス建屋退
出モニタで検出器のズレ（検出器の
飛び出し），駆動部故障が発生した。
（１，２号機サービス建屋７台中６
台で検出器ズレ等発生。３，４号機
サービス建屋８台全て検出器ズレ発
生。５号機サービス建屋６台中５台
で検出器ズレ発生。６，７号機サー
ビス建屋８台中７台で検出器ズレ発
生。） 

○ 

「放射線管理手順書」について人

の流れがワンスルーになるよう

待機エリア，汚染検査エリア，汚

染検査手順等を見直すとともに，

関係者に周知した。 

○ ○ 

 

75 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.7.16 

柏崎刈羽－１，２，３，４，５，６，７ 

【新潟県中越沖地震】１～７号機原

子炉建屋オペレーティングフロアに

おける溢水 

(1) 原子炉建屋３階オペフロ全域水

浸し 

(2) 原子炉建屋使用済み燃料プール

水飛散 

(3) 原子炉建屋オペフロ床への使用

済燃料プール水飛散 

(4) 原子炉建屋使用済み燃料プール

水散逸による原子炉建屋オペフロ水

浸し・ＳＦＰ混濁不可視 

(5) 原子炉建屋オペフロほぼ全域へ

の使用済燃料プール水飛散 

(6) 原子炉建屋（管理）オペフロほぼ

全域への使用済燃料プール水飛散 

(7) 原子炉建屋４階オペフロ全域水
たまり有り 

〇 

燃 料 プ ー ルの 溢 水 対 策と し て 以

下を実施中である。 

(1)燃料プール階下への流出防止

対策として，床開口部には堰を設

置した。 

(2)燃料プールからの水の流出防

止対策として，燃料プール廻りに

設 置 し て い る手 摺 の 取 替え を 実

施中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

76 
その

他 
H19.7.30 

柏崎刈羽 

ヤードタービン建屋サンプドレン№8

流入水油混入およびＫ１～４放水庭に

微量の油膜確 

タービン建屋サブドレンおよび１～

４号機放水口での微量の油膜を確認

した。変圧器から漏れた油が，防油

堤の損傷部から土壌を経由してサブ

ドレンに流入し放出されたものと推

定される。 

〇 

オ イ ル フ ェ ン スを 配 置 済 み で あ

るが，平成 23年３月 11日に発生

し た 東 北 地 方 太平 洋 沖 地 震 等 を

踏まえ，更なる追加対策が必要か

どうか検討中である。 

△ － 

 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４１ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（17/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

77 
保全 

品質 
H19.7.31 

柏崎刈羽－３ 

中越沖地震３号機原子炉建屋地下２

階ホウ酸水注入系注入ライン配管板金

保温へこみについて 

柏崎刈羽原子力発電所３号機におい

て，新潟県中越沖地震後の現場確認作

業で，原子炉建屋地下２階にあるホウ

酸水注入系注入ライン配管（格納容器

外側貫通部）板金保温材に点検機材が

移動してぶつかったと思われるへこみ

が確認された。 

○ 

「本館建物内仮置き物品の地震

対策について」により現場への仮

置き物品の地震対策を策定し，作

業安全管理部会にて協力会社に

周知した。 

○ ○  

78 その他 H19.8.8 

ＪＡＮＴＩ 

ガス消火装置の運用管理の留意事項

について 

平成 19年８月８日，ピーチボトム原

子力発電所２。３号機の非常用ディー

ゼル発電機において，壁掛け型可搬式

二酸化炭素ガス消火装置のシール劣化

により，二酸化炭素ガスが放出された。

制御室に報告され非常用ディーゼル発

電機室内にいた作業員は退避し，アラ

ートが宣言された。 

○ 

(1)消火設備の点検を定期的に

実施しており，放出・漏えいが

ないことを確認している。 

(2)「安全管理手順書」にガス消

火設備設置エリア内での作業に

ついてを追記するとともに，同

手順書様式の安全対策計画書に

「炭酸ガス／ハロン消火設備」

を追加した。 

(3)「安全対策仕様書」に，ガス

消化設備設置エリア内での作業

についてを追加した。 

○ ○ 

 

79 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.9.3 

大飯－１ 

Ａ－封水注入フィルタ付近からの漏

洩について 

定格熱出力一定運転中のところ，平成

19年９月３日 21時 15分に運転員が加

圧器および体積制御タンクの水位が低

下傾向にあることを確認した。 

直ちに関連パラメータを確認したと

ころ，補助建屋の床ドレンタンク水位

の上昇傾向が確認されたため，補助建

屋内の点検を行った結果，21時 28分

に補助建屋 17mのフィルタバルブ室内

の天井から水漏れを確認し，21時 30

分にＡ－封水注入フィルタ付近から漏

えいしていることが判明した。 

○ 

「工事管理仕様書」および「工

事施工管理手順書」に，ガスケ

ットの種別によってギャップ管

理（締付管理および隙間管理）

またはトルク管理を行うため，

締付管理の方法をフランジ毎に

明確にした。なお，ポンプ（タ

ービン）ケーシング部について

は明確に定まっていないため，

フランジ組立作業の管理方法に

ポンプ（タービン）ケーシング

部の記載を追記した。 

○ ○ 

 

80 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.9.19 

泊－１ 

非常用ディーゼル発電機起動不能に

伴う原子炉手動停止について 

泊発電所原子炉施設保安規定に基づ

き，平成 19年９月 18日，１Ｂ－非常

用ディーゼル発電機の定期試験を行っ

ていたところ，13時 37分に「シリン

ダ冷却水圧力異常低」により自動停止

し，動作不能となった。 
○ 

(1)以下の内容を調速装置分解点

検に係る要領書に反映した。 

a.調速装置本体外面の目視検査

項目に，「ネジ接続部」を追加す

る。 

b.調速装置本体のネジ接続部に

はロックタイトを使用し，シール

テープは使用禁止とする。 

c.潤滑油の補給，取替えを行う

際は，フィルタを介す旨追記す

る。                                              

(2)「工事施工管理手順書」およ

び「工事管理仕様書」に異物混

入防止に係る事項を追記する。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４２ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（18/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

81 
保全 

品質 
H19.11.9 

東海第二 
ドライウェル内核分裂生成物モニタ
リング系（ＦＰＭ）チャコールカー
トリッジ入口配管の不具合について 
定格熱出力一定運転中のところ，８

月頃から格納容器内圧力に若干の低

下が認められたため，原因調査を実

施することとした。この調査の一環

で，ドライウェル内核分裂生成物モ

ニタリング系を隔離し，詳細な漏え

い確認を実施したところ，チャコー

ルカートリッジ入口配管（ヒータ付）

（以下，「加熱管」という。）等から

の漏えいが確認された。このため平

成 19年 11月９日 16時頃，加熱管の

保温材を外したところ，当該配管お

よびヒータが黒色に腐食し割れてい

ることが確認された。 

○ 

(1)第 16回定期検査においてヒ

ータ付配管４台の取替を実施し

た。 

(2)定期検査作業手順書にポンプ

停止中はヒータＣＯＳ「切」を明

記した。 

(3)現場盤に注意喚起表示を行っ

た。 

 ○ ○ 

 

82 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H19.11.10 

女川－３ 
女川原子力発電所３号機気体廃棄物
処理系における水素濃度上昇に伴う
原子炉停止について 
第４回定期検査中の原子炉起動時に
おいて，平成 19年 11月 10日に発電
再開したところ，12時 11分，気体廃
棄物処理系「排ガス除湿冷却器出口
水素濃度高」警報が発生した。確認
したところ，除湿冷却器出口の水素
濃度が 0.4％から，計器上限（５％）
に上昇しており，さらに，警報発生
後，気体廃棄物処理系流量が上昇
（7.2m3/h→27.1m3/h）した。 

原因を調査するために，運転手順書

に基づき，15時 19分，原子炉を手動

で緊急停止した。 

○ 

「タービン設備別運転要領」およ

び「発電所起動停止運転要領」へ

排ガス処理系系統流量の確保に

ついて追記した。 

○ ○ 

 

83 
保全 

品質 
H19.11.11 

柏崎刈羽－５ 
中越沖地震柏崎５号機 燃料集合体
の燃料支持金具からの外れについて 
平成 19年 11月３日から炉内点検の
ため原子炉内から使用済燃料プール
へ燃料移動作業を行っていたが，11
月 11日，764体中 705体目の燃料（最
外周部）を移動していたところ，燃
料交換機の荷重が大きくなったこと
を示す警報が発生し，燃料交換機の
自動運転が停止した。 

 当該燃料集合体を除いた残りの燃

料の移動作業が終了した後，11月 14

日，水中カメラを使用して当該燃料

集合体の外観を点検したところ，燃

料集合体が正しい装荷位置である燃

料支持金具から外れていることを確

認した。 

○ 

(1)燃料装荷時の燃料着座位置

（Ｚ軸指示値）の目標範囲を設定

し管理を実施した。 

(2)燃料装荷時のＺ軸指示値の目

標範囲は，定期検査の都度，燃料

取出時のＺ軸指示値実績を検討

し適切に設定した。 

○ ○ 

 

84 
保全 

品質 
H19.11.18 

福島第一－６ 
定期検査中の福島第一原子力発電所
６号機における燃料交換機の不具合
について 
定期検査中，平成 19年 11月 18日４
時頃，原子炉内への燃料装荷作業に
おいて，燃料を吊っていない状態で
燃料交換機の主マストを巻き上げて
いたところ，主マストの不具合を示
す信号が発生し，燃料交換機が自動
停止した。 

○ 

点検計画・点検計画表へ,スプリ

ングの定期取替１回／５定期検

査（65Ｍ）を反映した。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４３ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（19/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

85 
保全 

品質 
H19.12.15 

大飯－２ 
第２段湿分分離加熱器空気抜管から
の僅かな蒸気漏れに伴う原子炉手動
停止について 
第 21回定期検査で，平成 19年 12月
15日６時 00分に調整運転を開始し，
15時 50分に電気出力 30％に達した
後，計画的に２次系の点検を行って
いたところ，17時 45分頃，点検中の
保修課員が湿分分離加熱器の加熱蒸
気側水室に接続されている第２段湿
分分離加熱器空気抜管の保温材から
僅かに蒸気が出ているのを確認した
ところ，空気抜管直管部のドレント
ラップ出口配管合流部背側に，目視
では確認できない僅かな漏えい箇所
が確認された。 

○ 

減肉傾向が認められる１箇所に

ついて，第 16回定期検査におい

て取替えた。 

○ ○ 

 

86 そ の 他  H20.1.25 

ＪＡＮＴＩ 
仮設足場設置時の留意事項について 
(1)仮設足場を設置する区域内の動
作機器（特に弁，ダンパ）の可動範
囲や監視計器の位置を踏まえて，そ
の範囲に足場を設置しない仕組み，
および仮設足場と機器等の最小隔離
距離が仮設足場の手順書・基準等の
文書（以下手順書等）に記載されて
いるかを確認し，必要に応じて反映
すること。 
(2)プ ラン ト運転 中お よび定 期検 査
時に設置される仮設足場が安全系機
器等の運転に支障を及ぼさないこと
を評価するプロセス，および仮設足
場の完成時に安全系機器等と適切な
間隔が保たれていることを確認する
ことが手順書等に定めてあるか確認
し，必要に応じて反映すること。 

○ 

(1)「工事施工管理手順書」およ

び「工事管理仕様書」に，仮置物

品については，弁アクチュエータ

の行程内等，機器の作動範囲内に

置かないことについて追記した。

(2) 「工事における安全管理手順

書」および「安全対策仕様書」に，

仮設足場の設置等については，弁

アクチュエータの行程内等，機器

の作動範囲内に仮設足場等を設

置しないことを追記した。 

○ ○ 

 

87 
保全

品質 
H20.2.13 

福島第一－５ 
洗濯設備乾燥機排気ダクトの構外へ
の持ち出しについて 
定期検査中の５号機サービス建屋に
おいて，平成 20年２月 13日，過去
に撤去済みの洗濯設備乾燥機につな
がっていた排気ダクトの一部（非管
理区域設置部分。以下，当該ダクト）
が撤去され，本来発電所構内で保管
されるべきところ，構外に持ち出さ
れていたことを確認した。当該ダク
トは洗濯設備乾燥機の排気に使用し
ていたものであるため，内面に放射
性物質による汚染の可能性が考えら
れることから，ただちに当該ダクト
の残りの部分について汚染検査を実
施し，汚染のないことを確認した。 

○ 

「工事施工管理手順書」に非管

理区域内に設置されている配管

やダクト等について管理区域と

の接続で汚染していないか確認

する旨追記した。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４４ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（20/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

88 その他 H20.2.14 

ＮＩＳＡ指示文書 
「ＥＲＳＳへのデータ伝送に係る当面
の運用変更について（依頼）」 
Emergency Response Support System
（以下「ＥＲＳＳ」という。）へのデー
タ伝送については，原子力災害対策特
別措置法（平成 11年法律第 156号）第
10条第１項の規定に基づく通報すべ
き事象を契機として開始する運用とし
ています。今般，原子力安全・保安院
は，平成 19年新潟県中越沖地震での課
題を踏まえ，原子力発電所周辺で大規
模地震が発生した場合における情報連
絡体制の整備の一環として，緊急時に
当該発電所の運転情報や放射線モニタ
測定値等を迅速かつ確実に収集できる
ＥＲＳＳを地震時にも活用していくこ
ととしました。つきましては，実用発
電用原子炉設置者および独立行政法人
日本原子力研究開発機構に対し，新規
ＥＲＳＳのシステムと接続され運用が
開始されるまでの期間，下記のとおり
ＥＲＳＳへのデータ伝送の実施を求め
ます。 
(1)原子力発電所が立地する市町村に
おいて震度６弱以上の地震が発生した
場合には，当該発電所の設置者は，直
ちにＥＲＳＳへのデータ伝送を開始す
る。 

(2)原子力発電所が立地する道府県に

おいて震度６弱以上の地震が発生し，

かつ，当院から特に指示があった場合

には，当該発電所の設置者は，直ちに

ＥＲＳＳへのデータ伝送を開始する。 

○ 

以下の運用とした。 

(1)松江市において震度６弱以

上の地震が発生した場合には，

直ちにＥＲＳＳへのデータ伝

送を開始する。 

(2)島根県内において震度６弱

以上の地震が発生し，かつ原子

力安全・保安院から特に指示が

あった場合には，直ちにＥＲＳ

Ｓへのデータ伝送を開始する。 

(3)Safety Parameter Display 

System（以下「ＳＰＤＳ」とい

う。）伝送端末を連絡責任者席

に追設し，「ＳＰＤＳ伝送マニ

ュアル」を作成する。【端末設

置済（緊対室 1台，連絡責任者

席 1台）】 

(4)ＳＰＤＳ伝送操作は，連絡

責任者・連絡担当者が実施す

る。 

(5)上記について，連絡責任

者・連絡担当者へ周知する。 

 

○ ○ 

 

89 
保全 

品質 
H20.3.11 

福島第一－４ 
廃棄物地下貯蔵設備建屋の排気ダクト
の不具合について 
排気ダクトの点検調査を行っていた協
力企業作業員より，廃棄物地下貯蔵設
備建屋内の排気を主排気筒へ導くダク
トに穴が開いているとの連絡があっ
た。 

〇 

空調ダクトについては，巡視点

検および点検計画表に基づい

た点検を実施しており，腐食等

がみられた場合は適宜，補修・

取替等の対応を行っているが，

屋外ダクトおよび外気取入ダ

クトに特化した点検頻度，内容

等についても検討中である。 

△ － 

 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

90 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H20.3.17 

浜岡－１ 
浜岡原子力発電所１号機復水タンクの
腐食について 
第 19回定期点検中のにおいて，復水タ
ンクの点検を実施していたところ，タ
ンク外表面の一部に腐食があることを
確認した。 

○ 

復水貯蔵タンクの腐食につい
ては，現在，点検計画表に基づ
き定期的に点検しているため，
新たな処置は不要であるが，新
検査制度のもと，劣化メカニズ
ム整理表により各機器の保全
タスクを抽出し，保全サイクル
保全計画を作成した。 

○ ○ 

 

91 
保全 

品質 
H20.4.1 

志賀－２ 
原子炉起動気体廃棄物処理系における
水素濃度上昇に伴う原子炉停止につい
て 
電気出力 226ＭＷで調整運転中のとこ
ろ，平成 20年４月１日 11時９分，「排
ガス除湿冷却器出口水素濃度高」の警
報が発生した。状態確認および排ガス
流量調整後，出力降下準備を行い，11
時 46分，原子炉出力降下を開始し，11
時 57分，警報がクリアした。以降，気
体廃棄物処理系への空気供給量を増加
することにより，排ガス除湿器出口水
素濃度を低下させる調査をしたが，点
検のため原子炉を停止した。 

○ 

(1)「発電所起動停止運転要領
書」へ排ガス再結合器ヒータの
運用を反映した。 
(2)排ガス再結合器の金属触
媒をベーマイトの割合を少な
くした対策触媒に取替え水素
濃度が上昇しないことを確認
した。 
(3)タービンパッキンケースの
シール材を亜麻仁油に変更し，
排ガスサンプリング分析を行い
シロキシサン濃度が十分低いこ
とを確認した。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施   －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４５ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（21/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 
予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

92 
保全 

品質 
H20.4.25 

柏崎刈羽－４ 

【新潟県中越沖地震関連】制御盤の電

源装置の位置ずれについて 

定期検査中，平成 20年４月 25日，中

央制御室内にある平均出力領域モニタ

の制御盤内部を点検していたところ，

当 該 モ ニ タ に 関 す る 電 源 装 置 の １ つ

（カセット式：高さ約 11cm，幅約６cm，

奥行き約 13cm）が，正規の位置から取

り出し方向に数 cmずれていることを確

認した。 

また，制御棒引抜監視装置の制御盤内
部も点検したところ，同様に２つの電
源装置（カセット式：高さ約 11cm，幅
約６cm，奥行き約 13cm）が，正規の位
置から取り出し方向に数 cmずれている
ことを確認した。 

○ 

第 17回定期検査において平均
出力領域モニタ制御盤および
制御棒引抜監視装置の電源装
置前面に抜け止め金具を取付
け，ユニット正面方向への位置
ずれを防止する。 

△ － 

資料 4.2.2-2 

反映状況の 

考察および 

追加措置 

(国内-1) 

93 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H20.5.25 

福島第一－５ 

起動操作中の５号機高圧注水系と原子

炉隔離時冷却系不具合による手動停止

について 
平成 20年５月 23日より原子炉起動操
作を実施中，原子炉圧力 6.93MPaにお
ける高圧注水系（以下，「ＨＰＣＩ」と
いう。）の確認運転のため，平成 20年
５月 25日０時 49分にＨＰＣＩポンプ
を起動したところ，０時 50分に「ＨＰ
ＣＩタービントリップ」等の警報が発
生した。 

○ 

「工事施工管理手順書」および
「工事管理仕様書」に，フラン
ジ組立て作業において，倍力装
置を使用する場合は，倍率等の
設定値を記録するよう追記し
た。 

○ ○  

94 その他 H20.6.27 

電事連 

制御盤内における写真撮影の制限につ

いて 

主給水ポンプ速度制御信号プロセッサ

近くでデジタルカメラを使用し，高周

波干渉により同ポンプ速度が低下し，

蒸気発生器水位低下，手動でプラント

ト リ ッ プ （ イ ン デ ィ ア ン ポ イ ン ト ２

号）。 

デジタルカメラのフラッシュライトに
より計装用空気乾燥制御盤ＥＰＲＯＭ
の マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ に 影 響 を 及 ぼ
し，同乾燥機が制御不良となった（フ
ォートカルホーン１号）。 

○ 

(1)「工事管理仕様書」に，電

波 を出 す機 器の管 理に 関す る

記述他を追記するとともに，社

内および協力会社へ周知した。 
(2) 制御盤等の入口に使用禁
止表示を貼付けた。 

○ ○  

95 
保全 

品質 
H20.6.30 

福島第一－３ 

屋外空調ダクトの点検作業状況につい

て 

各建屋の空調系ダクトの外観やつなぎ

目部など，合計 348箇所の点検を実施

した結果，平成 20年６月 30日に３号

機タービン建屋換気系排気筒と排気ダ

クトのつなぎ目の一部分から気体が漏

えいしていることを確認した。 

〇 

空調ダクトについては，巡視点

検および点 検計画表に基づい

た点検を実施しており，腐食等

がみられた場合は適宜，補修・

取替等の対応を行っているが，

屋外ダクトおよび外気取 入ダ

クトに特化した点検頻度，内容

等についても検討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４６ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（22/33） 

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

96 その他 H20.7.10 

ＪＢＳＩＬ 

志賀－２気体廃棄物処理系停止中の保

管方法 

原子炉起動時に気体廃棄物処理系排ガ

ス再結合器出口の水素濃度が上昇した

ため，原子炉を手動停止した。気体廃

棄物処理系停止中においては，排ガス

復水器周りのドレン抜きおよび排ガス

再 結 合 器 電 気 ヒ ー タ を 通 電 状 態 で 保

管。 

○ 

「発電所起動停止運転要領書」

に，排ガス再結合器ヒータの運

用を追記した。 

○ ○  

97 
保全 

品質 
H20.10.10 

東海第二 
雑固体減容処理設備冷却室内における
溶融金属等の飛散に伴う発煙について 
平成 20年 10月 10日６時 32分，増強

廃棄物処理建屋２階の雑固体減容処理

設備溶融炉キャニスタ冷却室（昇降機

エリア）（以下，「冷却室」と言う。）に

て現場管理していた雑固体減容処理設

備委託運転員が，キャニスタ昇降機に

定置されたキャニスタが通常に比べ早

い速度で降下し，着座時のショックで

溶融物が床面に飛散，冷却室内に白煙

が発生・充満していることを確認した。 

○ 

(1)電動機ファンカバーを取付

け，異物混入防止を図った。 

(2)溶融炉下部床面に断熱材を敷

き，作業性の観点からその上にＳ

ＵＳ鋼板の敷詰めを行った。 

(3)キャニスタコンベヤ室および

冷却ボックス室の床面に断熱材

の敷詰め，断熱処理を強化した。 

(4)冷却室壁面に貼り付けてある

断熱パネル間の隙間に断熱材を

充填することにより，溶融物の外

部流出防止を図った。 

○ ○ 

 

98 その他 H20.10.14 

柏崎刈羽－１，３ 
柏崎刈羽原子力発電所１，３号機にお
ける排気筒モニタサンプリングライ
ンの損傷 
定期検査中，主排気筒放射線モニタサ
ンプリング配管について保温材取外
し後の点検を実施していたところ，平
成 20年 10月 14日午後１時３分頃，
当該配管の吸込側配管（直径約 20mm）
に幅約４mm（最大），長さ約５cmの損
傷が１箇所あり，外気を吸引している
可能性があることを確認した。 

○ 

各点検計画，点検計画表に屋外サ

ンプリング配管の目視点検を追

記した。 

○ ○ 

 

99 
保全 

品質 
H20.10.22 

福島第一－１～６ 
屋外空調ダクト点検および予防保全
作業の終了について 
(1)福島第一原子力発電所における屋
外空調ダクトの点検作業終了につい
て 
３箇所のつなぎ目等から気体が漏え
いしていることを確認。 
(2)福島第一原子力発電所５，６号機
タービン建屋における空調ダクトの
建屋貫通部の不具合について 
空調ダクトの建屋貫通部において気
体が建屋内に流入している箇所が確
認された。 
(3)福島第一原子力発電所３，４号機
原子炉建屋排気ダクト接続部からの
空気の漏えいについて 
排気ダクト接続部のシールテープを
一部剥がして放射能を測定した結果，
放射性物質は確認されなかった。 
(4)福島第一原子力発電所における屋
外空調ダクト（本体）および屋外空調
ダクト建屋貫通部の点検作業終了に
ついて 
最終的に８箇所で漏えいを確認。 
(5)福島第一原子力発電所における屋
外空調ダクト接続部の漏えい防止機
能強化作業の終了について 
平成 20年 10月 22日に屋外空調ダク
ト接続部の漏えい防止機能を強化す
る作業をすべて終了し，新たな空気の
漏えい箇所は確認されなかった。 

〇 

空調ダクトについては，巡視点検

および 点検計画表に基づ いた点

検を実施しており，腐食等がみら

れた場合は適宜，補修・取替等の

対応を行っているが，屋外ダクト

および 外気取入ダクトに特化 し

た点検頻度，内容等についても検

討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４７ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（23/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

100 
保全 

品質 
H20.11.22 

柏崎刈羽－７ 
柏崎刈羽原子力発電所７号機ター
ビン建屋における火災について 
平成 20年 11月 22日 21時 10分頃
より，定期検査中の７号機タービン
建屋 1階大物搬入口付近（管理区
域）で洗浄機を使用して低圧タービ
ン（Ａ）ロータの洗浄作業を行って
いたところ，21時 45分，洗浄液に
引火し火災が発生した。 

○ 

「 工 事 に お け る 安 全 管 理 手 順

書」および「安全対策仕様書」

に以下の事項を追記した。 

(1)危険物取扱作業場所では電

動洗浄機および電動噴霧機は使

用しないこと。 

(2)危険物取扱作業場所および

その周辺で使用する電動器具等

は防爆構造のものを使用する。

○ ○ 

 

101 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H20.12.11 

敦賀－１ 
中央制御室換気空調系外気取り入
れダクトの腐食について 
第 32回定期検査期間中の平成 20年
12月 11日に中央制御室換気空調系
送風機ＨＶＡ－１Ｂの点検後の試
運転時に換気系室の点検を行って
いたところ，サービス建屋３階に設
置されている中央制御室換気空調
系外気取り入れダクトに２箇所の
腐食孔（長さ約 20cm，幅約 10cmと
長さ約 10cm，幅約 10cm）があり，
腐食孔から外気の吸い込みがある
ことが確認された。 

〇 

中央制御室空調換気系外気取

り入れダクトについては耐食

性を考慮した材料，塗装を使用

するとともに，巡視点検および

点検計画表に基づいた点検を

実施しており，腐食等がみられ

た場合は適宜，補修・取替等の

対応を行っているが，屋外ダク

トおよび外気取入ダクトに特

化した点検頻度，内容等につい

ても検討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

102 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H20.12.30 

浜岡－５ 
調整運転中における原子炉の手動
停止について（気体廃棄物処理系の
水素濃度上昇） 
平成 20年 12月 27日に原子炉を起
動し，同月 29日除湿冷却器出口水
素濃度が約 0.3％から緩やかに上昇
を始めた。翌 30日午前０時過ぎよ
り除湿冷却器出口水素濃度の上昇
率が上がった。その後，同 27分に
「排ガス除湿冷却器出口水素濃度
高」の警報が点灯した。このことか
ら，排ガス再結合器の機能が低下し
ていると考え，気体廃棄物処理系を
隔離し原子炉を手動停止させた。 

○ 

(1)排ガス除湿冷却器水素濃度

の計測時間の遅れを改善する

ため，サンプリング配管の口径

を変更した。 

(2)排ガス再結合器の金属触媒

をベーマイトの割合を少なく

した対策触媒に取替を行い，水

素濃度が上昇しないことを確

認した。 

(3)低圧タービンパッキンケー

スの液状パッキンを亜麻仁油に

変更し，排ガスのサンプリング

分析を行った。分析の結果，シ

ロキサン濃度が十分低いことを

確認した。 

 

○ ○ 

 

103 
保全 

品質 
H20.12.31 

敦賀－１ 
新廃棄物処理建屋換気系ダクトの
腐食について 
第 32回定期検査中に確認された中
央制御室換気空調系外気取り入れ
ダクトの腐食事象を踏まえ，換気系
ダクトについて点検を行っていた
ところ，平成 20年 12月 31日，屋
外巡視点検にて新廃棄物処理建屋
換気系の屋外ダクトの一部に腐食
が確認されたことから足場を設置
し，平成 21年１月８日に貫通部 11
箇所を確認した。 

〇 

空調ダクトについては，巡視

点検および点検計画表に基づ

いた点検を実施しており，腐

食等がみられた場合は適宜，

補修・取替等の対応を行って

いるが，屋外ダクトおよび外

気取入ダクトに特化した点検

頻度，内容等についても検討

中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４８ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（24/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

104 
保全 

品質 
H21.1.29 

敦賀－２ 
サービス建屋換気系排気ダクトの腐
食について 
敦賀発電所１号機で確認された中央
制御室換気空調系外気取り入れダク
トの腐食事象を踏まえ，敦賀発電所
２号機の換気ダクトについて点検を
行ったところ，平成 21年１月 30日
にサービス建屋内（管理区域内）の
空気を原子炉補助建屋から排出する
ために設置されている屋外ダクトの
一部に腐食孔が確認されたため，当
て板（鋼板）による補修を行った。 

〇 

空調ダクトについては，巡視点検

および点検計画表に基づいた点

検を実施しており，腐食等がみら

れた場合は適宜，補修・取替等の

対応を行っているが，屋外ダクト

および外気取入ダクトに特化し

た点検頻度，内容等についても検

討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

105 
保全 

品質 
H21.4.11 

柏崎刈羽 
柏崎刈羽原子力発電所大湊側予備品
倉庫における火災について 
平成 21年４月 11日 22時 24分頃，
大湊側（防護区域外）予備品倉庫の
火災報知器が発報したことから当直
長より消防署へ 119番通報を行った。 

○ 

各倉庫の換気扇は 1回／半年 

外観点検，動作確認を実施する。 

△ － 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

（国内-1） 

106 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H21.4.22 

浜岡－４ 
人身災害の発生について 
第 11回定期点検中のところタービン
建屋３階（放射線管理区域）組合せ
中間弁（Ａ）付近で，保温材取付け
作業に従事していた作業員が，午後
３時 15分頃，組合せ中間弁（Ａ）の
弁駆動部に左足の甲を挟まれ負傷し
た。当該弁駆動部は，電気油圧式タ
ービン制御装置取替後のシミュレー
ション試験において，タービン過速
度の模擬信号により閉弁したもので
あり，試験にあたっては，当該エリ
アへの入口に「関係者以外立入禁止」
標識の設置と，試験前の現場確認は
実施したものの，試験中の監視員の
配置は行っていなかった。 

○ 

「工事施工管理手順書」に試験で

機器が動く箇所への保温取外し，

取付作業および塗装作業は個別

作業票にて管理する旨を追記す

るとともに，協力会社に周知し

た。 

 

○ ○ 

 

107 その他 H21.4.24 

ＪＢＯＧ 
変圧器および変圧器防災設備他信頼

性向上対策のうち地震後の変圧器健

全性評価の精度向上 

(3-4)大規模な地震後の変圧器健全

性評価の精度向上策 
①変圧器エリアへの加速度計の設置 

○ 

主変圧器エリアへ加速度計を設

置した。 

○ ○ 

 

108 その他 H21.4.24 

ＪＢＯＧ 
変圧器防災設備の防災性向上(その

１) 

火災の検知および消火対策として以

下のいずれかの対策(同等と考える

対策でも問題なし)を実施。 

①炎検知器を設置し，中央制御室等

への警報点灯。 

②監視カメラ設置［映像解析ソフト

によるモニタ切替もしくは手順書整

備（地震時にＩＴＶにて監視する手

順）］ 

○ 

「防災業務委託仕様書」に，震度

５弱以上の地震等の事態が発生

した場合は，臨時に消防設備の点

検・構内パトロールを実施するこ

とを追記した。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－４９ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（25/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

109 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H21.5.5 

浜岡－４ 

調整運転中における原子炉の手動

停止について（気体廃棄物処理系の

水素濃度上昇） 

５月５日４時 59分に発電機を並列

し，15時 59分より発電機出力約

550MWeで維持していた。排ガス復水

器出口水素濃度は，0.2％程度で推

移していたが，17時 15分頃，運転

員が水素濃度が上昇傾向にあるこ

とを確認した。水素濃度は 17時 28

分に２％に達し，その後も上昇を続

け，同 34分に４％を超過したこと

から，同 49分に原子炉を手動停止

させた。 

○ 

(1)第 16回定期検査において，排

ガス除湿冷却器水素濃度の計測時

間の遅れを改善するため，サンプ

リング配管の口径を変更した。 

(2)排ガス再結合器の金属触媒を

ベ ーマイ トの 割合を少 なくし た

対策触媒に取替を行い，水素濃度

が上昇しないことを確認した。 

(3)低圧 タービ ンパッキ ンケー ス

の液状パッキンを亜麻仁油に変更

し，排ガスのサンプリング分析を

行った。分析の結果，シロキサン

濃度が十分低いことを確認した。 

○ ○ 

 

110 
保全 

品質 
H21.5.11 

柏崎刈羽－７ 

柏崎刈羽７号機 運転上の制限逸

脱について 

中越沖地震後の起動了解を受け，平

成 21年５月８日より起動準備を開

始し，５月９日に制御棒の引き抜き

を開始した。５月 11日５時９分よ

り原子炉圧力 7.0MPaにおける原子

炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）の確認

運転を開始し，６時 43分に中央制

御室からＲＣＩＣポンプの停止操

作を行ったところ停止できない事

象が発生した。 

○ 

「定期試験要領書」および「定期

検査時定期試験要領書」に以下を

追記した。 

ＲＣＩＣ運転時，サプレッション

プールの水位が上昇し，警報値に

達するようであれば，廃棄物処理

設備へプール水を移送する。 ○ ○ 

 

111 
保全 

品質 
H21.5.25 

敦賀－1 

ヒータドレン系配管の肉厚測定結

果について 

第 32回定期検査の配管肉厚測定に

おいて，第１給水加熱器から復水器

までのヒータドレン系配管のエル

ボ２箇所（オリフィス上流ライン）

に，必要最小厚さを下回る測定結果

を確認した。 

○ 

第 16回定期検査において類似箇

所の肉厚測定を実施し，異常のな

いことを確認した。 

○ ○ 

 

112 
保全 

品質 
H21.6.19 

柏崎刈羽－１ 

柏崎刈羽原子力発電所１号機にお

ける水位計装配管取替工事に関す

る調査結果の経済産業省原子力安

全・保安院ならびに新潟県への報告

について 

平成 21年２月 13日以降，新潟県な

らびに経済産業省から原子炉圧力

容器計装ノズルに関する調査の指

示等を受領し，それらの調査結果を

とりまとめ報告した。 

〇 

当該プラントと同じ構造のものと

して原子炉圧力容器計装ノズルの

うち，Ｎ12,Ｎ13ノズルが該当し

た。 

第 16回定期検査にて，N12,N13ノ

ズルの放射線透過試験を実施し，

問題ないことを確認しており，予

防 処 置 報 告 書 を 取 り 纏 め 中 で あ

る。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５０ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（26/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

113 
保全 

品質 
H21.7.20 

福島第一－３ 

調整運転中の福島第一原子力発電所

３号機の点検停止について 

調整運転中の平成 21年７月 20日，

高圧注水系の電動弁（原子炉格納容

器内側弁。以下，当該弁）の開閉試

験を行っていたところ，12時 41分

頃，当該弁の閉動作中に地絡警報が

発生した。 

〇 

平成 21年 12月に当社「１号機主

蒸 気 逃 し弁 用 電 磁 弁 ケ ー ブル 短

絡事象」を踏まえた不適合・是正

処置を「工事施工管理手順書」に

反映しているところであるが，本

事象を踏まえて，同手順書への追

加 反 映 内 容 の要 否 を 検 討 中 で あ

る。 

△ － 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

114 
保全 

品質 
H21.8.7 

敦賀－２ 

原子炉格納容器 No.1エアロック内側

扉均圧弁シートリークについて 

漏えい率検査を行うためエアロック

内側扉と外側扉間を加圧したが，圧

力に降下が認められたことから No.

２エアロックより格納容器内に立ち

入り，状況を確認したところ，閉状

態である No.１エアロック内側扉均

圧弁より僅かなシートリークが確認

された。 

○ 

第 16回定期検査において当該ボ

ルトの締め付け状態に異常のな

いことを確認した。 

○ ○ 

 

115 
保全 

品質 
H21.8.16 

伊方－１ 

伊方１ 号 ２次系 設備の軸受 冷却水

冷却器への海水供給配管からの漏え

い 

通常運転中のところ，平成 21年８月

16日 ８時 48分頃，湧水ピットの水

位が上昇傾向であったため運転員が

調査を行ったところ，海水系統配管

本体から鉛筆１本程度の漏えいを確

認した。 

〇 

海水系配管については，機器の分

解 点 検 等 に 合わ せ て 内 面 の 目 視

点検を行い，必要に応じて補修を

実施しており，同様な不具合が発

生 す る 可 能 性は 小 さ い と 考 え る

が，本事象を踏まえた海水系配管

の 内 部 点 検 に係 る 点 検 方 針 に つ

いて検討中である。 

△ － 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

116 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H21.8.19 

泊－３ 

試運転中の泊発電所３号機における

Ｂ-非常用 ディー ゼル発電機 の損傷

について 

定格電気出力にて試運転中，泊発電

所原子炉施設保安規定に基づき，平

成 21年８月 19日，３Ｂ－非常用デ

ィーゼル発電機（以下，「ＤＧ」とい

う。）の定期試験を行った。３Ｂ－Ｄ

Ｇを 13時 56分に起動し，14時 48

分に 100％負荷に到達し，機関運転状

態が安定したため，各運転データを

採取し，異常のないことを確認して

いたが，過給機が不調となり，発電

機負荷が 30％程度まで低下した。 

○ 

作業要領書に，過給機各ボルトの

適切な締付管理をするため，締付

トルク値を追記した。 

○ ○ 

 

117 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H21.10.14 

敦賀－１ 

高圧注水系ディーゼル冷却用海水配

管の減肉について 

定期検査中において，高圧注水系ディ

ーゼル冷却用海水配管について配管外

側から超音波板厚計による肉厚測定を

実施したところ，清水冷却器入口の海

水配管の１箇所に必要最小厚さを下回

った箇所があることを確認した。 

〇 

海水系配管については，機器の分

解 点 検 等 に 合わ せ て 内 面 の 目 視

点検を行い，必要に応じて補修を

実施しており，同様な不具合が発

生 す る 可 能 性は 小 さ い と 考 え る

が，本事象を踏まえた海水系配管

の 内 部 点 検 に係 る 点 検 方 針 に つ

いて検討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５１ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（27/33）  

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

118 その他 H21.10 

ＪＢＯＧ 

国内ＢＷＲにおける新たなプラン

ト停止中の安全管理指針（2009-01） 

プラント停止中の安全性を確保す

るために，その時々のプラント状態

において，維持すべき安全基準を明

確にするとともに，必要な安全機能

が維持されていることの確認を行

う等，日々の状態変化に伴うプラン

トの状態を一元的に管理すること

が極めて重要であるため，以下の視

点に基づく共通の新たな安全管理

指針が定められた。 

(1)停止中の安全管理の計画及び管理 

(2)起因となる事象の発生防止に関

する要求事項 

(3)緩和系の機能維持に関する要求

事項 

(4)異常発生時の対応 

〇 

本 管理 指 針 に 示さ れ た 維 持 す べ

き安全基準について，手順書等へ

反 映す べ き 事 項が な い か 検討 中

である。 

△ － 

 

資料4.2.2-2

反映状況

の考察お

よび追加

措置 

(国内-1) 

 

119 その他 H21.12.2 

ＮＩＳＡ指示文書 

敦賀－２安全保護系の駆動源喪失

に対する設備要求および運用管理

上の措置について 

(1)安全保護系を構成する機器にお

いて，その駆動源の喪失時には，原

子炉非常停止信号若しくは工学的

安全施設起動(作動)信号を発信す

る設備構成，または電源喪失を検知

し警報を中央制御室に発信する設

備構成とするよう計画的な対応を

講じること。 

(2)上記(1)の設備構成となってい

ないものについては，当該設備構成

とするまでの間は，当該安全保護系

の電源状態を巡視点検等において

適切に確認すること。 

(3)安全保護系の設計時における要

求事項を運用面で確保させる場合に

は，運用手順などに確実に反映させ

る業務プロセスとなっているか，ま

た安全保護系の電源操作をした場合

における確実な復帰操作の確認な

ど，安全保護系の点検作業において

人的過誤防止を考慮した業務プロセ

スとなっているかを確認すること。 

○ 

「設計管理手順書」に下記の通り

安 全保 護 系 に 関す る チ ェ ック ポ

イントを追加した。 

(1)保安規定第 27条に関係する

計器および制御回路を新設，改

造若しくは修理等を実施する場

合，フェイル・セーフの設計を

採用するとともに，電源喪失を

検知し中央制御室に警報を発報

する設計を基本とする。 

(2)フェイル・アズ・イズの設計

を採用する必要がある場合は，シ

ステムの異常を検知した際に，中

央 制御 室 に 警 報を 発 報 す るよ う

考慮する。 

○ ○ 

 

120 
保全 

品質 
H22.1.7 

福島第一－１，２ 

福島第一原子力発電所１・２号機サ

ービス建屋における退出モニタの

測定に関する不適合 

サービス建屋において，管理区域か

ら退出する際に放射能測定を行う

退出モニタ９台のうち，１台のモニ

タにおいて足裏の測定部に保護カ

バーが設置されていることを協力

企業作業員が発見した。 

○ 

工事仕様書等に，退出モニタ点検

時において，保護カバーを撤去し

たことを確認する旨追記した。 

○ ○ 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５２ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（28/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

121 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.1.13 

東海第二 

残留熱除去系海水系配管の減肉につ

いて 

第 24回定期検査中のところ，平成

22年１月 13日，残留熱除去系海水

系ライニング配管修繕工事において

工場搬出中の配管外面の一部に錆を

伴 っ た 局 所 的 な 窪 み が あ る こ と か

ら，超音波厚さ計を用いた肉厚測定

を実施した。その結果，技術基準に

おける必要な厚さである 7.08mmを

下回る部分が１箇所（肉厚 6.7mm）

あることを確認した。 

〇 

本事象は，配管外面の腐食による

減肉であり，当所においては「工

事施工管理手順書」に点検方法等

を定め管理しているが，当該事象

の対策に掲げられている保守管理

の改善(トレンチ内の点検等)につ

いては，具体的な記載がないこと

から，同手順書の見直しを検討中

である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

122 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.3.23 

美浜－２ 

美浜２号 化学体積制御設備充てん

ライン空気抜き配管溶接部の傷につ

いて 

プラント運転パラメータ，格納容器

排気筒ガスモニタ等に有意な指示変

化は認められないが，漏れ箇所の特

定や詳細な点検調査を行うため，平

成 22年３月 23日 13時 30分にプラ

ント停止することを判断し，同日 14

時 00分から発電機出力降下を開始，

同 21時 00分に発電機解列，同 21時

55分に原子炉を手動停止した。 

〇 

「小口径配管管理」に係る事項を

「工事業務管理手順書」に反映す

る方向で検討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

123 
保全 

品質 
H22.3.29 

伊方－１ 

伊方発電所 1号機使用済燃料ピット

の手すり固定用ボルト落下防止金具

の一部欠損について 

通常運転中のところ，平成 22年３月

29日，燃料検査装置の据付調整作業

のために取り外していた使用済燃料

ピットの手摺を元の位置に取り付け

（復旧）ようとしたところ，手摺固定

用ボルト落下防止金具の一部が欠損

していることを保修員が確認した。 

○ 

燃料プール，ウェル，ＤＳＰの手

すりを異物混入防止手すりに取替

える。 

△ － 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

（国内-1） 

124 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.4.27 

伊方－１ 

伊方発電所１号機非常用ディーゼル

発電機冷却用海水配管からの海水の

にじみについて（ライニング剥離） 

定格熱出力一定運転中のところ，平

成 22年４月 27日 11時 45分，原子

炉補助建屋１階（管理区域外）にお

いて，非常用ディーゼル発電機Ｂの

冷却用海水配管に僅かな海水のにじ

みがあることを保修員が確認したた

め，当該箇所の補修措置を実施する

こととした。 

〇 

海水系配管については，機器の分

解点検等に合わせて内面の目視点

検を行い，必要に応じて補修を実

施しており，同様な不具合が発生

する可能性は小さいと考えるが，

本事象を踏まえた海水系配管の内

部点検に係る点検方針について検

討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

125 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.6.2 

福島第二－１ 

福島第二原子力発電所１号機におけ

る原子炉隔離時冷却系蒸気止め弁の

不具合に伴うプラント停止について 

定格熱出力一定運転中の平成 22年

６月 1日 22時 04分頃から，原子炉

隔離時冷却系（以下，「ＲＣＩＣ」と

いう）電動弁開閉の定例試験を実施

していたところ，原子炉格納容器内

側のＲＣＩＣ蒸気ライン内側隔離弁

が全開状態にならないことが確認さ

れた。 

○ 

第 17回定期検査作業要領書に以

下を追記する。 

弁据付状態が斜め付き等の弁で

ボンネットを組込む場合は，弁棒

と弁体の嵌め合い部分の芯がず

れないように注意する。 
△ － 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

（国内-1） 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５３ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（29/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

126 
保全 

品質 
H22.6.8 

伊方－１ 

伊方発 電所１ 号機 安全 防護系シー

ケンス盤のシステムの停止 

第 27 回定期検査中のところ，平成

22年６月８日 21時 00分，安全防護

系シーケンス盤Ａのシステムが停止

していることを保修員が確認した。 

〇 

安全保護系については，シーケン

ス 盤は 無 く 全 てハ ー ド リ レ ー で

構成しており，システム上の問題

はないと考えている。 

しかしながら，作業における安全

保護系の処置に関し，復旧忘れや

誤 操作 等 に つ いて 水 平 展 開の 要

否 およ び 改 善 方 法を 検 討 中 で あ

る。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

127 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.6.11 

伊方－１ 

伊方発電所 1号機 原子炉補機冷却

水冷却器入口配管からの海水漏れ 

第 27回定期検査中の原子炉補助建屋

地下１階（管理区域内）において，

平成 22年６月 11日７時 45分，原子

炉補機冷却水冷却器Ａの海水供給配

管から海水が漏れていることを保修

員が確認したため，当該配管を隔離

し，点検することとした。 

〇 

海水系配管については，機器の分

解 点検 等 に 合 わせ て 内 面 の 目 視

点検を行い，必要に応じて補修を

実施しており，同様な不具合が発

生 する 可 能 性 は小 さ い と 考 え る

が，本事象を踏まえた海水系配管

の 内部 点 検 に 係る 点 検 方 針 に つ

いて検討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

128 
保全

品質 
H22.6.15 

敦賀－１ 

敦賀発電所１号機 原子炉再循環ポン

プケーシングの溶接継手について 

第 33回定期検査で計画している原子

炉再循環系配管取替工事の取替範囲

の検討の中で，国内メーカによる検討

で当社が所有していない米国のポン

プ製造メーカの図面から，原子炉再循

環ポンプ（以下「ＰＬＲポンプ」とい

う。）ケーシング本体の入口ノズル部

に延長ノズルが取り付けられている

可能性があり，ＰＬＲポンプケーシン

グの耐圧部分に溶接継手が存在する

可能性があることが推定された。 

○ 

(1)「ＩＳＩ計画管理手引書」 を

制定・施工し，ＩＳＩ計画（アイ

ソメ図含む）の制定・変更方法等

についてルール化を行った。 

(2)ＩＳＩ定期事業者検査要領書

を改正し，検査対象機器確認チェ

ックシートの様式に，配管溶接継

手の特定方法を追加した。 
○ ○  

129 
保全

品質 
H22.6.17 

福島第一－２ 

福島第一原子力発電所２号機におけ

る原子炉自動停止について 

平成 22年６月 17日 14時 52分頃，

運転中のところ「発電機界磁しゃ断

器トリップ警報」が発生し，発電機

の保護装置が作動して発電機が停止

したため，タービンならびに原子炉

が自動停止した。 

また，この事象にあわせて当該プラ

ントの電源が停止し，非常用ディー

ゼル発電設備が自動起動するととも

に，原子炉へ給水するポンプが停止

したことから，原子炉の水位が一時

的に低下したが，代替のポンプであ

る原子炉隔離時冷却系を起動して給

水を行い，現在，原子炉の水位は通

常の範囲内で安定している。 

〇 

当 所設 備 に お い てト リ ッ プ 回 路

構成上，同様な事象が発生しない

リ レー 配 置 と な っ て い る こと を

確認済みであるが，その他の要因

に よる 同 様 の 事象 発 生 の 可能 性

について検討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５４ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（30/33）  

No 
情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

130 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.6.25 

東海第二 

東海第二 残留熱除去系海水系（Ｂ）

系機器点検のための原子炉手動停止

について 

原子炉熱出力一定運転中のところ，

平成 22年６月 17日，残留熱除去系

（Ｃ）系定期試験に合わせて実施す

る残留熱除去系海水系（以下，「ＲＨ

ＲＳ」という）（Ｂ）系定期試験のた

めに，10時 34分よりＲＨＲＳ－Ｂお

よびＲＨＲＳ－Ｄの順で起動した。

ＲＨＲＳ－Ｂを起動したところ，流

量調整弁は設計どおり０％から 32％

に開動作して系統流量も 280 ／秒で

あり異常は見られず，続いてＲＨＲ

Ｓ－Ｄを起動した際も流量調整弁開

度は 32％から 100％と設計どおり開

動作し，系統流量も一旦は 495 ／秒

以上となったが，その約 10秒後に系

統流量が 480 ／秒と定期試験基準値

の 492.1 ／秒以上を満足していない

ことを確認したため，目視により確

認可能な機器状態確認を実施したが

異常は見られなかった。 

〇 

海水系配管については，機器の分

解点検等に合わせて内面の目視

点検を行い，必要に応じて補修を

実施しており，同様な不具合が発

生する可能性は小さいと考える

が，本事象を踏まえた海水系配管

の内部点検に係る点検方針につ

いて検討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

131 
保全

品質 
H22.7.19 

女川－１ 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口放

出弁の閉動作不良について 

原子炉起動後の調整運転中，残留熱

除去冷却海水系（以下，「ＲＨＲＳ」

という。）の定期試験を実施していた

ところ，ＲＨＲＳ（Ｃ）ポンプの停

止操作過程において，残留熱除去系

熱交換器（Ａ）出口放出弁が 32％開

度の｢中間開｣状態で全閉とならない

事象が発生した。 

○ 

トルクスプリングパックの劣化

により発生した事象であること

から，「島根原子力発電所２号機

電気・計装品の予防保全計画」に

電動弁トルクスプリングパック

取替についての記載を追記した。 ○ ○  

132 
保全 

品質 
H22.8.12 

福島第一－１ 

福島第一原子力発電所１号機 原子炉

の計画停止について 

調整運転中の平成 22年８月 12日 16

時 30分頃，高圧タービンのケーシン

グ下部近傍からタービン建屋（管理

区域）１階の給水加熱器エリア付近

に放射性物質を含む水が滴下してい

ることをパトロール中の当社社員が

発見した。 

○ 

(1)高圧タービンの車室水平合

せ面，軸封部水平合せ面当たり

確認を実施する。（第 18回定期

検査） 

(2)Ａ－低圧タービンの軸封部水

平合せ面当たり確認を実施する。

（第 18回定期検査） 

(3)Ｂ，Ｃ－低圧タービンの軸封

部水平合せ面当たり確認を実施

する。（第 17回定期検査） 

△ － 

資料 4.2.2-2 

反 映 状 況 の

考 察 お よ び

追加措置 

（国内-1） 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５５ 

資料４．２．２－１  運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（31/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

133 その他 H22.8.17 

ＪＡＮＴＩ 

中央制御室外停止装置（ＲＳＳ）に対す

る訓練，手順書，試験の望ましいあり方

について 

【提言】手順を明確にしたＲＳＳに関す

る定期的な訓練計画を作成し，訓練を実

施する。 

【推奨】 

(1)訓練の実施頻度は 1回以上/２～３年

程度 

(2)訓練は，手順書に基づき実機ＲＳＳ

盤，現場機器域はシミュレータ設備を利

用して模擬訓練することが望ましい。 

(3)手順書は中央制御室退避事象発生時

に対応できる手順としておくことが望

ましい。 

(4)手順書には下記の項目を反映するこ

とが望ましい。 

(5)試験においては，動作が確認可能な

設備については動作確認をしておくこ

とが望ましい。 

〇 

推奨事項の(5)について，従来

からＲＳＳの機能確認を定期

的に実施しており，現状どおり

で 問 題 な い か 検 討 中 で あ る 。

（推奨事項(1)～(4)につい て

は，既運用により予防処置不要

であることを確認済み） 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

134 その他 H22.10.12 

ＮＩＳＡ指示文書 

株式会社首藤バルブ製作所にて製造さ

れた弁の原子力施設における設置状況

等について 

(1)株式会社首藤バルブ製作所で製造さ

れた弁の設置状況 

(2)上記(1)の弁に設置が明らかとなっ

た場合における以下の事項 

a.当該弁に係る技術基準適合性の確認

およびその管理状況 

b.当該弁に係る調達管理の状況 

c.上記の状況を踏まえた当該弁に係る

今後の保守管理上の対応等 

○ 

ＮＩＳＡ指示文書に基づき，

首藤バルブ製作所にて製造さ

れた弁の設置状況，設置されて

いた弁の健全性確認および調

達管理状況について，平成 22

年 11月 16日に「株式会社首藤

バルブ製作所にて製造された

弁の原子力施設における設置

状況等の報告について」を提出

した。 

○ ○ 

 

135 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H22.12.1 

柏崎刈羽－３ 

柏崎刈羽原 子力発電所３号機 における

制御棒の動作について 

第 10回定期検査中のところ，平成 22年

12月１日，燃料装荷に伴う制御棒駆動水

圧系水圧制 御ユニットの復 旧作業の 一

環として，現場運転員が制御棒駆動水に

関連する弁を操作した際，14時 48分，

中央制御室において「制御棒ドリフト」

警報が発生した。 

中央制御室の運転員は直ちに制御棒の

位置表示を確認したところ，185本ある

制御棒のうちの１本について，本来全引

抜位置「48」ポジションにあるべきとこ

ろ，一時的に「46」ポジションに変わり，

その後全引抜位置「48」ポジションとな

ったことを確認した。また，当該制御棒

ドリフト表示灯が点灯していることを

確認した。 

○ 

第 17回定期検査において，原

子炉保護系機能試験の定期事

業者検査要領書に機能試験前

にＣＲＤフリクション・スク

ラム試験が実施されているこ

とを確認するためのチェック

項目を追記する。 

 

△ － 

資料 4.2.2-2 

反 映 状 況 の

考 察 お よ び

追加措置 

（国内-1） 

136 その他 H22.12.29 

当社火力発電所 

168kV ＧＩＳ断路器三相短絡事故 

168kV ４－５号発電機乙母線断路器の

故障により，168kV母線保護継電装置の

短絡保護継電器が動作し，168kV乙母線

に接続するすべての遮断器を遮断し故

障除去した。同故障により，瞬時電圧低

下（0.07秒）が発生した。 

〇 

平成 23年５月において，遮断

器当該部のＸ線撮影を実施し，

健全性を確認しているが，その

他の要因による同様の事象発

生の可能性について検討中で

ある。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５６ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（32/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

137 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H23.1.21 

志賀－２ 

原子炉格納 容器内冷却 器凝縮 水量

の低下に伴 う原子炉手 動停止につ

いて 

定格電気出力一定運転中のところ，

平成 23年１月 15日よりドライウェ

ル冷却系冷 却器凝縮水 量お よびド

ライウェル 高電導度廃 液系サンプ

水位計の指 示値の低下傾向 が確認

された。 

両計器の指 示値が低下して いるこ

とから，凝縮水流路に不具合が生じ

たものと推定している。 

両計器の指 示値の低下傾向 が継続

しており，凝縮水量の測定ができな

いことから，原子炉施設保安規定に

定める運転 上の制限を満足 してい

ないと判断 し，原子炉を手 動停止

し，凝縮水流路等の点検を実施する

こととした。 

〇 

島根１号機で過去同様な事象が

発生し，その是正処置として「工

事施工管理手順書」にドライウェ

ル冷却機の吸い込み口にフィル

タを取り付ける手順を反映して

おり，予防処置報告書を取り纏め

中である。 

なお，毎定検，凝縮水流路の点検

を行っている。 

 
△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

138 
保全 

品質 
H23.1.31 

柏崎刈羽－１ 

柏崎刈羽原 子力発電所１号 機 可

燃性ガス濃 度制御系の再循 環流量

調整弁動作 不良の兆候に伴 うＬＣ

Ｏ逸脱について 

定格熱出力一定運転中のところ，可

燃性ガス濃 度制御系の電動 弁開閉

試験を実施していたところ，可燃性

ガス濃度制御系（Ａ）再循環流量調

整弁の開動 作時に動作不良 の兆候

が確認されたため，保安規定に定め

る「運転上の制限」を満足しないと

判断した。 

〇 

当所においても黒鉛パッキンを

使用しているが同様の事象が発

生していないため点検周期，点検

内容に問題がないことを確認し

ており，予防処置報告書を取り纏

め中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

139 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H23.3.11 

女川－２ 

【東日本大震災関連】原子炉補機冷

却水系熱交換器（Ｂ）室，高圧炉心

スプレイ補 機冷却水系 熱交換 器室

および海水ポンプ室への浸水 

第 11回定期検査中の平成 23年３月

11日 14時 00分に原子炉を起動し，

発電再開に 向けて準備を行 ってい

たところ，地震に伴い原子炉が自動

停止した。原子炉の炉水温度は起動

直後であったことから，100℃未満

であり，原子炉自動停止後の 14時

49分に冷温停止状態であることを

確認した。原子炉自動停止後の 14

時 47分に非常用ディーゼル発電機

（Ａ）（Ｂ），（Ｈ）が自動起動（無

負荷運転）したが，15時 34分にＲ

ＣＷポンプ（Ｂ）が自動停止し，そ

の後，バックアップで起動したＲＣ

Ｗポンプ（Ｄ）も即自動停止したこ

とから，Ｄ／Ｇ（Ｂ）は，冷却水の

供給がなくなったため，「ＲＣＷ差

圧低」信号により 15時 35分に自動

停止した。 

○ 

建物の浸水防止対策として建物

扉の隙間へのシール施工等を平

成 23年５月末までに実施した。

また，建物貫通部についても状

況確認を行い，直ちにシール性

に問題を及ぼす箇所は確認され

なかった。 

平成 24年度内を目途に更なる

信頼性向上対策として，水密性

を高めた建物扉への取替等の建

物の浸水防止対策の強化を行う

とともに建物貫通部についても

シールの再施工等を現在実施し

ている。 

△ － 

資料 4.2.2-2 

反映 状 況 の

考察 お よ び

追加措置 

（国内-1） 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５７ 

資料４．２．２－１ 運転経験から得られた教訓一覧表（国内） 

（33/33）  
No 

情報 

種別 

発生 

年月日 
事故・故障等の内容 

予防処置

の要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の理由 

実施 

状況 

再発の 

有無 
備考 

140 
保全 

品質 
H23.3.11 

女川 

【東日本大震災関連】牡鹿１号線避

雷器の損傷 

地震後の巡視点検において，牡鹿幹

線１号線避雷器より異音が発生して

いたことから，避雷器本体に封入し

てある六フッ化硫黄ガスの分析を行

ったところ，避雷器内部で部分放電

（内部異常）が発生していることを

確認した。 

〇 

当所においても同様な設備構造と

なっており，強い地震動による損

傷について評価要否を含め，検討

中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

141 
保全 

品質 
H23.3.11 

女川 

【東日本大震災関連】牡鹿幹線２号

線避雷器の一部損傷 

牡鹿幹線１号線避雷器に異常が確認

されたことから，同型の避雷器を使

用している牡鹿幹線２号線避雷器の

健全性確認のため，定期的に漏れ電

流測定を実施していたところ，漏れ

電流値が増加していることを確認し

た。  
避雷器本体に封入してある六フッ化

硫黄ガスの分析を行ったところ，避

雷器内部で部分放電（内部異常）が

発生していたものの，異音の発生は

なく，また，測定した漏れ電流波形

に異常を示す様相が見られなかった

ことから，漏れ電流値の増加が無い

ことを監視しながら使用を継続し

た。 

〇 

当所においても同様な設備構造と

なっており，強い地震動による損

傷について評価要否を含め，検討

中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

142 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H23.3.18 

東海第二 

【東日本大震災関連】非常用ディー

ゼル発電機２Ｃ用海水ポンプの自動

停止について 

定格熱出力一定運転中，平成 23年３

月 11日 14時 46分頃に発生した東北

地方太平洋沖地震（茨城県東海村で

の観測震度「６弱」）により，14時

48分にタービン軸受振動大（トリッ

プ設定値 0.25mm以上に対し，第５お

よび第６軸受振動最大値は 0.335mm）

でのタービントリップに伴うタービ

ン主蒸気止め弁閉の信号により原子

炉が自動停止した。 

〇 

建 物の 浸水 防止 対策と して 建 物

扉 の隙 間への シー ル施 工等 を 平

成 23年５月末までに実施した。

また，建物貫通部についても状況

確認を行い，直ちにシール性に問

題 を及 ぼす箇 所は 確認 され な か

った。 

平成 24年度内を目途に更なる信

頼性向上対策として，水密性を高

めた建物扉への取替等の建物の浸

水防止対策の強化を行うとともに

建物貫通部についてもシールの再

施工等を現在実施している。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

143 
ﾄﾗﾌﾞﾙ 

(法律) 
H23.3.28 

東海第二 

【東日本大震災関連】125V蓄電池２

Ｂ室における溢水について 

定格熱出力一定運転中，平成 23年３

月 11日 14時 46分頃に発生した東北

地方太平洋沖地震（茨城県東海村で

の観測震度「６弱」）により，14時

48分にタービン軸受振動大（トリッ

プ設定値 0.25mm以上に対し，第５お

よび第６軸受振動最大値は 0.335mm）

でのタービントリップに伴うタービ

ン主蒸気止め弁閉の信号により原子

炉が自動停止した。 

〇 

建 物の 浸水 防止 対策と して 建 物

扉 の隙 間への シー ル施 工等 を 平

成 23年５月末までに実施した。

また，建物貫通部についても状況

確認を行い，直ちにシール性に問

題 を及 ぼす箇 所は 確認 され な か

った。 

平成 24年度内を目途に更なる信

頼性向上対策として，水密性を高

めた建物扉への取替等の建物の浸

水防止対策の強化を行うとともに

建物貫通部についてもシールの再

施工等を現在実施している。 

△ － 

 

資料 4.2.2-2 

反映状況の

考察および

追加措置 

(国内-1) 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している      －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５８ 

資料４．２．２－２ 反映状況の考察および追加措置（国内） 

（国内－１） 

 

１．管理番号：（国内－１） 

 

２．「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」の通し番号： 

（１）島根原子力発電所１，２号機 

No.10 

（２）島根原子力発電所１，２号機以外 

No.33 ,75 ,76 ,89 ,92, 95, 99, 101, 103, 104, 105, 112, 113, 115, 

117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 

133, 135, 136, 137, 138, 139 140, 141, 142, 143 

 

３．教訓の出典（法律，通達等）：法律，保全品質情報 

 

４．事故・故障等の内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

５．予防処置内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

６．現在の予防処置の状況に対する考察： 

予防処置の実施について，計画済みまたは検討を実施中であることから，更な

る追加処置は必要ないと判断した。 

 

７．追加措置案：なし 

 

８．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－５９ 

資料４．２．２－２ 反映状況の考察および追加措置（国内） 

（国内－２） 

 

１．管理番号：（国内－２） 

 

２．「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」の通し番号： 

（１）島根原子力発電所１，２号機 

No.17 

 

３．教訓の出典（法律，通達等）：法律，保全品質情報 

 

４．事故・故障等の内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

５．予防処置内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

６．現在の予防処置の状況に対する考察： 

再発事象（島根原子力発電所１，２号機（No.19））の発生を受け新たに是正処

置対策を実施し，以降再発事象が発生していないことから，更なる追加処置は必

要ないと判断した。 

 

７．追加措置案：なし 

 

８．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－６０ 

資料４．２．２－２ 反映状況の考察および追加措置（国内） 

（国内－３） 

 

１．管理番号：（国内－３） 

 

２．「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」の通し番号： 

（１）島根原子力発電所１，２号機以外 

No.47, 58 

 

３．教訓の出典（法律，通達等）：保全品質情報 

 

４．事故・故障等の内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

５．予防処置内容：「運転経験から得られた教訓一覧表（国内）」参照 

 

６．現在の予防処置の状況に対する考察： 

再発事象（島根１号機管理区域（飛び地）内における個人線量計の着用不備

について（平成22年5月24日））の発生を受け，新たに，屋外タンク等の飛び地

管理区域の出入り口にＡＰＤ携帯チェック装置の設置等の是正処置対策を実施し，

以降再発事象が発生していない。更に，固体廃棄物貯蔵所等他の飛び地管理区

域についても平成24年度にＡＰＤ携帯チェック装置を設置することから，更なる

追加処置は必要ないと判断した。 

 

７．追加措置案：なし 

 

８．その他：なし 
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４．保安活動への最新の技術的知見の反映 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－６２ 

 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（1/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

1 
平成 13･09･05 

原院第 3号 

平成 13年 9月 6日 

原子力安全・ 

保安院長 

沸騰水型原子炉炉心シュラウドの応力腐食

割れに関する対応について 

<内容> 

炉心シュラウドの自主的な点検およびその

結果の報告を求めたもの。 

点検結果を報告済。 ○  

2 
平成 13･12･12 

原院第 1号 

平成 13年 12月 17日 

原子力安全・ 

保安院長 

「定格熱出力一定運転を実施する原子力発

電設備に関する保安上の取扱いについて」

の制定について 

<内容> 

定格熱出力一定運転の導入に向け，原子力

発電所を設置する者が行うべき事項につい

て対応を求めたもの。 

指示内容について対

応済。 
○  

3 
平成 13･12･26 

原院第 1号 

平成 13年 12月 26日 

原子力安全・ 

保安院 

原子力発電

検査課長 

中部電力株式会社浜岡原子力発電所１号機

における制御棒駆動機構ハウジング部から

の漏えいに関する原子炉設置者の状況把握

方法等について 

<内容> 

原子炉圧力容器下部からの漏えいに関し，

炉水の漏えいか否かを特定するための評価

方法について報告を求めたもの。 

評価方法を報告済。 ○  

4 
平成 13･12･19 

原院第 3号 

平成 13年 12月 28日 

原子力安全・ 

保安院 

原子力発電

検査課長 

原子力発電所電子制御機器で使用される半

導体集積回路のエレクトロマイグレーショ

ンに関する対応について 

<内容> 

柏崎刈羽５号機の制御基盤不良により，制

御棒動作不能になったことに鑑み，ＩＣを

使用している設備に関し，適切な保守管理

計画を定め，報告することを求めたもの。 

保守管理計画に反映

し，報告済。 
○  

5 

平成 13･12･25 

原院第 9号 

平成 14年 1月 11日 

NISA-133b-01-3 

原子力安全・ 

保安院 

原子力防災 

課長 

代表原子力発電施設等以外のＰＳＡ（アク

シデントマネジメント(ＡＭ)導入後の評

価）の実施依頼 

<内容> 

ＡＭ策導入後の確率論的安全評価（ＰＳＡ）

の実施および評価結果の報告を求めたもの。 

評価結果を報告済。 ○  

6 
平成 14･03･18 

原院第 3号 

平成 14年 4月 1日 

原子力安全･ 

保安院長 

放射線業務従事者の線量等に関する報告に

ついて 

<内容> 

原子炉施設等について放射線業務従事者線

量等報告書を事業所毎に作成し，年度毎に

報告することを求めたもの。 

年度毎に報告済。 ○  

7 

平成 14.05.13 

原院第 3号 

平成 14年 5月 13日 

NISA-151b-02-01 

NISA-161b-02-02 

NISA-131b-02-02 

原子力安全・ 

保安院 

原子力発電安

全審査課長 

原子力発電検

査課長 

原子力防災 

課長 

中部電力株式会社浜岡原子力発電所第１号

機の余熱除去系配管破断に関する再発防止

対策について 

<内容> 

余熱除去配管および余熱除去配管以外で高

濃度の水素が滞留する可能性のある箇所に

ついて，対策を講じるとともに，対応方針

を報告することを求めたもの。 

島根原子力発電所２

号機は対象外。 
―  

8 
平成 14･07･29 

原院第 4号 

平成 14年 7月 30日 

原子力安全・ 

保安院長 

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率

の評価について 

<内容> 

実用発電用原子炉施設について，「実用発電

用原子炉施設への航空機落下確率の評価基

準について（内規）」の評価基準に基づく評

価を行うことを求めたもの。 

評価結果を報告済。 ○  

9 

平成 14･11･26 

原院第 2号 

平成 14年 11月 27日 

NISA-134b-02-04 

NISA-161b-02-08 

NISA-171b-02-03 

原子力安全・ 

保安院長 

制御棒駆動水圧系配管等ステンレス製配管

の塩化物に起因する応力腐食割れに関する

対応について 

<内容> 

制御棒駆動水圧系等について，点検を行う

ための計画書を提出するとともに点検結果

の報告を求めたもの。 

島根原子力発電所２

号機は対象外。 
―  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－６３ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（2/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

10 

平成 15･04･09 

原院第 3号 

平成 15年 4月 17日 

NISA-151a-03-02 

原子力安全・ 

保安院長 

炉心シュラウドおよび原子炉再循環系配管

のびび割れの補修工事について 

<内容> 

炉心シュラウドおよび原子炉再循環系配管

のひび割れに関する補修工事を実施する際

の対応を求めたもの。 

指示内容について対

応済。 
○  

11 

平成 15･04･09 

原院第 4号 

平成 15年 4月 17日 

NISA-161a-03-01 

原子力安全・ 

保安院長 

炉心シュラウドおよび原子炉再循環系配管

等のびび割れに関する点検について 

<内容> 

炉心シュラウドおよび原子炉再循環系配管

の点検計画を提出するとともに，点検結果

の報告を求めたもの。 

点検計画および点検

結果を報告済。 
○  

12 
平成 15･06･02 

原院第 1号 

平成 15年 6月 2日 

原子力安全・ 

保安院長 

異物混入防止対策の一層の充実および徹底

について 

<内容> 

福島第一３号機で制御棒駆動機構の中にワ

イヤーブラシの毛先等が混入していたこと

に鑑み異物混入対策を徹底することを求め

たもの。 

作業手順書に反映

済。 
○  

13 

平成 15･12･11 

原院第 1号 

平成 15年 12月 12日 

NISA-163b-03-1 

原子力安全・ 

保安院長 

泊発電所２号機再生熱交換器胴側出口配管

の損傷を踏まえた検査の実施について 

<内容> 

再生熱交換器内の主流（低温水）とバイパス

流（高温水）の混合により発生する温度ゆら

ぎを主要因とする高サイクル疲労割れにつ

いて，調査し報告することを求めたもの。 

平成 18・06・02原院

第 6号（No.34）によ

り廃止となったた

め，対象外。 

－  

14 

平成 15･12･04 

原院第 2号 

平成 15年 12月 17日 

NISA-161a-03-3 

原子力安全・ 

保安院長 

軽水型原子力発電所の高経年化対策に関す

る当院への報告について 

<内容> 

軽水型原子力発電所を設置するものが実施

した高経年化対策に関する技術的な評価お

よび保全計画の策定状況を評価し，同計画

の実施状況を把握するとともに，定期検査

等への反映することを求めたもの。 

島根原子力発電所２

号機は対象外。 －  

15 

平成 16･03･15 

原院第 6号 

平成 16年 3月 18日 

NISA-134b-04-6 

原子力安全・ 

保安院長 

中国電力株式会社島根原子力発電所１号機

の高経年化対策について 

<内容> 

原子炉圧力容器制御棒駆動水戻り用ノズル

の溶接金属としているインコネル 182合金

使用部位で一次冷却材に接液する部位につ

いて，超音波探傷検査等の実施について検

討することを求めたもの。 

島根原子力発電所２

号機は対象外。 －  

16 

平成 16･03･04 

原院第 3号 

平成 16年 3月 22日 

NISA-165b-04-1 

原子力安全･ 

保安院長 

原子力発電所の保安規定における品質保証

に関する事項に係る記載の充実について 

<内容> 

原子力発電所の保安活動を行うため，原子

炉設置者をトップマネジメントとしたＪＥ

ＡＣ4111-2003に基づく品質保証体系を保

安規定に反映することを求めたもの。 

「保安規定」に反映

済。 
○  

17 

平成 16･04･13 

原院第 2号 

平成 16年 4月 22日 

NISA-134b-04-6 

原子力安全･ 

保安院長 

四国電力（株）伊方発電所第３号機の充て

んポンプ主軸の損傷に係る対応について 

<内容> 

伊方３号機における充てんポンプ主軸の損

傷事象を踏まえ，主要因の低応力高サイク

ル疲労の対象となるポンプを抽出するとと

もに，主軸の損傷可能性の評価結果，応急

的対策および恒久的対策について報告する

ことを求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－６４ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（3/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

18 

平成 16･04･26 

原院第 1号 

平成 16年 5月 17日 

NISA-134b-04-7 

原子力安全・ 

保安院長 

東京電力（株）福島第二原子力発電所４号

機における作業員の障害に係る対応につい

て 

<内容> 

福島第二４号機において発生した作業員の

酸素欠乏による障害について，同様な設備

の有無および同様な設備がある場合は発生

防止対策を検討し，検討結果の報告を求め

たもの。 

指示内容について報

告済。 －  

19 
平成 16･06･24 

原院第 7号 

平成 16年 6月 25日 

経済産業大臣 

非常用炉心冷却系統ストレーナ閉塞事象に
関する報告徴収について 
<内容> 
非常用炉心冷却系ストレーナの閉塞事象に
係る調査および評価を行い，暫定処置の内
容および実施時期の報告を求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

20 
平成 16･08･11 

原院第 8号 

平成 16年 8月 11日 

経済産業大臣 

配管減肉事象に係る点検に関する報告徴収
について 
<内容> 
ＰＷＲの管理指針を準用し，対象範囲の肉
厚管理が未実施である部位の有無について
調査し，未実施の部位が確認された場合は
今後の対策と合わせて報告を求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○  

21 

平成 16・12・02 

原院第 2号 

平成 16年 12月 10日 

NISA-151b-04-2 

原子力安全・ 

保安院長 

原子力発電所の建物および構築物のコンク
リートに関する健全性の確認について 
<内容> 
原子力発電所の建物および構築物のコンク
リートに関するアルカリ骨材反応に対する
健全性の確認および定期的な点検を求めた
もの。 

健全性を確認済。 ○  

22 

平成 17.02.16 

原院第 1号 

平成 17年 2月 18日 

NISA-163a-05-1 

原子力安全・ 

保安院長 

原子力発電所の配管肉厚管理に対する要求
事項等について 
<内容> 
配管肉厚管理を実施する際の検査対象箇所
の選定，検査実施時期の設定等を定め，遵
守することを求めたもの。 

「配管肉厚管理手引

書」を制定し，配管

肉厚検査計画を策定

済。 

○  

23 

平成 17.03.31 

原院第 3号 

平成 17年 4月 4日 

NISA-134b-05-3 

原子力安全・ 

保安院長 

中央制御室への蒸気侵入に係る対応について 
<内容> 
美浜３号機の二次系配管破損事故に鑑み，
中央制御室のシール部の調査・対策を実施
し，結果の報告を求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○  

24 

平成 17.04.22 

原院第 1号 

平成 17年 4月 22日 

NISA-322b-05-1 

NISA-151b-05-1 

NISA-161b-05-1 

原子力安全･ 

保安院長 

非常用炉心冷却系統ストレーナ閉塞事象に
係る暫定対策の実施について 
<内容> 
非常用炉心冷却系統ストレーナ閉塞事象に
係る暫定対策の実施を求めたもの。 

暫定対策について実

施済。 
○  

25 
平成 17.6.29 

原院第 1号 

平成 17年 7月 1日 

原子力安全･ 

保安院長 

美浜発電所３号機二次系配管破損事故時に

発生した補助給水流量制御弁の一時的動作

不具合に係る対応について 

<内容> 

弁の背圧によって動作しない可能性のある

弁の有無について調査し，結果を速やかに

報告することを求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○  

26 
17原審第 19号 

平成 17年 9月 5日 

原子力安全･ 

保安院 

安全審査課長 

ＮＡＳＴＲＡＮの不具合事象について 

<内容> 

原子力安全・保安院のクロスチェックにお

いて発見された解析コード「ＮＡＳＴＲＡ

Ｎ」の不具合について周知するとともに，

使用する際には注意するよう求めたもの。 

島根原子力発電所２

号機は対象外。 －  

27 

平成 17･10･20原

院第 2号 

平成 17年 10月 25日 

NISA-322b-05-2 

NISA-151b-05-2 

NISA-161b-05-3 

原子力安全・ 

保安院長 

非常用炉心冷却系統ストレーナ閉塞事象に

係る対応について 

<内容> 

非常用炉心冷却系統ストレーナの有効性評

価結果を踏まえた設備上の対策の実施を求

めたもの。 

ス ト レ ー ナ の 取 替

（大容量化）を実施

済。 

○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－６５ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（4/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

28 
平成 17･12･22 

原院第 6号 

平成 17年 12月 27日 

原子力安全・ 

保安院長 

発電用原子力設備に関する技術基準を定め

る省令の改正に伴う電気事業法の規定に基

づく定期事業者検査の実施について 

＜内容＞ 

「発電用原子力設備に関する技術基準を定

める省令の一部を改正する省令（平成 17年

経済産業省令第 68号）」の施行に伴い，電

気事業法第 55条第１項の規定に基づく事業

者検査の実施における改正省令の適用につ

いて，指示したもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

29 
平成 18･01･19 

原院第 1号 

平成 18年 1月 19日 

原子力安全・ 

保安院長 

制御棒のひび等に関する点検について 

<内容> 

福島第一６号機でハフニウム板型制御棒の

ひびが認められたことより，同型の制御棒

を使用している他の原子力発電所において

も制御棒の機能に影響を与える事象が発生

していないか確認するため，ハフニウム板

型制御棒の使用状況および健全性確認結果

について報告を求めたもの。 

島根原子力発電所２

号機は対象外。 
―  

30 
平成 18･02･08 

原院第 3号 

平成 18年 2月 8日 

原子力安全･ 

保安院長 

東京電力株式会社福島第二原子力発電所第

３号機の原子炉再循環系配管に係る超音波

探傷試験の判定を踏まえた対応について 

<内容> 

き裂を溶接部の形状変化部と判断していた

ことに関し，注意喚起したもの。 

注意喚起のみであり

対応不要。 
―  

31 
平成 18･02･14 

原院第 1号 

平成 18年 2月 14日 

原子力安全･ 

保安院長 

個人被ばく線量評価用ガラスバッジの感度

補正の誤りに伴う個人被ばく線量の再評価

について 

<内容> 

放射線管理等報告書の内容に誤りがある場

合には，再提出を求めるもの。 

放射線管理等報告書

に誤りのないことを

確認済。 

○   

32 
平成 18･03･27 

原院第 4号 

平成 18年 3月 27日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子炉施設内火災発生防止のための安全確

保の徹底について 

<内容> 

大飯３，４号機の廃棄物建屋管理区域にお

ける火災を踏まえ，安全確保の徹底を求め

るもの。 

火 災 発 生 防 止 に 係

る 安 全 確 保 の 徹 底

の 依 頼 文 書 で あ り

対象外。 

―  

33 
平成 18･05･08 

原院第 11号 

平成 18年 5月 11日 

原子力安全･ 

保安院長 

炉内構造物のウォータジェットピーニング

施工周辺部位に対する点検について 

<内容> 

島根２号機においてウォータジェットピー

ニングにより不具合が発見されたため，類

似事象の調査を求めるもの。 

島根原子力発電所２

号機は対象外。 
―  

34 
平成 18･06･02 

原院第 6号 

平成 18年 6月 6日 

原子力安全・ 

保安院長 

高サイクル熱疲労に係る検査に対する要求

事項について 

<内容> 

検査の実施部位の選定および検査方法を指

示したもの。 

平成 19・02・15原院

第 2号により廃止の

ため対象外。 

―  

35 
18原企課第 45号 

平成 18年 6月 7日 

原子力安

全・保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

女川原子力発電所２号機原子炉手動停止に

係る配管肉厚管理の徹底について 

<内容> 

女川２号機の高圧第２給水加熱器ベント配

管減肉事象を踏まえ，配管肉厚管理の更な

る対策を求めたもの。 

「配管肉厚管理手引

書」に反映済。 
○  

36 
平成 18･09･19 

原院第 6号 

平成 18年 9月 20日 

原子力安全・ 

保安院長 

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施

設の耐震安全性の評価等の実施について 

<内容> 

既設発電用原子炉施設の耐震安全性評価の

実施計画書を作成し，報告するとともに，

同計画書に基づき評価を行い，結果を報告

することを求めたもの。 

(1)実施 計画 書を作

成し，報告済。 

(2)実施 計画 書に基

づき評価を実施中。 

△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-1) 

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－６６ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（5/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

37 
平成 18･11･06 

原院第 1号 

平成 18年 11月 6日 

原子力安全･ 

保安院長 

蒸気タービンの羽根に発生したひび等につ

いて 

<内容> 

蒸気タービンの羽のひびに関し，同様な損

傷の発生を防止する観点から，蒸気タービ

ンの設置，改造または修理の際に蒸気ター

ビンに発生する振動を適切に考慮すること

を求めたもの。 

注意喚起のみであり

対応不要。 
―  

38 
平成 18･11･30 

原院第 1号 

平成 18年 11月 30日 

原子力安全･ 

保安院長 

発電設備に係る点検について 

<内容> 

水力・火力・原子力発電所設備に対し，デ

ータ改ざん，必要な手続きの不備その他の

問題がないか点検を求めたもの。 

必要な手続きの不備

等 が な い か を 点 検

し，報告済。 

○  

39 
平成 19･02･15 

原院第 2号 

平成 19年 2月 16日 

原子力安全･ 

保安院長 

高サイクル熱疲労に係る評価及び検査に対

する要求事項について 

<内容> 

「高サイクル熱疲労に係る検査に対する要

求事項について（平成 18・06・02原院第６

号）」の指示に加えて，設備改造の有無を考

慮した再評価を行い，点検結果および評価結

果に変更が生じたものについての報告を求

めたもの。 

評価結果を報告済。 〇  

40 
平成 19･03･15 

原院第 1号 

平成 19年 3月 15日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子炉停止期間中の操作について 

（注意喚起） 

<内容> 

志賀１号機の臨界事故を受けて，定期検査

期間中等の原子炉停止期間中における原子

炉関係の操作に関し，注意喚起したもの。 

注意喚起のみであり

対応不要。 
―  

41 
平成 19･03･19 

原院第 3号 

平成 19年 3月 19日 

原子力安全･ 

保安院長 

沸騰水型原子炉に係る制御棒駆動水圧系設

備の管理方法について 

<内容> 

制御棒の予期しない動作を防ぐために，作

業時の確認事項の強化など，定めた手順が

確実に実行されるような措置を講じること

を求めたもの。 

(1)運 転要 領書を 改

正済。 

(2)ＣＲ Ｄポンプ イ

ン タ ー ロ ッ ク を 改

良済。 

○  

42 
平成 19･04･18 

原第 42号 

平成 19年 4月 20日 

経済産業大臣 

発電設備に係る総点検の結果を踏まえた今

後の対応について（厳重注意および指示） 

＜内容＞ 

報告された再発防止対策について，これを

実現していくための具体的な取り組みが明

記されておらず，改めて今後のスケジュー

ルを含めた具体的な行動計画を定め，報告

することを求めたもの。 

具体的行動計画を策

定し，報告済。 
○  

43 
平成 19･05･01 

原第 4号 

平成 19年 5月 7日 

経済産業大臣 

保安規定の変更命令について 

<内容> 

発電設備の総点検の結果を踏まえ，保安規

定の変更を命じたもの。 

変 更 命 令 に 基 づ き

「保安規定」の改定

を実施済。 

○  

44 
平成 19･05･01 

原第 8号 

平成 19年 5月 7日 

経済産業大臣 

保安規程の変更命令について 

<内容> 

発電設備の総点検の結果を踏まえ，保安規

程の変更を命じたもの。 

変更命令に基づき

「保安規程」の改定

を実施済。 

○   

45 
平成 19･05･21 

原院第 5号 

平成 19年 5月 21日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子力発電所における測定機器の校正およ

びトレーサビリティの確認について 

<内容> 

原子炉等規制法に基づく検査等について測

定機器の校正およびトレーサビリティの確

認方法の明確化を求めたもの。 

「試験・検査用測定機

器管理手順書」に反映

済。 

○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－６７ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（6/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

46 
平成 19･07･16 

第 2号 

平成 19年 7月 16日 

原子力安全･ 

保安院長 

平成 19年新潟県中越沖地震による東京電力

柏崎刈羽原子力発電所での火災および放射

能漏れを受けた電力会社への指示について 

<内容> 

(1)事業者による消防活動の体制について

早急に点検し，報告することを求めたもの。 

(2)放射能漏れ等の事故に係る報告体制に

ついて，再度確認し，報告することを求め

たもの。 

点検結果を報告済。 ○  

47 
平成 19･07･20原

第 1号 

平成 19年 7月 20日 

経済産業大臣 

平成 19年新潟県中越沖地震を踏まえた対応

について（指示） 

<内容> 

(1)新潟県中越沖地震で発生した消火活動

および放射性物質を含む水の漏えいに関す

る報告の遅れへの対応を求めたもの。 

(2)耐震評価へ反映するため，実施計画の見

直しを求めたもの。 

(1)自 衛消 防体 制お

よび事故報告体制を

強化済。 

(2)耐 震安 全性 評価

実施計画を改正済。 

○  

48 
平成 19･08･03 

原院第 4号 

平成 19年 8月 13日 

原子力安全・

保安院長 

放射線管理等報告書等の訂正に係る再発防

止対策について 

<内容> 

放射線管理に関する報告への訂正に関する

再発防止対策について，実施状況の報告を

求めたもの。 

実施状況について報

告済。 
○  

49 
平成 19･08･16 

原院第 7号 

平成 19年 9月 28日 

原子力安全・ 

保安院長 

発電用原子炉施設における運転上の制限の

逸脱時の報告先および報告事項について

（指示） 

<内容> 

運転上の制限を逸脱したときの報告要領を

指示したもの。 

「異常事象発生時の

対応要領」に反映済。 
○  

50 
平成 19･07･30 

原院第 5号 

平成 19年 10月 30日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子炉格納容器内の安全機能を有するケー

ブルの布設環境等の調査実施について 

＜内容＞ 

原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブ

ルについて，布設環境の調査を求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○  

51 
平成 19･11･29 

原院第 3号 

平成 19年 11月 30日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子力発電所の配管肉厚管理に対する追加

要求事項について 

<内容> 

公称肉厚を確定することが困難な部位に関

する管理方法について要求したもの。 

余寿命再評価結果に

基づく検査計画につ

いて，報告済。 

○  

52 
平成 19･12･17 

原院第 1号 

平成 19年 12月 17日 

原子力安全･ 

保安院長 

東北電力（株）女川原子力発電所３号機気

体廃棄物処理系における水素濃度の上昇事

象を踏まえた調査について 

<内容> 

(1)同様な事象の発生の有無について調査

し，調査結果の報告を求めたもの。 

(2)再結合器におけるしきい値の有無を確認

し，それを踏まえた運転管理を求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

53 

平成 19･12･18 

原院第 1号 

平成 19年 12月 20日 

NISA-166ｃ-07-12 

原子力安全･ 

保安院長 

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に
おける新潟県中越沖地震発生時の運営管理
に係る評価結果と今後の対応について（連
絡） 
＜内容＞ 
新潟県中越沖地震時の原子炉の運営管理に
係る評価結果を連絡したもの。 

評価結果および今後

の対応についての連

絡のため，対応不要。 

―   

54 
平成 19･12･26 

原院第 6号 

平成 19年 12月 27日 

原子力安全･ 

保安院長 

新潟県中越沖地震を踏まえた原子力発電所
等の耐震安全性評価に反映すべき事項（中
間取りまとめ）について（通知） 
＜内容＞ 
新潟県中越沖地震から得られた知見につい
て，耐震安全性評価（耐震バックチェック）
における基準地震動の策定，地震応答解析
等に反映すべき事項の耐震バックチェック
中間報告への反映を求めたもの。 
 

中間報告を提出済。 ○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－６８ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（7/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

55 
平成 20･01･16 

原院第 1号 

平成 20年 1月 16日 

原子力安全･ 

保安院長 

非常用炉心冷却系統ストレーナの設計時の
不適合への対応について 
＜内容＞ 
福島第一６号機における非常用炉心冷却系
統ストレーナ設計時の不適合事象を踏ま
え，非常用炉心冷却系ストレーナの有効性
を評価し，評価結果の報告を求めたもの。 

有効性評価結果を報

告済。 
○  

56 
平成 20･02･05 

原院第 5号 

平成 20年 2月 5日 

原子力安全･ 

保安院長 

定期事業者検査における超音波探傷試験の
代替措置計画策定について 
＜内容＞ 
重要機器の溶接部のうち，構造上近接また
は検査が困難で超音波探傷試験が行われて
いない箇所への代替評価を規定した代替措
置計画を策定し，計画の報告を求めたもの。 

代替措置計画を策定

し，報告済。 
○  

57 
平成 20･01･15 

原院第 3号 

平成 20年 2月 14日 

原子力安全･ 

保安院長 

ＥＲＳＳへのデータ伝送に係る当面の運用
変更について（依頼） 
＜内容＞ 
新潟県中越沖地震の課題を踏まえ，ＥＲＳ
Ｓ（緊急時支援対策システム）への伝送開
始条件を指示したもの。 

指示内容について対

応済。 
○   

58 
平成 20･04･10 

原院第 1号 

平成 20年 4月 10日 

原子力安全･ 

保安院長 

配管設計の応力解析における不備への対応
について 
＜内容＞ 
柏崎刈羽７号機における配管の応力解析に
使用しているものと同じ計算機プログラム
を使用して応力解析を行った配管分岐部に
対して，修正した計算機プログラムを使用
した応力解析結果の報告を求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

59 
平成 20･04･21 

原院第 1号 

平成 20年 5月 27日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子力施設における「放射性廃棄物でない
廃棄物」の取扱いについて（指示） 
＜内容＞ 
「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに
ついて以下の事項を指示したもの。 
(1)管理区域内で生じた廃棄物のうち，「放
射性廃棄物でない廃棄物」として廃棄また
は資源として有効利用しようとするものに
ついては，「原子力施設における「放射性廃
棄物でない廃棄物」の取り扱いに関するガ
イドライン」に従い判断し，適切に取り扱
うこと。 
(2)判断を行う廃棄物の範囲，判断方法，取
扱い等について，保安規定に定めるととも
に，その内容を周知徹底すること。 
(3)協力会社に委託する場合についても，責
任を持って判断および取扱いに関する業務
内容を管理すること。 

今 後 に お け る ク リ

ア ラ ン ス 制 度 の 導

入に向け，運用およ

び 設 備 面 等 の 対 応

について検討中。 

 

△ 

資料 4.2.2-5

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-2) 

60 
平成 20･06･04 

原院第 2号 

平成 20年 6月 5日 

原子力安全･ 

保安院長 

放射線管理区域内で就労する従業者の管理
の徹底について 
＜内容＞ 
従業者の被ばく管理，身分の再確認など，
従業者管理の徹底および実態調査を求めた
もの。 

指示内容について確

認済。 
○  

61 
平成 20･06･24 

原院第 1号 

平成 20年 6月 24日 

原子力安全･ 

保安院長 

放射線管理区域内で就労する従業者の管理

の徹底について（追加指示） 

＜内容＞ 

「放射線管理区域内で就労する従業者の管

理の徹底について（平成 20･06･04原院第２

号）」の指示に基づき，原子力事業者から提

出された報告書を精査した結果，複数の原

子力事業者において，協力企業における従

業者の身分確認結果の証拠書類を事業者自

らが全く確認していないことが確認された

ため，追加的な報告等を求めたもの。 

調査結果を報告済。 ○   

62 
平成 20･08･28 

原院第 8号 

平成 20年 8月 29日 

原子力安全･ 

保安院長 

実用発電用原子炉施設における定期安全レ

ビューの実施について（指示） 

＜内容＞ 

「実用発電用原子炉施設における定期安全

レビュー実施ガイドライン」に従い定期安

全レビューを実施することを求めたもの。 

「島根原子力発電所

定期安全レビュー実

施手順書」に反映済。 

○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－６９ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（8/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

63 
平成 20･08･29 

原院第 10号 

平成 20年 9月 4日 

原子力安全･ 

保安院長 

新潟県中越沖地震を踏まえた原子力発電所

等の耐震安全性評価に反映すべき事項につ

いて 

＜内容＞ 

耐震設計審査指針の改訂に伴う既設原子力

発電所等の耐震安全性評価の際に，平成 19

年新潟県中越沖地震により得られた知見を

反映することを求めたもの。 

指示内容に基づき評

価を実施中。 
△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-1) 

64 
平成 20･10･17 

原院第 3号 

平成 20年 10月 22日 

原子力安全･ 

保安院長 

実用発電用原子炉施設における高経年化対

策の実施について（指示） 

＜内容＞ 

「実用発電用原子炉施設における高経年化

対策実施ガイドライン」に従い高経年化対

策等を実施することを求めたもの。 

「島根原子力発電所

高経年化対策実施手

順書」に反映済。 

○  

65 
平成 21･01･27 

原院第 1号 

平成 21年 2月 16日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子力発電工作物に係る保安規程および定

期検査に関する運用について 

＜内容＞ 

原子力発電工作物に係る保安規程および定

期検査の以下の運用に関する事項への対応

を求める。 

(1)事業用電気工作物に係る保安規程の届

出時における届出書類（写し）の提出 

(2)定期事業者検査の実績の報告 

(3)定期検査の時期変更承認の申請 

指示内容に対応済。 〇  

66 
平成 21･02･18 

原院第 4号 

平成 21年 2月 20日 

原子力安全･ 

保安院長 

耐震設計審査指針の改訂に伴う既設原子力

施設の耐震安全性評価における弾性設計用

地震動Ｓｄによる確認等について 

＜内容＞ 

耐震設計審査指針の改正に伴う既設原子力

施設の耐震安全性評価の際に，弾性設計用地

震動Ｓｄにより確認することを求めたもの。 

指示内容に基づき評

価を実施中。 
△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-1) 

67 
平成 21･03･30 

原院第 9号 

平成 21年 4月 1日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子力発電所に係るＥＲＳＳへの常時デー

タ伝送について（依頼） 

＜内容＞ 

プラント運転情報や放射線モニタ測定値

等，原子力発電所の重要な情報を，常時，

ERSS（Emergency Response Support System）

へ伝送することを求めたもの。 

指示内容に対応済。 ○  

68 
NISA-316d-09-6 

平成 21年 4月 3日 

原子力安全・

保安院 

核燃料管理

規制課長 

低レベル放射性廃棄物輸送における保安措

置について（注意および指示） 

＜内容＞ 

低レベル放射性廃棄物の輸送に用いられて

いた輸送容器の一部に国際標準規格に適合

しておらず，また，一般の試験条件下で満

たすべき基準も満足していなかったものが

あったことから，再発防止対策を徹底し，

関係する技術基準に適合するよう適切に管

理することを求めたもの。 

指示内容に対応済。 ○  

69 
平成 21･04･13 

原院第 2号 

平成 21年 4月 13日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子力発電所における焼鈍作業に係る記録

改ざんへの対応について（指示） 

＜内容＞ 

島根３号機の湿分分離加熱器の内部配管に

おける焼鈍作業の記録改ざんが確認された

件について，以下の対応を求めたもの。 

(1)記録の改ざんが確認された島根３号機

の湿分分離加熱器の内部配管について，溶

接事業者検査における不適合対応処置およ

び是正処置の結果について速やかに報告す

ること。 

(2)島根原子力発電所について日本工業検

査株式会社が実施した焼鈍作業に係る記録

に関し，ほかに同様の改ざんがないか，確

認した結果を速やかに報告すること。 

確認結果を報告済。 ○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－７０ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（9/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

70 
21原審第 6号 

平成 21年 4月 24日 

原子力安全・

保安院 

原子力発電 

安全審査課長 

耐震バックチェックにおいて地震動評価を

行う際の応力降下量の取扱いについて 

＜内容＞ 

地震動評価を行う際の震源モデルのパラメ

ータの不確かさの考慮における応力下降量

の取扱いについて，改めて精査することを

求めたもの。 

指示内容に基づき評

価を実施中。 
△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-1) 

71 
平成 21･04･28 

原院第 3号 

平成 21年 5月 1日 

原子力安全･ 

保安院長 

電気事業法第 52条に基づく溶接事業者検査

（原子力設備）について 

＜内容＞ 

電気事業法第 52条に基づく溶接事業者検査

の適切な実施のため，「電気事業法第 52条

に基づく原子力設備に関する溶接事業者検

査ガイド」に従って溶接事業者検査を実施

することを求めたもの。 

「検査および試験管

理基本要領」に反映

済。 

〇  

72 
平成 21･04･13 

原院第 3号 

平成 21年 5月 8日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学

的・技術的知見の継続的な収集および評価

への反映等のための取組について 

＜内容＞ 

「原子力施設の耐震安全性に係る新たな科

学的・技術的知見の継続的な収集および評

価への反映等について（内規）」（平成 21･04･

13原院第３号）を制定し，同内規に基づき

適切に対応することを求めたもの。 

「耐震安全性に係る

知見反映処理手順書」

を制定済。 

○  

73 
平成 21･06･22 

原院第 5号 

平成 21年 6月 23日 

原子力安全･ 

保安院長 

気体廃棄物処理系の水素濃度上昇に係る対

応について(指示） 

＜内容＞ 

浜岡４号機，５号機で発生した気体廃棄物

処理系の水素濃度上昇事象に係る原因およ

び再発防止対策に関する報告を受け，更な

る安全性の向上を図るため，以下の対応を

求めたもの。 

(1)ＢＷＲ事業者において共通の方法によ

りデータを取得するなど，金属触媒の長期

的な触媒性能を把握する等の知見の拡充を

行うこと。 

(2)気体廃棄物処理系の水素濃度計につい

て，検出時間の遅れの妥当性を含めた検証

を行うこと。 

指示内容に対応済。 ○   

74 

平成 21年 6月 25日 

NISA-161c-09-3 

NISA-181c-09-1 

NISA-197c-09-1 

原子力安全・

保安院 

原子力発電検

査課長 

核燃料サイク

ル規制課長 

放射性廃棄物

規制課長 

「原子力施設における放射性廃棄物でない

廃棄物の取扱い」の徹底について（注意喚

起） 

＜内容＞ 

東海発電所において「放射性廃棄物でない

廃棄物」として判断した廃棄物に対して，

念のために実施した放射能の測定で有意な

値が検出されたことから，『原子力施設にお

ける「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱

について（指示）（平成 20･04･21原院第１

号）』で規定したガイドラインの一層の徹底

について注意喚起したもの。 

注意喚起のみであり

対応不要。 
―  

75 
平成 21･06･26 

原院第 4号 

平成 21年 6月 26日 

原子力安全･ 

保安院長 

島根原子力建設所における火災について

（指示） 

＜内容＞ 

島根原子力建設所で発生した火災発生の原

因および再発防止対策等について報告する

ことを求めたもの。 

島根原子力発電所２

号機は対象外。 
―  

76 
平成 21･06･25 

原院第 1号 

平成 21年 6月 30日 

原子力安全･ 

保安院長 

実用発電用原子炉施設への航空機落下確率

の再評価について 

＜内容＞ 

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確

率の評価基準について（内規）（平成 14･07･

29原院第４号）」の一部改正に伴い航空機落

下確率の再評価を求めたもの。 

再評価結果を報告済。 ○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－７１ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（10/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

77 
平成 21･07･27 

原院第 1号 

平成 21年 8月 12日 

原子力安全･ 

保安院長 

原子力発電所中央制御室の居住性に係る被

ばく評価について（要請） 

＜内容＞ 

発電用原子炉施設について，「原子力発電所中

央制御室の居住性に係る被ばく評価手法につ

いて（内規）」に基づく被ばく評価を実施し，

所要の措置を講ずることを求めたもの。 

指示内容に基づく評

価を実施中。 
△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-3) 

78 
22原企課第 6号 

平成 22年 2月 2日 

原子力安全・

保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

放射性廃棄物処理系排水管の誤接続に係る

対応について（指示） 

＜内容＞ 

福島第一，福島第二および柏崎刈羽原子力

発電所における非放射性廃棄物を処理する

配管と放射性物質を処理する配管との誤接

続に関する調査結果の報告を踏まえ，以下

の対応を求めたもの。 

(1)管理区域内において，配水管の誤接続が

ないか調査し，報告すること。 

(2)調査は各事業者のトリチウムの管理お

よび設備の管理の実態を踏まえた方法によ

り行うこと。 

調査結果を報告済。 ○   

79 
平成 22･03･30 

原院第 1号 

平成 22年 3月 30日 

原子力安全･ 

保安院長 

島根原子力発電所第１号機および第２号機

の保守管理の不備ならびに定期事業者検査

の一部未実施に係る対応について（指示） 

＜内容＞ 

島根１号機および島根２号機の保守管理な

らびに定期事業者検査の一部が適切に実施

されていなかったことから，点検が適切に

実施されていなかった箇所を早急に点検す

るとともに，健全性の評価を行い，その結

果を報告することを求めたもの。 

点検結果および健全

性 評 価 結 果 を 報 告

済。 

○  

80 
平成 22･03･30 

原第 1号 

平成 22年 3月 30日 

経済産業大臣

臨時代理 

(国務大臣) 

島根原子力発電所第１号機および第２号機

の保守管理の不備ならびに定期事業者検査

の一部未実施に係る報告徴収について 

＜内容＞ 

島根１号機および島根２号機の保守管理な

らびに定期事業者検査の一部が適切に実施

されていなかったことから，以下について

報告することを求めたもの。 

(1)島根１号機および島根２号機の保守管

理ならびに定期事業者検査の一部が適切に

実施されていなかったことについて，これ

までの保守管理および定期事業者検査の実

施に係る経緯・事実関係を調査し，その原

因を究明するとともに，それらを踏まえた

再発防止対策の検討を行い，報告すること。 

(2)島根１号機，島根２号機および島根３号

機の保守管理ならびに島根１号機および島

根２号機の定期事業者検査の実施状況につ

いて，総点検を行い，報告すること。 

再発防止対策および

総点検結果について

報告済。 

○  

81 
平成 21･11･27 

原院第 4号 

平成 22年 4月 16日 

原子力安全･ 

保安院長 

実用発電用原子炉施設における高経年化対

策の実施について（指示） 

＜内容＞ 

「実用発電用原子炉施設における高経年化

対策の実施について（平成 20･10･17原院第

３号）」の「実用発電用原子炉施設における

高経年化対策実施ガイドライン」の一部を改

正し，改正後のガイドラインに基づき高経年

化対策等を実施することを求めたもの。 

「島根原子力発電所

高経年化対策実施手

順書」に反映済。 

○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－７２ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（11/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

82 
平成 22･03･31 

原院第 2号 

平成 22年 4月 16日 

原子力安全･ 

保安院長 

事故故障等に係る予防処置実施状況の報告

について（指示） 

＜内容＞ 

原子炉等規制法第 62条の３に基づき，原子

力安全・保安院に報告のあった他の施設に

おける同種の事故故障等を防止するための

予防処置の実施状況について，予防処置実

施状況報告書を作成し，報告することを求

めたもの。 

指示内容について対

応中。 
△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-4) 

83 
平成 22･05･20 

原院第 1号 

平成 22年 5月 21日 

原子力安全･ 

保安院長 

安全保護系の駆動源喪失時に対する設備要

求および運用管理上の措置について（指示） 

＜内容＞ 

平成 21年 12月２日に敦賀２号機で発生し

た原子炉保護系計装の機能喪失に係る保安

規定違反に対する根本原因分析の実施結果

の報告を踏まえ，安全保護系の設置，改造

工事および運用の管理にあたって，以下の

対応を求めたもの。 

(1)安全保護系を構成する機器において，そ

の駆動源喪失時には，原子炉非常停止信号

若しくは工学的安全施設起動(作動）信号を

発信する設備構成，または電源喪失を検知

し警報を中央制御室に発信する設備構成と

するよう，計画的な対応を講じること。 

(2)上記(1)の設備構成となっていないもの

については，当該設備構成とするまでの間

は，当該安全保護系の電源状態を巡視点検

等において適切に確認すること。 

(3)安全保護系の設計時における要求事項

を運用面で確保される場合には，運用手順

などに確実に反映させる業務プロセスとな

っているか，また安全保護系の電源操作を

した場合における確実な復帰操作の確認な

ど，安全保護系の点検作業において人的過

誤防止を考慮した業務プロセスとなってい

るかを確認すること。 

指示内容に対応済。 ○  

84 
平成 22･06･09 

原第 1号 

平成 22年 6月 11日 

経済産業大

臣臨時代理

国務大臣 

島根原子力発電所の保守管理の不備等につ

いて（厳重注意および指示） 

＜内容＞ 

島根原子力発電所の保守管理の不備等が生

じていたことに対し，厳重に注意するとと

もに，保安規定の変更命令に加え，以下の

対策に取り組むことを指示したもの。 

(1)再発防止対策に基づき，経営層の十分な

管理の下に，保守管理体制および品質保証

体制の改善・再構築を確実に行うこと。 

(2)再発防止対策の実施状況およびその有

効性の評価を継続的に行うこと。 

(3)点検計画表については，点検実績，技術

的評価等に基づいた見直しを継続的に行う

こと。 

(4)安全文化の意識醸成のための継続的な

活動に取り組むこと。 

(5)点検周期を超えている機器であって，点

検計画に沿った点検等が実施できていない

ものについては，早急に点検計画表に沿っ

た点検を行い，その結果について報告する

こと。 

保守管理の不備に関

する再発防止対策の

アクションプランに

基づき対応中。 

△ 

資料 4.2.2-5 

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-5) 

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－７３ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（12/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

85 
平成 22･06･14 

原第 2号 

平成 22年 6月 15日 

経済産業大臣 

保安規定の変更命令について 

＜内容＞ 

「島根原子力発電所の保安管理ならびに定

期事業者検査に係る調査報告（最終）」に記

載されている再発防止対策を確実に実施し

うる保安管理体制および品質保証体制とす

るため，保安規定を変更することを命令し

たもの。 

「保安規定」を改正

済。 
○   

86 
22原企課第 54号 

平成 22年 7月 6日 

原子力安全・

保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所第

２号機の原子炉自動停止に関する調査結果

を踏まえたリレー誤作動に係る周知につい

て（注意喚起） 

＜内容＞ 

安全機能を有する機器等に対して同様のリ

レーの誤操作による事象が発生しないか確

認するよう注意喚起したもの。 

当 所 設 備 に お い て

ト リ ッ プ 回 路 構 成

上，同様な事象が発

生 し な い リ レ ー 配

置 と な っ て い る こ

と を 確 認 済 み で あ

るが，その他の要因

に よ る 同 様 の 事 象

発 生 の 可 能 性 に つ

いて検討中。 

△ 

 
資料 4.2.2-5

反映状況の

考察および

追加措置 

(指示-6) 

87 
22原企課第 65号 

平成 22年 7月 30日 

原子力安全・

保安院 

企画調整課長 

原子力発電 

安全審査課長 

上関原子力発電所原子炉設置許可申請に係

る追加地質調査等について 

＜内容＞ 

上関原子力発電所原子炉設置許可申請に係

る敷地および敷地周辺の追加地質調査等の

対応を求めたもの。 

島根原子力発電所２

号機は対象外。 
―  

88 
22原企課第 100号 

平成 22年 10月 12日 

原子力安全・

保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

核燃料サイク

ル規制課長 

放射性廃棄

物規制課長 

株式会社首藤バルブ製作所にて製造された

弁の原子力施設における設置状況等につい

て（指示） 

＜内容＞ 

株式会社首藤バルブ製作所で製造された弁

の設置状況ならびに弁の設置が明らかとな

った場合における当該弁に係る技術基準適

合性の確認およびその管理状況等について

報告することを求めたもの。 

確認結果を報告済。 ○  

89 
22原企課第 100号 

平成 22年 10月 12日 

原子力安全・

保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

核燃料サイク

ル規制課長 

核燃料管理

規制課長 

放射性廃棄

物規制課長 

株式会社首藤バルブ製作所にて製造された

弁について（注意喚起） 

＜内容＞ 

株式会社首藤バルブにおいて，製造した弁

の材料試験成績書が捏造されていた事実が

確認されたため，今後このような製品が納

入されることがないよう調達管理の充実を

図ることについて注意喚起したもの。 

注意喚起のみであり

対応不要。 
―  

90 
22原企課第 110号 

平成 22年 11月 1日 

原子力安全・

保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

制御棒のひびに関する対応について（指示） 

＜内容＞ 

柏崎刈羽７号機において，使用済ハフニウ

ムフラットチューブ型制御棒においてひび

が認められたため同事象が発生していない

か確認し，報告することを求めたもの。 

島根原子力発電所２

号機は対象外。 
―  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－７４ 

資料４．２．２－４ 保安院指示事項一覧表 

（13/13） 

No 
文書番号 

発行年月日 
発出者 指示内容 

対応内容/ 

対応不要の理由 

実施 

状況 
備考 

91 
22原企課第 122号 

平成 22年 11月 15日 

原子力安全・

保安院 

企画調整課長 

原子力発電

検査課長 

供用期間中検査の適切な実施について 

（指示） 

＜内容＞ 

供用期間中検査の計画に反映されていない

溶接箇所があることが判明したため，以下

の事項を含めて再発防止対策を検討し，報

告するよう指示したもの。 

(1)電気事業者と調達先である製造業者と

の間で，溶接に係る設計情報を十分共有し，

供用期間中検査の計画に確実に反映できる

体制を構築すること。 

(2)供用期間中検査を規定する社団法人日

本機械学会の維持規格の改訂が行われた場

合には，改訂内容を電気事業者内の関係部

署において共有し，改訂内容は供用期間中

検査の計画に確実に反映させる体制を構築

すること。 

(3)供用期間中検査の計画にある検査対象

箇所と現場の設備における溶接箇所との不

整合が生じないよう確認体制を構築するこ

と。 

指示内容を踏まえた

再発防止策を報告済。 
○   

92 
平成 23･03･28 

原第 7号 

平成 23年 3月 30日 

経済産業大臣 

平成 23年福島第一・第二原子力発電所事故

を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実

施について（指示） 

<内容> 

津波により３つの機能（全交流電源，海水

冷却機能，使用済燃料貯蔵プールの冷却機

能）を全て喪失した場合でも，燃料損傷や

多量の放射性物質の放出を抑制しつつ原子

炉施設の冷却機能回復を図るため，緊急安

全対策を講じるとともに，その実施状況に

ついて報告することを求めたもの。 

指示内容について報

告済。 
○  

実施状況； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －:実施の必要なし 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－７５ 

資料４．２．２－５ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－１） 

 

１．管理番号：（指示－１） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.36,63,66,70 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

耐震安全性評価の実施計画を作成し，報告している。 

経済産業大臣からの指示文書「平成19年新潟県中越沖地震を踏まえた対応に

ついて（指示）」（平成19・07・20原第１号）に基づき，島根原子力発電所

の耐震安全性評価実施計画書を見直し，報告するとともに，見直した計画に

基づき地質調査等を行い，その結果から詳細な評価を行うこととしている。 

また，原子力安全・保安院からの指示文書「新潟県中越沖地震を踏まえた原

子力発電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項（中間取りまとめ）につい

て（通知）」（平成19・12・26原院第６号）を踏まえ，平成20年３月28日に

中間報告を提出している。中間報告については，平成20年12月には原子力安

全・保安院が妥当であると判断し，平成22年３月には原子力安全委員会が原

子力安全・保安院の評価は基本的に問題ないと判断している。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

実施計画に従い耐震安全性評価を実施していることから，更なる追加措置は

必要ないと判断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－７６ 

資料４．２．２－５ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－２） 

 

１．管理番号：（指示－２） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.59 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

現在，指示文書に基づき，クリアランス制度の導入に向けた検討を実施中で

ある。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

現在，今後におけるクリアランス制度の導入に向け，運用および設備面等の

対応について検討を実施中であり，更なる追加措置は必要ないと判断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－７７ 

 

資料４．２．２－５ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－３） 

 

１．管理番号：（指示－３） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.77 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

現在，指示文書に基づき，被ばく評価を実施中である。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

現在，被ばく評価を実施中であることから，更なる追加措置は必要ないと判

断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－７８ 

資料４．２．２－５ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－４） 

 

１．管理番号：（指示－４） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.82 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

現在，指示文書に基づき，原子炉等規制法第62条の３に基づき，原子力安全・

保安院に報告のあった他の施設における同種の事故故障等を防止するための

予防処置の実施状況について，所要の手法，様式により報告を行うこととして

いる。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

現在，指示文書に基づき対応中であることから，更なる追加措置は必要ない

と判断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－７９ 

資料４．２．２－５ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－５） 

 

１．管理番号：（指示－５） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.84 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

現在，指示文書に基づき，保守管理の不備に関する再発防止対策のアクショ

ンプランを策定し，対応中である。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

現在，保守管理の不備に関する再発防止対策のアクションプランに基づき，

対応中であることから，更なる追加措置は必要ないと判断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－８０ 

資料４．２．２－５ 反映状況の考察および追加措置（保安院指示事項） 

（指示－６） 

 

 

１．管理番号：（指示－６） 

 

２．「保安院指示事項一覧表」の通し番号：No.86 

 

３．指示内容： 

「保安院指示事項一覧表」参照 

 

４．対応内容： 

現在，注意喚起文書に基づき，予防処置の実施について，検討を実施中である。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

現在，予防処置の実施について，検討を実施中であることから，更なる追加措

置は必要ないと判断した。 

 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 

 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－８１ 

資料４．２．２－６ 運転経験から得られた教訓一覧表（国外） 

(1/5) 

No 
情報 

種別 

発行 No. 

発行年月 
事故・故障等の内容 

予防 

処置

の 

要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の

理由 

実施 

状況 

再発 

の 

有無 

備考 

1 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2001-01 

H13.8 

（原子炉格納容器上蓋貫通部ノズルの周方 

向クラック） 

ＰＷＲプラント４基において，制御棒駆動

装置および熱電対ノズルを含む，Ａｌｌｏ

ｙ600製ＶＨＰノズルのクラックおよび漏

えいが発見されたことにより，ＶＨＰノズ

ルの構造上の健全性に関する情報提出を求

めたもの。 

－ 

Ｐ Ｗ Ｒ 特 有 の 事

象であり対象外。 

－ － 

 

2 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2002-01 

H14.3 

（原子炉容器上蓋の材料欠損および一次冷

却材圧力バウンダリの健全性） 

デービスベッセ発電所で原子炉容器上蓋の

制御棒駆動装置ノズル貫通部周辺の材料欠

損が発見されたことから，ＰＷＲを対象に，

原子炉容器上蓋を含む一次冷却材圧力バウ

ンダリの健全性に関する情報提出を求めた

もの。 

－ 

Ｐ Ｗ Ｒ 特 有 の 事

象であり対象外。 

－ － 

 

3 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2002-02 

H14.8 

（原子炉圧力容器上蓋および上蓋貫通部ノ

ズルの検査プログラム） 

Ｎｏ．１「原子炉容器上蓋貫通部ノズルの

周方向クラック」およびＮｏ．２「原子炉

容器（ＲＰＶ）上蓋の材料欠損および一次

冷却材圧力バウンダリの健全性」に対する

現状のＲＰＶ上蓋およびＲＰＶ上蓋貫通部

ノズルの検査方法や検査要件で，目視検査

に加えて，体積検査や表面検査等の非破壊

検査を追加することの提出を求めたもの。 

－ 

Ｐ Ｗ Ｒ 特 有 の 事

象であり対象外。 

－ － 

 

4 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2003-01 

H15.6 

（加圧水型原子炉におけるデブリ閉塞が非

常用再循環サンプに与える潜在的影響） 

ＰＷＲプラントを対象に，非常用炉心冷却

系（ＥＣＣＳ）または格納容器スプレイ系

（ＣＳＳ）の再循環系の運転に要求される

デブリの閉塞に対する潜在的な影響，また

ＥＣＣＳ，ＣＳＳ再循環および格納容器ド

レン設備の流路へのデブリの閉塞による追

加的影響を検討し，規制要件を満たしてい

ることを決定する評価が完了するまで，暫

定的な対応措置を示すことを求めたもの。 

－ 

Ｐ Ｗ Ｒ 設 置 者 に

対 し て 出 さ れ た

も の で あ り 対 象

外。 

－ － 

 

5 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2003-02 

H15.8 

（原子炉容器底部貫通部の漏えいと一次冷

却材圧力バウンダリの健全性） 

原子炉圧力容器（ＲＰＶ）下鏡の目視検査

を行い，下鏡の炉内計装用案内管貫通部で

ほう酸析出物が発見され，同貫通部に対し

て検査を行ったところ，案内管（ノズル部）

でクラックが確認された。 

過去に行われた検査，今後予定されている

検査内容，異常発見状況および対策の概要

の提出を求めたもの。 

－ 

Ｐ Ｗ Ｒ 設 置 者 に

対 し て 出 さ れ た

も の で あ り 対 象

外。 

－ － 

 

6 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2003-03 

H15.8 

（六フッ化ウランシリンダ用１インチ弁 

の欠陥の可能性） 

六フッ化ウランシリンダに取付けられてい

る１インチ弁の安全性に懸念があることか

ら，六フッ化ウランの輸送，貯蔵，使用，

または処理を行う事業者に対して，在庫を

調査し，所有しているか，将来受領する予

定で あれ ば対策 につ いて 報告 を求め たも

の。 

－ 

六 フ ッ 化 ウ ラ ン

取 扱 事 業 者 に 対

し て 出 さ れ た も

のであり対象外。 

－ － 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している     －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－８２ 

資料４．２．２－６ 運転経験から得られた教訓一覧表（国外） 

(2/5) 

No 
情報 

種別 

発行 No. 

発行年月 
事故・故障等の内容 

予防 

処置

の 

要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の

理由 

実施 

状況 

再発 

の 

有無 

備考 

7 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2003-04 

H15.10 

（核物質管理およびセーフガードシステ

ム（ＮＭＭＳＳ）における核物質収支デ

ータの再構築） 

核物質管理およびセーフガードシステム

（ＮＭＭＳＳ）の核物質収支が矛盾してい

ることに基づき，ウラン 235，ウラン 233，

プルトニウム，天然ウラン，および劣化ウ

ラン等の所持者，または所持認可者に対

し，保有する核物質に関する情報提出を求

めたもの。 

－ 

当 該 シ ス テ ム は

米 国 内 の 管 理 シ

ス テ ム で あ り 対

象外。 

－ － 

 

8 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2004-01 

H16.5 

（ＰＷＲプラントの加圧器貫通部および

気相部配管接続部の組立てに使用され

たアロイ 82／182／600材についての検

査） 

ＰＷＲプラントの加圧器貫通部および気

相部配管接続部の組立てに使用されたア

ロイ 82／182／600材についての現行の検

査方法に加え，一次冷却材応力腐食割れ

（ＰＷＳＣＣ）による欠陥を検出し十分に

把握するために追加測定を実施する必要

があることを通知し，加圧器貫通部と気相

部配管接続部の製作に使用されている材

料に関連する情報を求めたもの。 

－ 

Ｐ Ｗ Ｒ 設 置 者 に

対 し て 出 さ れ た

も の で あ り 対 象

外。 

－ － 

 

9 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2005-01 

H17.2 

（使用済燃料貯蔵施設内の燃料管理の問

題に関する通知） 

回答の必要な許認可保持者のみに内容が

提供されており，詳細については不明。 

－ 

回 答 の 必 要 な 許

認 可 保 持 者 で は

ないため対象外。 
－ － 

 

10 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2005-02 

H17.7 

（防護基準事象に対する緊急時対応計画

と対応行動について） 

セキュリティ関連の事象を対象に含めた

緊急時計画（事象分類，緊急時アクション

レベル，緊急時対応組織の招集）およびセ

キュリティ関連事象発生時の通報や対応

措置の迅速化方法についての情報提出を

求めたもの。 

－ 

規 制 当 局 よ り 提

示 を 受 け た Ｄ Ｂ

Ｔ （ 設 計 基 礎 脅

威）に基づき防護

措 置 を 講 じ て い

るため，対象外。 

－ － 

 

11 
ＮＲＣ 

Bulletin 

2007-01 

H19.12 

（警備員の不注意） 

職務中のセキュリティ職員が注意を怠っ

ていた事例が判明し，さらにその不注意は

同僚らとの共謀によるものだったことが

わかった。認可取得者に対して，セキュリ

ティ職員の管理に関する情報提出を要求

したもの。 

－ 

核 物 質 防 護 お よ

び 有 事 対 策 関 連

の 規 定 類 を 策

定 ・ 運 用 済 で あ

り，対象外。 － － 

 

12 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2003-01 

H15.6 

（制御室の居住性に関する問題） 

制御室エンベロープ・システムの密閉性を

再評価し，結果を提出するよう要求したも

の。また，Ｔｅｃｈ．Ｓｐｅｃ．のサーベ

ランス要件が妥当であるか判断した結果

も提出するよう要求したもの。 

○ 

中 央 制 御 室 の リ

ー ク 試 験 方 法 の

確 立 に 向 け 対 応

中。 △ － 

資料 4.2.2-7 

反映状況の 

考察および 

追加措置 

(国外-1) 

13 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2004-01 

H16.8 

（蒸気発生器伝熱管検査についての要件） 

至近に実施した蒸気発生器細管検査に関

する情報およびＴｅｃｈ．Ｓｐｅｃ．の要

件の遵守に関する情報提出を求めたもの。 

－ 

Ｐ Ｗ Ｒ 特 有 の 設

備であり対象外。 

－ － 

 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無   ； ○：再発していない ×：再発している     －：対象外 



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－８３ 

資料４．２．２－６ 運転経験から得られた教訓一覧表（国外） 

(3/5) 

No 
情報 

種別 

発行 No. 

発行年月 
事故・故障等の内容 

予防 

処置

の 

要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の

理由 

実施 

状況 

再発 

の 

有無 

備考 

14 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2004-02 

H16.9 

（ＰＷＲプラントの設計基準事故におけ

る緊急再循環系のデブリ閉塞による影

響の可能性について 

設計基準事故の発生時に想定される異物

による再循環サンプスクリーン閉塞に関

して，非常用炉心冷却系（ＥＣＣＳ）およ

び格納容器スプレイ系（ＣＳＳ）の機能の

健全性が確保されることに関して評価す

るとともに必要な措置をとることを要求

したもの。 

○ 

ＰＷＲ設置者に対

して出されたもの

であり，対象外で

あるが，ＮＩＳＡ

指 示 文 書 に 基 づ

き，ＥＣＣＳスト

レーナを大容量化

した。また，異物

混入防止として，

格納容器内の繊維

質保温から金属保

温への取替を実施

した。 

○ ○ 

 

15 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2006-01 

H18.1 

（蒸気発生器細管健全性と関連する 

Ｔｅｃｈ．Ｓｐｅｃ．情報） 

検査終了から次の検査までの間における

蒸気発生器伝熱管の健全性を保証するプ

ログラムの内容を提出する，あるいは代替

Ｔｅｃｈ．Ｓｐｅｃ．の要件を採用するこ

とを要求したもの。 

－ 

Ｐ Ｗ Ｒ 特 有 の 設

備であり対象外。 

－ － 

 

16 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2006-02 

H18.2 

（送電網の信頼性ならびにプラントリス

クおよび外部電源の確実性への影響） 

原子力プラントにおける各種電源および

関係する職員の訓練について規定してい

る規制要件が遵守されているかどうかを

判断するために，情報提出を求めたもの。 

－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 
－ － 

 

17 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2006-03 

H18.4 

（耐火材であるＨＥＭＹＣ材およびＭＴ

材の性能に対する懸念） 

安全上重要な電気・計装ケーブルの保護に

使用されているＨＥＭＹＣ材，ＭＴ材の耐

火性能試験を実施したところ，両材とも所

定の性能を満たさなかったのをうけて，許

認可者に対し自らの火災防護プログラム

の，耐火材の変更やケーブルの取り回し変

更等の処置を要求したもの。 

－ 

Ｈ Ｅ Ｍ Ｙ Ｃ 材 や

Ｍ Ｔ 材 を 使 用 し

ていないため，対

象外。 

－ － 

 

18 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2007-01 

H19.2 

（事故緩和系を不能にするアクセス不能

または埋設電源ケーブルの損傷） 

プラント過渡や事故緩和に関係する重要

系統の運転即応性に係わり，該当する規

制要件部分が満足されているか否かを判

断するため，ケーブル損傷に関するさら

なる情報提出を要求したもの。 

－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 － － 

 

19 

ＮＲＣ 

Generic 

Letter 

2008-01 

H20.1 

（非常用炉心冷却系，崩壊熱除去系およ

び格納容器スプレイ系におけるガス蓄

積管理） 

該当システムが，現状の認可，設計基準お

よび適合される規制要求に従っており，こ

れらの要件に従うために適当な設計，運転

および試験管理法が定められていること

を証明する情報提出を要求するもの。 

〇 

原 子 炉 本 体 等 と

安 全 系 配 管 接 合

部に関し，配管構

成 と 熱 源 か ら の

影 響 を 考 慮 し た

蒸 気 相 生 成 の 可

能 性 を 確 認 す る

た め の 手 法 を 検

討中である。 

△ － 

 

資料 4.2.2-7 

反映状況の考

察および追加

措置 

(国外-2) 

 

20 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2001-01 

H13.8 

（作業員の過度の計画外放射線被ばくに

ついての勧告事項） 

（内容については非公開※） － 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

※ＷＡＮＯおよびＩＮＰＯのＳＯＥＲ情報は，事業者間における情報共有促進を目的としており，一般に公開することができない取

り決めとなっています。 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している     －：対象外  



４．保安活動への最新の技術的知見の反映 

 
 

４．２－８４ 

資料４．２．２－６ 運転経験から得られた教訓一覧表（国外） 

(4/5) 

No 
情報 

種別 

発行 No. 

発行年月 
事故・故障等の内容 

予防 

処置

の 

要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の

理由 

実施 

状況 

再発 

の 

有無 

備考 

21 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2002-01 

H14.6 

（苛酷な気象に適切に対応するための必要

な対応策の勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

22 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2002-02 

H14.7 

（非常用電源の信頼性を高めるために必要

な対応策の勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

23 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2003-01 

H15.3 

（大容量変圧器の信頼性を改善するための

勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

24 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2003-02 

Rev.1 

H18.10 

（デービスベッセ発電所における原子炉容

器上蓋の損傷事象から得られる原子力安

全に対する認識不足等への勧告事項） 

（内容については非公開※） 

－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

25 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2004-01 

H16.7 

（炉心設計変更に伴うリスク評価の向上等

の管理に関する勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

26 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2007-01 

H19.7 

（炉心反応度の適切なモニタリングと管理

を行うための勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

27 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2007-02 

H19.11 

（冷却水取水口の閉塞事象に関する推奨事

項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

28 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2008-01 

H20.4 

（玉がけ，吊上げおよび機材取扱いに関す

る事項への勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

29 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2010-01 

H22.5 

（停止時安全への安全余裕確保のための 

推奨事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

30 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2011-01 

H23.1 

（大容量変圧器の信頼性に対する勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

31 
ＷＡＮＯ 

ＳＯＥＲ 

2011-02 

H23.3 

（地震と津波による福島第一原子力発電所

の燃料損傷に関する推奨事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

32 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2001-01 

H13.10 

（作業員の過度の計画外放射線被ばくに 

ついての勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

33 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2002-01 

H14.12 

（苛酷な気象に適切に対応するための必要

な対応策の勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

34 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2002-03 

H14.9 

（大容量変圧器の信頼性を高めるために必

要な対応策の勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

※ＷＡＮＯおよびＩＮＰＯのＳＯＥＲ情報は，事業者間における情報共有促進を目的としており，一般に公開することができない取

り決めとなっています。 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している     －：対象外  
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４．２－８５ 

資料４．２．２－６ 運転経験から得られた教訓一覧表（国外） 

(5/5) 

No 
情報 

種別 

発行 No. 

発行年月 
事故・故障等の内容 

予防 

処置

の 

要否 

予防処置内容／ 

予防処置要否の

理由 

実施 

状況 

再発 

の 

有無 

備考 

35 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2002-04 

Rev.1 

H18.1 

（原子炉容器上蓋の損傷の原因となった組

織 上 の 問 題 点 に つ い て の 対 応 策 勧 告 事

項） 

（内容については非公開※） 

－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

36 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2003-01 

H15.1 

（非常用電源の信頼性を高めるために必要

な対応策の勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

37 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2003-02 

H15.7 

（炉心設計変更に関する管理への勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

38 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2004-01 

H16.7 

（炉心設計変更に関する管理への勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

39 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2006-01 

Rev.1 

H20.5 

（重量物の吊上げ・持上げ・取扱い時の事

故対策への勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

40 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2007-01 

H19.8 

（炉心反応度の適切なモニタリングと管理

を行うための勧告事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

41 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2007-02 

H19.12 

（冷却水取水口の閉塞事象に関する推奨事

項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新 た に 取 り 入 れ

る 事 項 が な い こ

と を 確 認 し て お

り対象外。 

－ － 

 

42 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2009-01 

H21.8 

（停止時安全に関する推奨事項） 

（内容については非公開※） 
－ 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

－ －  

43 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2010-01 

H22.3 

（大容量変圧器の信頼性を高めるために 

必要な対応策の推奨事項） 

（内容については非公開※） 

－ 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

－ －  

44 
ＩＮＰＯ 

ＳＯＥＲ 

2010-02 

H22.9 

（管理者・監督責任者・個人の各レベルで

関与する考える組織に取り組むための推

奨事項） 

（内容については非公開※） 

－ 

新たに取り入れ

る事項がないこ

とを確認してお

り対象外。 

－ －  

※ＷＡＮＯおよびＩＮＰＯのＳＯＥＲ情報は，事業者間における情報共有促進を目的としており，一般に公開することができない取

り決めとなっています。 

予防処置の要否 ； ○：要        －：不要 

実施状況    ； ○：実施済み     △：計画済みまたは実施中  ×：未実施     －：実施の必要なし 

再発の有無    ； ○：再発していない ×：再発している     －：対象外  
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４．２－８６ 

資料４．２．２－７ 反映状況の考察および追加措置（国外） 

（国外－１） 

 

１．管理番号：（国外－１） 

 

２．「運転経験から得られた教訓一覧表（国外）」の通し番号：No.12 

 

３．教訓の出典（ＮＲＣ－Ｂｕｌｌｅｔｉｎ，ＷＡＮＯ－ＳＯＥＲ等）： 

ＮＲＣ－Ｇｅｎｅｒｉｃ Ｌｅｔｔｅｒ 

 

４．事故・故障等の内容： 

制御室エンベロープ・システムの密閉性を再評価し，現行の許認可・設計根

拠および関連する規制要求を満足していることを確認し，その結果を提出する

ことを要求している。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

島根原子力発電所２号機においては，中央制御室のリーク試験を平成 22年

12月に実施するとともに，同試験結果に基づく被ばく評価を実施中であり，

更なる追加措置は必要ないと判断した。  
 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 
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４．２－８７ 

資料４．２．２－７ 反映状況の考察および追加措置（国外） 

（国外－２） 

 

１．管理番号：（国外－２） 

 

２．「運転経験から得られた教訓一覧表（国外）」の通し番号：No.19 

 

３．教訓の出典（ＮＲＣ－Ｂｕｌｌｅｔｉｎ，ＷＡＮＯ－ＳＯＥＲ等）： 

ＮＲＣ－Ｇｅｎｅｒｉｃ Ｌｅｔｔｅｒ 

 

４．事故・故障等の内容： 

非常用炉心冷却系，崩壊熱除去系および格納容器スプレイ系配管における空

気・溶存ガスの蓄積を防止するため，当該系統の運転性能の維持に係る規制要

求に適合するための措置の実施を要求している。 

 

５．現在の予防処置の状況に対する考察： 

安全系のハイポイント部へのベント弁の設置およびベント操作の実施等に

ついて，既運用により適切に対応がなされていることを確認済である。 

また，原子炉本体等と安全系配管接合部に関し，配管構成と熱源からの影響

を考慮した蒸気相生成の可能性を確認するための手法を検討中であり，更なる

追加措置は必要ないと判断した。  
 

６．追加措置案：なし 

 

７．その他：なし 
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４．２－８８ 

４．２－３ 新潟県中越沖地震への対応について 

 

  平成19年７月16日に発生した新潟県中越沖地震に対する島根原子力発電所

の対応状況を以下に示す。 

 

Ⅰ．自衛消防機能および事故報告体制の強化 

経済産業大臣からの指示文書「平成19年新潟県中越沖地震を踏まえた対応に

ついて（指示）」（平成19・07・20原第１号）に基づき，島根原子力発電所に

おける「自衛消防体制の強化」および「迅速かつ厳格な事故報告体制の構築」

について改善計画を策定し，これに基づき以下の対策を実施している。 

 

（１）自衛消防体制の強化に向けた改善 

  ①消火体制の強化 

   震度５弱以上の地震時には，自主的に出社する非常対策要員を定めておく

ことを「異常事象発生時の対応要領」に規定するとともに，消火活動を目的

に３交代24時間体制による消防チームの運用を開始した。 

   また，消防機関との訓練を定期的に実施している。 

 

  ②化学消防車および水槽付消防車等の配備 

   化学消防車および水槽付ポンプ消防車を構内に配備した。 

   また，既存消火器のバックアップ機能としてプラント内に大型消火器を設

置した。 

 

  ③消防署への専用通信回線の強化 

   緊急時対策室および中央制御室に消防本部への専用通信回線（ＮＴＴ災害

時優先回線，専用回線，衛星回線）を設置した。 

 

（２）迅速かつ厳格な事故報告体制の構築に向けた改善 

  ①的確かつ迅速な試料採取および放射能測定の実施体制の構築 

   夜間および休祭日に迅速な対応ができるよう，消防チームへの放射能測定

に関する教育を行い，消防チームが放射能測定を実施する運用を開始した。 

 

  ②放射性物質の漏えいなどがあった場合の改善 

   通常考えられない水，油等流体の漏えいが管理区域内外で発生した場合，

国に対する報告事象に該当するか，あるいは非該当か判断できない場合も含

め積極的に報告する運用とした。 
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４．２－８９ 

  ③緊急時対策室の強化 

   緊急時対策室において，情報・通信機器の見直しを実施した。 

 

（３）その他実施項目 

地質調査を補完し知見を拡充するため，島根原子力発電所周辺の陸域・

海域および敷地内における地質・地盤調査を実施した。 

 

Ⅱ．耐震安全性評価への反映 

平成 18年９月 20日に「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改

訂に伴い，新たな耐震指針に照らした耐震安全性評価を実施するよう原子炉安

全・保安院からの指示文書「『発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針』

等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の評価等の実施について」

（平成 18･09･19原院第６号）が発出され，平成 18年 10月 18日に耐震安全性

評価実施計画書を原子力安全・保安院に提出した。 

その後，平成19年７月20日に新潟県中越沖地震の知見を反映して評価するよ

う経済産業大臣からの指示文書「平成19年新潟県中越沖地震を踏まえた対応に

ついて（指示）」（平成19・07・20原第１号）が発出されたため，平成19年８

月20日に見直しを行った耐震安全性評価実施計画書を原子力安全・保安院に提

出した。 

また，平成19年12月27日に新潟県中越沖地震を踏まえた耐震安全性に反映す

べき事項について原子力安全・保安院からの指示文書「新潟県中越沖地震を踏

まえた原子力発電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項（中間取りまとめ）

について（通知）」（平成19･12･26原院第６号）が発出され，今までの評価結果

を含めた中間報告の提出が求められた。 

この指示を受けて，平成20年３月28日に耐震安全性評価の中間報告を原子力

安全・保安院に提出した。 

その後，平成 20年９月４日に上記中間報告に加えて，新潟県中越沖地震を

踏まえた耐震安全性に反映すべき事項を耐震安全性評価へ反映する旨の原子

力安全・保安院からの指示文書「新潟県中越沖地震を踏まえた原子力発電所等

の耐震安全性評価に反映すべき事項について」（平成 20・08・29原院第 10号）

が発出された。 

この指示を受けて，平成20年12月に予定していた原子力安全・保安院への耐

震安全性評価の最終報告の提出を延期した。 

さらに，平成21年２月20日に主要な建物および主要かつ代表的な設備につい

て，弾性設計用地震動による確認を行い，その結果を報告するよう原子力安

全・保安院からの指示文書「耐震設計審査指針の改訂に伴う既設原子力施設の
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４．２－９０ 

耐震安全性評価における弾性設計用地震動Ｓｄによる確認等について」（平成

21・02・18原院第４号）が発出された。 

上記指示文書（平成20年９月４日付けおよび平成21年２月20日付け）への対

応については継続し，実施中であり，その後得られた新たな知見等も考慮し，

最終報告を取りまとめることとしている。 
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４．２－４ 東北地方太平洋沖地震を踏まえた対応について 

 

  平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波に起因する

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を受け，平成23年３月30日に経済

産業大臣より指示文書「平成23年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた

他の原子力発電所の緊急安全対策の実施について（指示）」（平成23・03・28

原第７号）が発出された。 

  島根原子力発電所２号機においても津波により３つの機能（交流電源を供給

する全ての設備の機能，海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備の機

能および使用済燃料プールを冷却する全ての設備の機能）を喪失したとしても，

炉心損傷および使用済燃料の損傷を防止し，放射性物質の放出を抑制しつつ，

原子炉施設の冷却機能回復を図るための緊急安全対策を策定し，平成23年４月

21日までに実施するとともに，平成23年４月22日に実施状況を国に報告し，平

成23年５月２日に補正報告した。 

  これらの緊急安全対策については，平成23年５月６日に原子力安全・保安院

より適切に実施されているものと判断するとの評価をいただいた。 

  また，同報告において，緊急時対応の更なる信頼性向上を図るため，既設設

備の強化や必要な設備の設置等の対策についても合わせて策定し，現在，対応

を継続中である。 

  以下に緊急安全対策の実施状況および更なる信頼性向上対策を示す。 

 

Ⅰ.緊急安全対策の実施状況 

（１）緊急点検の実施 

  ①緊急時対応のための機器および設備の点検 

   緊急時対応計画において定めた資機材や設備を対象に点検を実施した。 

 

（２）緊急時対応計画の点検および訓練の実施 

  ①緊急時対応計画の整備 

   緊急時対応計画として，体制，役割分担，要員配置，手順，訓練，資機材

等について「異常事象発生時の対応要領」およびその下位文書である「原子

力災害対策手順書」に規定した。 

   これらの緊急時対応計画の策定に当たっては，訓練を実施し，その有効性

を確認・評価するとともに，必要に応じて改善を図った。 

   今後も継続的に訓練を実施し，緊急時対応計画の有効性を確認・評価する

とともに，必要に応じて改善を図ることとする。 
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（３）緊急時の電源確保 

  ①高圧発電機車および可搬式発電機の確保 

   全交流電源喪失時においても，原子炉への注水を継続し，プラント監視機

能等を維持するため，必要な電源容量を満足する高圧発電機車および可搬式

発電機ならびに受電盤等への接続に必要な資機材（電源ケーブル等）を確保

し，津波の影響を受けにくい場所へ保管した。 

 

  ②発電機用の燃料補給手段の確保 

   非常用ディーゼル発電機の燃料移送ポンプ電動機が津波により浸水し，燃

料貯蔵タンクからの燃料補給手段が無くなった場合の燃料補給用および上

記①の高圧発電機車等の燃料補給用として，燃料および補給に必要な資機材

（ホース等）を確保した。 

 

（４）緊急時の最終的な除熱機能の確保 

  ①消防ポンプ車等による代替注水手段の確保 

   全交流電源喪失時においても，代替注水設備による原子炉の除熱を速やか

に実施するため，原子炉や水源である復水貯蔵タンクに水を補給するための

消防ポンプ車等および送水に必要な資機材（消火ホース等）を確保し，資機

材については津波の影響を受けにくい場所へ保管した。 

 

  ②原子炉格納容器ベント用資機材の確保 

   全交流電源喪失時においても，原子炉格納容器ベント操作を速やかに実施

するため，ベントラインに設置されている空気作動弁の駆動用空気を供給す

る窒素ガスボンベを配備した。 

 

  ③原子炉補機冷却海水系の復旧用資機材の確保 

   原子炉補機海水ポンプ電動機が津波により浸水し，機能が喪失した場合に

備え，浸水した電動機を復旧するための資機材（洗浄機等）を配備した。 

 

（５）緊急時の使用済燃料プールの冷却確保 

  ①消防ポンプ車等による代替注水手段の確保 

   全交流電源喪失時においても，代替注水設備による使用済燃料プールの除

熱を実施するため，使用済燃料プールや水源である復水貯蔵タンクに水を補

給するための消防ポンプ車等および送水に必要な資機材（消火ホース等）を

確保し，資機材については津波の影響を受けにくい場所へ保管した。 
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（６）発電所の構造等を踏まえた当面必要となる対応策の実施 

  ①建物の浸水防止対策 

   津波発生時の想定事象への対応において，その機能を期待する原子炉隔離

時冷却系ポンプ等の安全上重要な設備が津波により浸水することを防止す

るため，建物扉の隙間へのシール施工等により必要な箇所の浸水防止対策を

実施した。 

 

Ⅱ.更なる信頼性向上対策 

（１）高台への緊急用発電機の追加設置 

非常用ディーゼル発電機のバックアップとして，原子炉の除熱機能やプラ

ントの状態監視に必要な機器等に速やかに電力が供給できるように，ガスタ

ービン発電機を発電所敷地内の高台（40ｍ級）に設置した。また，ガスター

ビン発電機から受電盤等への接続に必要な資機材（電源ケーブル等）につい

ても確保した。 

 

（２）原子炉補機海水ポンプ電動機の予備品の確保 

原子炉補機海水ポンプ電動機が津波により浸水し，機能が喪失した場合に

備え，取替用の電動機予備品を確保した。 

 

（３）原子炉補機海水系へ接続する可搬式ディーゼル駆動ポンプの確保 

原子炉補機海水ポンプ電動機が津波により浸水し，機能が喪失した場合に

備え，原子炉補機海水系へ接続する可搬式ディーゼル駆動ポンプおよび原子

炉補機海水系への接続に必要な資機材（ホース等）を確保した。 

 

（４）可搬式エンジン駆動ポンプの確保 

原子炉および使用済燃料プールの除熱機能が喪失した場合の代替注水手

段として，消防ポンプ車等を確保しているが，更なるバックアップとして，

海水等を移送，補給できる可搬式エンジン駆動ポンプおよび移送に必要とな

る資機材（ホース等）を確保した。 

なお，当該ポンプは，海水系ポンプエリアが津波により水没した場合の海

水排出にも使用可能である。 

 

（５）海水系ポンプエリアの浸水防止対策 

原子炉補機海水ポンプの浸水を防止するため，海水系ポンプエリアに防水

壁等を設置する。 
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（６）建物の浸水防止対策の強化 

水密性を高めた建物扉への取替等を行い，建物内への浸水を防止する対策

を強化した。 

 

（７）防波壁の強化 

主要設備への浸水を防止するため，発電所構内全域において防波壁を強化

する。 
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４．３ 技術開発成果 

 

  技術開発とは，原子力施設の安全性・信頼性の向上，放射線業務従事者が受

ける線量の低減，放射性廃棄物の低減等の観点から行っている種々の新技術の

開発のことである。 

  これら新技術の開発結果を実証・検証した上で順次取り入れている。 

  この節では，まず，技術開発成果の反映の仕組みについて記載し，その後，

島根原子力発電所２号機に反映すべき技術開発成果を反映しているかについ

て評価する。 
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４．３－１ 技術開発成果反映の仕組み 

 

  技術開発成果は，技術検討書として本社所管箇所から発電所側への指示や，

共同で技術開発を行ったプラントメーカからの提案により入手し，その成果を

設備あるいは工事方法に反映している。 
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４．３－２ 技術開発成果の反映状況 

 

  技術開発成果の評価を行った結果，評価対象期間中に行われた技術開発につ

いて，島根原子力発電所２号機の設備や運用の安全性，信頼性の維持・向上が

図られていることを確認した。 

  （資料４．３．２－１「技術開発成果一覧表」参照） 

  技術開発成果の反映状況を以下に示す。 

 

Ⅰ．燃料漏えいの検知性能向上に関する技術開発 

［調査結果］ 

燃料漏えいの検知性能向上に関する技術開発が行われている。 

 

［反映状況］ 

炉水中のよう素濃度，オフガス中の放射性希ガス濃度の監視を行っている。

また，オフガス放射線モニタ指示値を連続監視する高感度オフガス放射線モニ

タを設置している。 

 

Ⅱ．放射性固体廃棄物の低減化に関する技術開発 

［調査結果］ 

放射性固体廃棄物の低減化に関する技術開発が行われている。 

 

［反映状況］ 

復水ろ過脱塩器から使用済樹脂として発生していた放射性固体廃棄物を低

減するため，使用済樹脂の発生しないプリーツフィルタを設置している。 

 

Ⅲ．燃料に関する技術開発 

［調査結果］ 

燃料の漏えい事象および使用済燃料の発生量を低減させるための技術開発

が行われている。 

 

［反映状況］ 

燃料の漏えい事象および使用済燃料の発生量を減少させるため以下の設計

改良を施した９×９燃料を採用している。 

 

（１）漏えい事象の低減のため，ペレットと燃料被覆管の相互作用による応力緩

和，出力分布の改善等の設計改良 
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（２）使用済燃料の発生量の低減のため，燃料棒の熱負荷の軽減，濃縮度の増加

等の設計改良 

 

Ⅳ．地震に対する安全性評価手法に関する技術開発 

［調査結果］ 

原子力発電所の地震に対する安全性評価方法の技術開発が行われている。 

 

［反映状況］ 

耐震審査指針の改訂を踏まえた耐震安全性評価に取り入れている。 

 

Ⅴ．供用期間中検査手法に関する技術開発 

［調査結果］ 

ステンレス鋼継手ならびにステンレス鋼と炭素鋼および低合金鋼の異材継

手について，溶接金属部を透過した探傷の適用可能性に関する技術開発が行わ

れている。 

 

［反映状況］ 

技術開発により得られた確認手法を供用期間中検査の定期事業者検査要領

書に取り入れている。 

 

  以上のとおり，技術開発成果を適切に反映していることを確認しており，技

術開発成果の知見が意図する効果が得られていると判断した。 

  同様に，技術開発成果を適切に反映していることから，技術開発成果を反映

する仕組みについても機能していると判断した。 

  これらのことから，原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備に対し，

原子炉施設のより一層の安全性，信頼性の維持・向上を図っていると判断した。 
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資料４．３．２－１ 技術開発成果一覧表 

 

No 
知見の出典 

（年月） 
成果の概要 

反映 

要否 
現在の反映状況 

確認

結果 
備考 

1 

燃料漏えいの検知性能向上

に関する技術開発 

（H14.3） 

燃料漏えいの検知性能向上に

関する技術開発が行われてい

る。 

〇 

炉水中のよう素濃度，

オ フ ガ ス 中 の 放 射 性

希 ガ ス 濃 度 の 監 視 お

よ び オ フ ガ ス 放 射 線

モ ニ タ 指 示 値 を 連 続

監 視 す る 装 置 を 設 置

している。 

〇 

 

2 

放射性固体廃棄物の低減化

に関する技術開発 

（H14.9） 

放射性固体廃棄物の低減化に

関する技術開発が行われてい

る。 

〇 

復 水 ろ 過 脱 塩 器 か ら

使 用 済 樹 脂 と し て 発

生 し て い た フ ィ ル タ

助剤を低減するため，

使 用 済 樹 脂 の 発 生 し

な い プ リ ー ツ フ ィ ル

タを設置している。 

〇 

 

3 
燃料に関する技術研究 

（H15.9） 

燃料の漏えい事象および使用

済燃料の発生量を減少させる

ための技術開発が行われてい

る。 

〇 

燃 料 の 漏 え い 事 象 お

よ び 使 用 済 燃 料 の 発

生 量 を 低 減 さ せ る た

め の 設 計 改 良 を 実 施

した 9×9燃料を採用

している。 

〇 

 

4 

地震に対する安全性評価手

法に関する技術開発 

（H19.3） 

原子力発電所の地震に対する

安全性評価手法を取りまとめ

るための技術開発が行われて

いる。 

〇 

耐 震 審 査 指 針 の 改 訂

を 踏 ま え た 耐 震 安 全

性 評 価 に 取 り 入 れ て

いる。 

〇 

 

5 

供用期間中検査手法に関す

る技術開発 

（H22.6） 

ステンレス鋼継手等の溶接金

属部に関する探傷の適用可能

性に関する技術開発が行われ

ている。 

〇 

技 術 開 発 に よ り 得 ら

れ た 確 認 手 法 を 供 用

期 間 中 検 査 の 定 期 事

業 者 検 査 要 領 書 に 取

り入れている。 

〇 

本 技 術 開 発

の 期 間 は

H24.3 ま で

で あ る が，

H22.6 に 知

見 の 反 映を

実施。 

反映要否 ； 〇：要       －：不要 

確認結果；〇：反映済みであり，知見が意図する効果が得られている。 

▲：反映済みだが，知見が意図する効果が得られていない。 

△：現在反映中。 

－：対象外 
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４．４ 保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評価のまとめ 

 

保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価した結果，原子炉施設の安

全性を確保する上で重要な設備等について，前回の定期安全レビュー以降も最

新の技術的知見を適切に反映しているもしくは反映を計画していることを確

認しており，知見が意図する効果が得られていると判断した。同様に，知見を

反映する仕組みについても機能していると判断した。 

以上のことから，原子炉施設の安全性を確保する上で重要な設備等に対し，

原子炉施設のより一層の安全性，信頼性の維持・向上を図っていると判断した。 

今後とも軽水炉の安全性・信頼性に関する重要な技術的知見が得られ，それ

が島根原子力発電所２号機の安全性・信頼性を向上させていく上で有効である

と考えられる場合，これら技術的知見を反映するための取り組みを継続し，実

施していく。 

 

 


